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≪表紙写真の紹介≫ 

 

 平成 28年度 御厩小学校・内郷公民館土曜学習「みまや土曜たいけん隊」活動の様子です。 

 

 

 

                  

                   

                   

                   

                     

○第１回（平成 28 年５月 21 日）  ○第２回（平成 28 年６月 18 日） ○第６回（平成 28 年 10 月 15 日） 

「本物の土器や石器に触ってみよう！」 「川と私たちの生活 Part２」  「音楽を体験しよう！」 

 

 

  市教育委員会では、子どもたちの「生きる力」を育むため、平成 27 年度から、学校・家庭・

地域と公民館が連携し、実施校ごとに特色ある社会体験や自然体験を行うことで、子どもたちが、

学校での学習と実社会とのつながりを感じることができるよう、「土曜学習推進事業」を実施し

ています。 

  このうち、御厩小学校児童を対象に実施している土曜学習「みまや土曜たいけん隊」の活動に

ついて、平成 29 年 12 月７日、文部科学大臣表彰(※)を受賞しました。 

 

※文部科学省では、地域全体で次代を担う子どもたちを育成するために、地域と学校が連携・協

働し、地域の教育力の向上を図り、社会総掛かりでの教育の実現を目指すことを目的に、全国

で行われている活動のうち、他の模範と認められるものに対し、その功績をたたえ、文部科学

大臣による表彰を行っています。 

 

 

 

○ マナビィ 

    故石ノ森章太郎氏デザインの生涯学習のマスコットです。 

「学び」とミツバチの「Ｂee」を合わせ「マナビィ」と 

名づけられました。 

学ぶことが好きな「マナビィ」には「学」という字のよ 

うに触角が３本あります。 

 
 



 

 

第六期いわき市生涯学習推進計画の策定にあたって 

 

 「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯

にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適

切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」 

 これは、教育基本法に掲げられた生涯学習の基本理念です。 

 生涯学習は、その字が表すとおり、生涯にわたっての学習、すなわち乳幼児から高齢者

まで年齢を問わずに、いつでも、誰でも行うことができる幅広い学習であります。学習と

いっても、机に向かって学ぶことだけではありません。自己の趣味を深めること、スポー

ツを楽しむこと、芸術や文化に触れることはもちろんのこと、福祉の向上、青少年の健全

育成、快適な生活環境づくり、連帯感のあるコミュニティの形成、ボランティア活動など

も生涯学習と捉えることができ、個人の領域からまちづくりまで多様な側面を持っていま

す。また、近年の社会情勢の変化に伴い、学習ニーズは高まるとともに、多様化・高度化

しております。 

 本市においては、平成３年３月に策定した「いわき市生涯学習基本構想」に基づき、こ

れまで５年ごとに第一期から第五期までの生涯学習推進計画を策定し、生涯学習の推進の

ため、各種施策を積極的に展開して参りました。 

この度、前期計画が平成 29 年度をもって終期を迎えることから、社会教育法の改正や

「いわき市教育大綱」に掲げる「地域全体で人を育て、誇れるまち“いわき”をつくる」

の基本理念を踏まえ、子どもたちの成長を支えるための学校、家庭、地域の「連携・協働」

に重きを置いて第六期いわき市生涯学習推進計画を策定いたしました。本計画の特徴であ

る４つの重点事項は、今後５年間に、力を入れて取り組むべき事項として設けたものであ

り、未来を担う子どもたちの育成や多様化する社会に対応した学習機会の充実など、時の

課題に呼応し、市民の方々の自発的で継続した学習活動を支援していくものです。 

また、その推進にあたりましては、市のみならず、様々な関係機関や団体、企業の皆様

が主体となる学習活動についても計画に位置付け、市民の方々の「まなび」への支援体制

の充実を図ることとしております。 

市といたしましては、引き続き、市民の皆様をはじめ、あらゆる主体と連携し、共に創

る「共創」のまちづくりを進めながら、「教育先進都市“いわき”」の実現に努めて参りま

すので、皆様には、御支援、御協力賜りますようお願いいたします。 

 終わりに、計画策定にあたり、御尽力いただきましたいわき市生涯学習推進本部委員の

皆様はじめ、関係者の皆様に対し深く感謝申し上げます。 

 

  平成 30年３月 

 

いわき市生涯学習推進本部長 上遠野 洋一 
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          輝くいわき、学びあい都市宣言 
 

  わたしたちいわき市民は、ふるさとの豊かな自然を愛し、生きがいの 

ある人生をおくるために、生涯にわたって学び続け、自らを高めながら、 

豊かさと心がかようまちづくりをめざします。 

  市制施行３０周年にあたり、ここにいわき市を｢輝くいわき、学びあい 

都市｣とすることを宣言します。 

 

わたしたちは 

21世紀のいわきが 

自然にめぐまれたふるさとであるように 

心のかよう豊かなまちであるように 

生涯にわたり 

自ら学びあい  高めあい 

ひとりひとりが輝くまち「いわき」をめざします 

 

                 平成８年１０月１日制定  いわき市 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六期いわき市生涯学習推進計画の概要 

重点項目及び主要課題一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 策定の趣旨 

 本市ではこれまで、平成 25年３月に策定した第五期いわき市生涯学習推進計画に基づき、市民

の生涯学習の推進を図ってまいりましたが、第五期計画が平成 29年度をもって終期を迎えること

から、平成 30年度から令和４年度までを計画期間とした第六期いわき市生涯学習推進計画を策定

します。 

２ 計画の特徴 

 第六期いわき市生涯学習推進計画は、平成 29年３月に改正された社会教育法、同年３月に改

訂された次期学習指導要領を踏まえた計画です。社会教育法の改正では、地域と学校が『連携・

協働』する「地域学校協働活動」に関する規定が整備されました。次期学習指導要領において

も、学校と社会が『連携・協働』しながら、社会に開かれた教育課程の実現を目指すことが示さ

れました。社会教育法の改正と次期学習指導要領の改訂は、いずれも地域と学校が『連携・協

働』することで、子どもたちの成長をささえるという視点で改訂されました。したがって、本計

画も子どもたちの成長をささえるための学校・家庭・地域の『連携・協働』に重点を置いた計画

となっています。 

また、本計画に位置付ける取組・事業については、市事業のみならず、関係機関、団体等の取

組や事業も多数位置付けることで、地域を取り巻く様々な主体が一体となって、生涯を通して学

ぶことが出来る生涯学習社会の形成を目指します。 

３ 第六期計画期間の重点項目 
基本施策に位置付けた事業から、計画期間の５年間（平成 30 年度～令和４年度）に、特に取

り組むべき重点項目を４つ設けました。 

⑴ 未来を担う子どもたちの成長をささえるために 

学校・家庭・地域が連携、協働し、子どもたちの「生きる力」を育む。 

取組・事業例：学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業、土曜学習推進事業 等 

⑵ 子育て支援・少子化に対応するために 

行政、関係機関・各団体等が連携し、社会全体で子育てしやすい環境づくりを目指す。 

取組・事業例：子育てコンシェルジュサービス、母子保健コンシェルジュサービス 等 

⑶ 「生涯学習支援者」を拡大するために 

教わる側から教える側へ、共に学び合う環境づくりを推進するとともに、地域の教育力や企

業等が持つ知識・専門性等をキャリア教育や市民の学習機会に活かせるよう努める。 

取組・事業例：いわきメディア指導員事業、市民講師養成講座 等 

⑷ 多様化する社会に対応するために 

多文化共生社会など、複雑化する社会に対応するため、コミュニケーションできる力やサポ

ートにつながる学習、交流機会の充実を促す。 

取組・事業例：多文化共生事業、いわき・ふれあい・ふくし塾 等 

第六期いわき市生涯学習推進計画の概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成 

 第六期いわき市生涯学習推進計画は、いわき市生涯学習基本構想に基づいた計画です。基本構

想に挙げられている 61の基本施策に、市役所各課や、関係機関、団体等の取組・事業を位置付

けています。 

 
【基本理念】 輝くいわき、学びあい都市宣言 

【基本目標】１ 学習の生涯化 ２ 自己学習の確立 ３ まちづくりの推進 ４ 教育機能の連携 

１ 生涯学習推進体制の整備 

２ 学習施設の整備と充実 

３ 学習情報の提供、相談体制の充実 

４ 指導者の養成と活用 

 

１ 生涯各時期に応じた学習機会の充実 

２ 生活課題に関する学習 

３ 家庭、学校、社会教育の充実と連携 

４ コミュニティづくり、地域づくり活動の促進 

５ ボランティア活動の促進 

６ 企業における生涯学習の奨励 

７ 地球環境問題への取り組み 

８ 健康・スポーツの振興 

９ 文化の振興 

10 国際化への対応 

学
習
条
件 

の
整
備 

学
習
機
会
の
整
備 

１ 未来を担う子どもたちの成長をささえるために 

２ 子育て支援・少子化に対応するために 

３ 「生涯学習支援者」を拡大するために 

４ 多様化する社会に対応するために 

【主要課題】 

【重点項目】 

【基本施策】 

（全 61項目） 

位置付け事業 

（全 237 事業） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画の構成 

第六期いわき市生涯学習推進計画（平成 30年度～34年度）は、いわき市生涯学習基本構想（平成 12

年３月改訂）に基づいた計画です。基本構想では 14の主要課題と 61の基本施策が定められており、こ

の基本施策の下に 237の事業を位置付けています。 

重点項目は主要課題、基本施策のほかに、第六期計画において特に取り組むべきものとして新たに設

定した項目であり、基本施策に位置付けた 237 事業の中から、該当する事業を選定し位置付けました。 

２ 重点項目 
⑴ 未来を担う子どもたちの成長をささえるために（17ページ～） 

学校・家庭・地域が連携、協働し、子どもたちの「生きる力」を育む。 

取組・事業例：学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業、土曜学習推進事業 等 

⑵ 子育て支援・少子化に対応するために（25ページ～） 

行政、関係機関・各団体等が連携し、社会全体で子育てしやすい環境づくりを目指す。 

取組・事業例：子育てコンシェルジュサービス、母子保健コンシェルジュサービス 等 

⑶ 「生涯学習支援者」を拡大するために（30ページ～） 

教わる側から教える側へ、共に学び合う環境づくりを推進するとともに、地域の教育力や企業

等が持つ知識・専門性等をキャリア教育や市民の学習機会に活かせるよう努める。 

取組・事業例：いわきメディア指導員事業、市民講師養成講座 等 

⑷ 多様化する社会に対応するために（36ページ～） 

多文化共生社会など、複雑化する社会に対応するため、コミュニケーションできる力やサポー

トにつながる学習、交流機会の充実を促す。 

取組・事業例：多文化共生事業、いわき・ふれあい・ふくし塾 等 

３ 主要課題 学習条件の整備 
⑴ 生涯学習推進体制の整備（58ページ～） 

生涯学習の主体となる市民が自らの学習をより高められるよう、市民参画及び地域参画がしや

すい地域における推進体制の整備を図り、生涯学習の普及啓発に努める。 

取組・事業例：生涯学習推進本部、社会教育委員の会議、公民館運営審議会 等 

⑵ 学習施設の整備と充実（62ページ～） 

  市民が“いつでも、どこでも、だれでも”学ぶことができるよう、各施設間の連携を深めると

ともに、その施設や地区の特色を活かした取り組みが図れるよう、その機能の充実に努める。 

取組・事業例：生涯学習プラザの整備充実、公民館の整備充実 等 

⑶ 学習情報の提供、相談体制の充実（64ページ～） 

  学習機会、指導者、団体、施設等の生涯学習に関する情報の収集とわかりやすい提供方法に努

め、相談体制の整備を図る。市民が必要な時に必要な情報を得られるような環境の整備に努め

る。 

取組・事業例：いわきまなびあいバンク、公民館及び生涯学習プラザにおける窓口相談 等 

⑷ 指導者の養成と活用（70ページ～） 

各公民館等と連携して市民講師等の発掘に努め、学習の場と活動の場を提供し育成と活躍を促

進する。学校・家庭・地域の連携を進め、子どもたちの学習に指導者の活用を図る。 

取組・事業例：社会教育指導員の配置、市民講師養成講座 等 

第六期いわき市生涯学習推進計画 重点項目及び主要課題一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 主要課題 学習機会の整備 

⑴ 生涯各時期に応じた学習機会の充実（76ページ～） 

市民が生涯にわたって学習できるように、各時期（ライフステージ）に応じた学習機会の提供

や学習情報の提供に努める。 

取組・事業例：学校給食食育推進事業、いきいきシニアボランティアポイント事業 等 

⑵ 生活課題に関する学習の推進（104ページ～） 

生活課題に対応した学習を通して課題解決や自己実現を図れるよう、権利や義務、男女共同参

画、福祉、消費生活、交通安全、防火・防災、趣味・教養等に関する学習機会の整備に努める。 

取組・事業例：市役所出前講座における市職員等の派遣、消費者教育推進事業 等 

⑶ 家庭、学校、社会教育の充実と連携（118ページ～） 

子どもたちの「生きる力」や創造力の育成、青少年の健全育成活動の充実、家庭教育の充実、

開かれた学校づくり等を進める。また、地域ぐるみで子どもを育てていく環境づくりに努める。 

取組・事業例：学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業、コミュニティ・スクール 等 

⑷ コミュニティづくり、地域づくり活動の促進（133ページ～） 

活力あるコミュニティづくりを目指し、地域づくりやまちづくり、交流等に関する学習機会の

充実、社会教育関係団体の育成等に努める。 

取組・事業例：まちづくり・未来づくり講演会、駒澤嘉いわき生涯学習振興基金 等 

⑸ ボランティア活動の促進（140ページ～） 

ボランティアとして活動するための基礎的な学習機会や情報の提供の充実、学習の成果と能力

を生かした活動の場の創出に努めるとともに、ボランティア・コーディネーターの養成等に努め

る。 

取組・事業例：市民活動ガイド、青少年ボランティア事業、ボランティア養成講座 等 

⑹ 企業における生涯学習の奨励（147ページ～） 

  勤労世代を対象とした学習機会の充実に努めるとともに、企業の持つ教育的資源を地域に還元

してもらう機会を設けるなど、「共創」のまちづくりにつなげる。 

取組・事業例：土曜学習推進事業、公民館事業、生涯学習プラザ事業 等 

⑺ 地球環境問題への取り組み（152ページ～） 

地球環境問題にも取り組んでいけるよう、環境保全や資源リサイクル、省エネルギー等に関す

る学習機会の充実に努める。 

取組・事業例：クリンピーの家リサイクル啓発事業、水道水源地・施設見学会 等 

⑻ 健康・スポーツの振興（158ページ～） 

食生活をはじめとする基本的な生活習慣、自分自身を大切にすること等の学習機会の提供に努

める。また、体力向上や健康の保持増進につながる生涯スポーツの推進に努める。 

取組・事業例：思春期保健セミナー、生涯スポーツ振興事業 等 

⑼ 文化の振興（165ページ～） 

多彩な芸術活動を支援するとともに、地域の伝統や文化を次世代につなぐなど、文化の振興に

資する学習機会の充実に努める。 

取組・事業例：おでかけアリオス、美術館教育普及事業、いわき市文化振興基金育成事業 等 

⑽ 国際化への対応（173ページ～） 

日本人と外国人が互いに異なる文化や価値観を理解し、受け入れ、安心して生活できるよう、

多文化共生社会に対応した学習機会の充実に努める。 

取組・事業例：多文化共生事業、日本語教室、ユニバーサルデザイン・ワークショップ 等 
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第１節 生涯学習振興の経緯 

急激な社会の変化を背景に、価値観の多様化する中で長い人生をいきいきと生きるため、従来

の学校中心の教育が見直され、あらゆる世代、すべての生活の場における生涯にわたっての学習

が重視されています。 

「生涯学習」については、さまざまな定義がなされてきました。国際的には、昭和 40 年にユ

ネスコ本部が開催した「成人教育推進国際委員会」において、「生涯学習」の考え方に先立ち「生

涯教育」が提案されました。提案者のポール・ラングランは、「人生の段階それぞれにふさわし

い学習の機会が継続的に確保され、また、その学習機会が学校だけでなく家庭・職場・地域社会

など生活のあらゆる場で確保されなければならない」として、「生涯教育」の必要性・重要性を

説き、この概念は国際的に普及しました。 

日本では、昭和 46年の社会教育審議会1（当時）答申「急激な社会構造の変化に対処する社会

教育のあり方について」において、生涯教育が検討課題として提議され、「生涯にわたる学習の

機会」をできるだけ多く提供することの必要性が唱えられました。さらに、昭和 56 年の中央教

育審議会2答申「生涯教育について」では、初めて「生涯学習」の考え方が取り上げられています。

この答申において、「生涯教育」は、「国民一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯に

わたって行う学習を助けるために、教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的な理念で

ある」とされています。また、「生涯学習」は、「今日、変化の激しい社会にあって、人々は、自

己の充実・啓発や生活の向上のため、適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学習は、

個々人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり、必要に応じ、自己に適した手

段・方法は、これらを自ら選んで、生涯を通じて行うものである。この意味では、これを生涯学

習と呼ぶのがふさわしい」とされており、この考え方は、平成２年の中央教育審議会答申「生涯

学習の基盤整備について」をはじめ、その後の答申等においても踏襲されています。その後、昭

和 59 年から 62 年にかけて設置された臨時教育審議会の４次にわたる答申においては、学校中心

の考え方を改め教育体系の総合的再編成を図るという「生涯学習体系への移行」がうたわれまし

た。さらに平成２年、中央教育審議会の「生涯学習の基盤整備について」の答申に基づき「生涯

学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」（通称「生涯学習振興法」）が制定さ

れました。 

そして、平成 18 年の教育基本法の改正により、初めて教育基本法に「生涯学習の理念」が規

定されました。 

（生涯学習の理念） 

 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが出来るよう、その生涯に

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生

かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

国は教育基本法の改定後も、答申等において生涯学習体系の施策の充実を訴えています。 

                         
1【社会教育審議会】平成２年に生涯学習審議会に改称し、現在は中央教育審議会に統合 
2【中央教育審議会】文部科学省に設置されている諮問機関。生涯学習分科会が設置されている。 
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第２節 生涯学習とは 
「生涯学習」については、法律上その定義が定められておりませんが、生涯学習と社会教育、

学校教育の関係を整理すれば、各個人が行う組織的ではない学習（自主学習）のみならず、社会

教育や学校教育において行われる多様な学習活動についても生涯学習に包含される対象であり、

「国民一人一人がその生涯にわたって自主的・自発的に行うことを基本とした学習活動が生涯学

習である」ということができます。 

つまり「生涯学習」は、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、社会教育、学校教育、家

庭教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣

味など様々な場や機会において行う学習行為のみならず、福祉の向上、青少年の健全育成、産業

の振興、快適な生活環境づくり、連帯感のあるコミュニティの形成など、個人の領域からまちづ

くりまで多様な側面をもった概念であるといえます。 

○年齢を軸とした場合の生涯学習・社会教育体系図 

 

○自治体の行政レベルにおける「生涯学習と社会教育の関係」とその位置 

 
出典：鈴木眞理他編著「社会教育計画の基礎」2012年、学文社 
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第３節 生涯学習の必要性 

現代社会において、特に生涯学習が必要とされるのは、主に次のような理由からです。 

１ 潤いのある生活の構築 

自然環境の悪化や社会連帯意識の希薄化、さらには学歴社会における過剰な競争は、社会全

般に深刻な影響を及ぼしてきました。このような状況の中で、豊かな自然を求め、社会的つな

がりを大切にして、潤いのある生活を築こうという傾向が強くなってきました。 

そのため、人間性豊かな生活と住みよいまちづくりのための学習が必要です。 

 ２ 学校教育依存型社会からの脱皮 

   急激に変化し、複雑多様化する社会において、学校教育だけに過度に依存した教育では、長

い人生を人間らしく生きていくことが難しくなっており、学校を離れても絶えず学習を続ける

必要があります。また、学歴の過重な評価を是正し、生涯にわたる学習による成果が適切に評

価される社会の実現が求められています。 

   そのため、多様化する市民の学習ニーズに対応できる学習機会の提供や市民の学習意欲の醸

成、拡大が必要です。 

 ３ 家庭、地域における教育力の回復 

   家族形態の変化や都市化の進行などにより、家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような中にあって、特に青少年には、直接的な体験の機会が少なく、社会性の乏しさや自

己確立の遅れがみられるなど心身の弱さが指摘されています。 

   そのため、家庭や地域における教育力の回復、体験機会の充実、及び学校・家庭・地域の実

践的な連携が必要です。 

 ４ 高齢社会の進行と増大する自由時間への対応 

   現代は、平均寿命の伸長と出生率の低下により、４人に１人が高齢者という高齢社会であり、

今後も高齢化率は上昇していくものと予想されています。このような中にあって、活力ある社

会を築くためには、自由時間の有効な活用や豊かな経験と知識を社会に活かすことが重要とな

っています。 

   そのため、これらに対応するための学習活動や場の整備が必要です。 

 ５ 情報化・グローバル化などへの対応 

   今日の科学技術の進歩や発展は、高度情報化やグローバル化、さらには産業構造の変化をも

たらし、社会生活環境を大きく変えてきました。 

   そのため、新しい分野への対応をはじめ、さまざまな知識・技術の習得、情報を使いこなす

能力、さらには国際感覚、国際理解などを深め、多文化共生社会など多様化する社会に対応す

ることが必要です。 
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第１節 策定の趣旨 

  本市は、市民一人ひとりが生涯にわたって学び続けるための環境づくりをするために、平成２

年６月に生涯学習推進本部を設置し、生涯学習推進体制の整備充実を図るとともに、平成３年３

月には「いわき市生涯学習基本構想」を策定しました（平成 12年３月改訂）。この基本構想に基

づき、平成４年３月に第一期いわき市生涯学習推進計画（平成４年度～平成８年度）を策定し、

以後第五期計画に至るまで、“時”の社会状況等を踏まえながら、５年ごとに生涯学習推進計画を

策定してきました。 

第五期計画の策定から５年が経過し、本市を取り巻く社会状況も変化しており、生涯学習施策

に求められる役割にも変化がみられるようになってきました。これまでの取り組みの成果及び、

平成 28 年２月に策定された「いわき市教育大綱」に掲げる「地域全体で人を育て、誇れるまち

“いわき”をつくる」の基本理念を踏まえながら、社会・経済情勢の推移の中で、大きく変化し

ている市民の学習ニーズに対応し、市が行う社会教育施策の一層の充実を図るとともに、ＮＰＯ

や高等教育機関、企業など教育に携わる様々な主体が相互に連携した生涯学習社会の実現を目指

して、第六期いわき市生涯学習推進計画を策定します。 

第２節 計画の位置付け・期間 

  この計画は、新・いわき市総合計画改定後期基本計画（平成 28年度～平成 32年度）に位置付

けられた個別基本計画の一つであり、「いわき市生涯学習基本構想」の具現化を図り、その実効性

を確保するため策定するものです。 

  計画期間は平成 30年度から令和４年度までの５年間とします。 
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第３節 計画の構成 
本計画は、「いわき市生涯学習基本構想」に基づいた計画です。基本構想では 14の主要課題と

61の基本施策が定められており、本計画では、この基本施策に市、関係機関、団体等の事業・取

組を位置付けています。 

  位置付けた事業については、いわき市市民活動ガイドの登録団体や市内企業等に関連事業を照

会し、回答があった事業・取組を位置付けています。 

第４節 計画の進行管理 
本計画の進行管理は、「いわき市生涯学習推進本部会議」で実施します。本計画が「事業計画・

行動計画」である位置付けを踏まえ、「事業の実施状況」のほか、新規事業、終了した事業、内容

を変更した事業等について毎年実施状況調査を行い、その結果を整理・体系化し、推進本部会議

において報告、協議をして、毎年度改訂版を策定します。また、「いわき市社会教育委員の会議」

等の意見を聞きながら、ＰＤＣＡサイクル及びＰＤＳサイクルにより検証・改善を図ることで、

本計画に位置付けた事業を計画的・効果的に実施します。 

 

ＰＤＣＡサイクル                    ＰＤＳサイクル 
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第１節 国・県の動向 

１ 国の動向 

昭和 22 年の教育基本法の制定から 60 年が経過した平成 18 年、教育を取り巻く環境の変化

に対応するため、教育基本法の改正が行われました。新たな教育基本法には、「生涯学習の理

念」や「家庭教育」、「幼児教育」、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」等の規定が

加えられました。この改正に基づき、社会教育法を含む教育関係法についても、必要な見直し

が行われ、各規定で内容の充実が図られました。 

平成 20 年に中央教育審議会は「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の

循環型社会の構築を目指して～」を答申し、「国民一人一人の生涯を通じた学習の支援」と「社

会全体の教育力の向上」を目指すことで、学習成果の活用や新たな学習需要を生み出す「知の

循環型社会の構築」を方向性として示しました。また、同答申では、個人の学習ニーズである

「個人の要望」と、行政が市民に対してどのような学習をしてほしいかという「社会の要請」

のバランスの視点を持つことが重要であるとされています。 

同年、社会教育法、図書館法、博物館法の改正が行われ、また、「教育振興基本計画」が策

定され、10年間を通じて目指すべき教育の姿が掲げられました。 

その後、平成 25 年には「第２期教育振興基本計画」が策定され、「自立」「協働」「創造」の

３つの理念の実現に向けた生涯学習社会の構築へ向けての方向性が示されました。 

平成 29 年３月には、社会教育法が改正され、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支

え、地域を創生する「地域学校協働活動」に関する規定の整備がなされました。さらに学習指

導要領も改訂され、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社

会が共有し、『連携・協働』しながら、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことが示さ

れました。学習指導要領は、平成 30 年度から幼稚園において全面実施されるのを皮切りに、

32年度には小学校、33年度には中学校、34年度には高等学校で順次全面実施されます。 

２ 県の動向 

平成 17年に県は、「すべての県民が生涯を通して自ら学び、考え、行動し、他のすべての主

体とともに県全体として一つにつながり合う」という理念の下、生涯学習基本構想「まなビジ

ョンふくしま 2020」を策定し、県民のライフステージを見通すとともに、生涯を通じた学びと

いう側面を踏まえた将来方向を描き、各施策を展開してきました。 

また、平成 22 年には、生涯学習基本構想の理念を継承しつつ、今後の生涯学習推進施策の

方向性を示すことを目的として、生涯学習基本計画「夢まなびと創造プラン」を策定しました。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故によ

り、本県の社会情勢は計画当初の想定から大きく変化したことから、平成 25 年に計画の見直

しを行い、福島県総合計画「ふくしま新生プラン」に位置付けられている復興・再生の礎とな

る「人づくり」と「地域づくり」を、生涯学習を通じて推進することを目標としました。 
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第２節 いわき市の現状 
 １ いわき市の社会状況 

⑴ いわき市の特徴 

本市は、昭和 41年 10月１日に５市４町５村の大同合併により誕生した、広域・多核分散

型の都市です。豊かな自然環境と温暖な気候風土に抱かれた本市は、福島県の東南端、茨城

県と境を接する、広大な面積を持つまちで、東北地方有数の人口を擁しています。また、15

の工業団地を有し、製造業を基幹的産業として、水産業や農林業、そして日本三古泉の一つ

に数えられる「いわき湯本温泉郷」や「いわき・ら・ら・ミュウ」などがある小名浜港エリ

アを中心とした観光サービス業など、多様な産業が活発に展開されています。 

⑵ 人口 

本市の人口は、平成 30年１月１日現在で 345,209人となっています。平成 10年の 361,934

人をピークに減少傾向にあり、年少人口が減少する一方で、高齢者人口が増加しており、少

子高齢化が進んでいます。平成 29年 12 月１日現在での本市の高齢化率3は 29.3％となって

おり、全国平均の 27.7％4と比較して 2.4ポイント高い状況となっています。 

 

 

                         
3 【高齢化率】総人口に占める高齢者（65歳以上）人口の割合 
4 総務省統計局統計トピックス№103統計からみた我が国の高齢者（65歳以上）-「敬老の日」にちな

んで-より、平成 29年 9月 15日時点での高齢化率 
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 ２ いわき市の生涯学習の現状 

  ⑴ 本市の動向 

    本市においては、昭和 62年 11 月のいわき市教育懇談会の提言を受け、生涯学習の推進を

図るため、平成２年６月にいわき市生涯学習推進本部を設置し、平成３年３月にいわき市生

涯学習基本構想を策定しました。この基本構想に基づき、平成４年３月に第一期いわき市生

涯学習推進計画を策定してから、第五期計画に至るまで、“時”の社会状況等を踏まえなが

ら、５年ごとの計画を策定してきました。生涯学習推進計画は、市事業のみならず、市民団

体等の事業を位置付け・掲載することで、教育行政だけではなく、行政各部署や関係機関・

団体が連携・協力を図りながら、生涯にわたり学びあう、そして豊かさと心がかようまちづ

くりの実現に向け、各種施策を積極的に展開しています。 

    また、平成 28 年２月には、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱である「いわき市教育大綱」を策定し、基本理念として「地域全体で人を育て、誇れるま

ち“いわき”をつくる」を掲げました。教育大綱では、市民と行政、地域の団体や企業等、

地域を取り巻く様々な主体が一体となって、生涯を通して学ぶことができる生涯学習社会の

形成を推進することを方針としました。 

さらに、市では社会教育法の規定により、社会教育委員を設置しています。市社会教育委

員の会議では、これまで教育委員会に対して提言や答申を行ってきました。直近では、平成

26 年 11 月に教育委員会から諮問を受け、平成 28 年３月に「高度・多様化する市民の学習

ニーズに対応する生涯学習の今後のあり方について」を答申し、ネットワーク型生涯学習推

進体制の構築や、市立公民館のあり方について意見を述べています。 

   本市の生涯学習関係年表 

昭和 62年 11 月 いわき市教育懇談会提言 

昭和 63年 ９月 生涯学習推進準備会の設置 

平成 元年 ５月 生涯学習推進検討委員会の設置 

平成 ２年 ４月 
福島県生涯学習モデル市町村事業の指定 

いわき市生涯学習推進本部設置要綱制定 

平成 ２年 ６月 いわき市生涯学習推進本部の設置 

平成 ３年 ３月 いわき市生涯学習基本構想策定 

平成 ４年 ３月 第一期いわき市生涯学習推進計画策定（平成４年度～平成８年度） 

平成 ８年 10 月 「輝くいわき、学びあい都市宣言」制定 

平成 ９年 ３月 第二期いわき市生涯学習推進計画策定（平成９年度～平成 13 年度） 

平成 12年 ３月 いわき市生涯学習基本構想改訂 

平成 14年 ３月 第三期いわき市生涯学習推進計画策定（平成 14年度～平成 18 年度） 

平成 19年 ３月 第四期いわき市生涯学習推進計画策定（平成 19年度～平成 23 年度） 

平成 25年 ３月 第五期いわき市生涯学習推進計画策定（平成 25年度～平成 29 年度） 

平成 28年 ２月 いわき市教育大綱策定 

平成 28年 ３月 
社会教育委員の会議答申「高度・多様化する市民の学習ニーズに対応

する生涯学習の今後のあり方について」 
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 ⑵ 市立公民館 

   本市には、市内各地に 37 の市立公民館が設置されています。各公民館では、市民講座によ

る学習機会の提供をはじめ、地域団体やサークル活動の支援等、地域の実情に応じた社会教育

の推進に努めています。 

 ⑶ 生涯学習プラザ 

   市民の生涯学習活動や交流活動をより一層促進するため、子どもからお年寄りまで市民の誰

もがいつでも気軽に利用でき、高度情報化社会にも対応した設備を有する生涯学習施設として、

いわき市生涯学習プラザを平成 14年４月に開館しました。 

   生涯学習プラザでは、①生涯学習に関する様々な情報を収集・発信、②市民の交流の場とし

て憩いと潤いの場の提供、③高度で専門的な学習講座の提供、④学習サークルやボランティア・

グループ等の活動の場の提供、⑤公民館、図書館などの生涯学習施設と連携した情報提供を行

っています。 

 ⑷ 市立図書館 

   本市には、平地区にあるいわき総合図書館のほか、小名浜図書館、勿来図書館、常磐図書館、

内郷図書館及び四倉図書館があります。いわき総合図書館はいわき駅前ＬＡＴＯＶ内に、その

ほかの図書館は小名浜公民館、植田公民館、常磐公民館、内郷公民館及び四倉公民館にそれぞ

れ併設されています。 

   市立図書館は、高度化、多様化する市民の学習ニーズに対応するため、生涯学習の拠点施設

として、資料及び情報の収集・提供に努めるとともに、読書活動を推進し、関係機関と連携・

協力を図りながら、より質の高い図書館サービスを提供し、「また来たくなる、みんなの役に立

つ図書館」づくりに努めています。 

 ⑸ その他の社会教育・文化関係施設 

   音楽、演劇等の舞台芸術の会場として、いわき芸術文化交流館アリオス、文化センター（大

ホール）及び各市民会館があります。 

   博物館等の施設として、いわき市立美術館、いわき市石炭・化石館、いわき市考古資料館、

いわき市アンモナイトセンター、いわき市立草野心平記念文学館、いわき市暮らしの伝承郷、

いわき市勿来関文学歴史館、いわき市海竜の里センター等があります。また、県の施設として、

ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）があります。 

   また、青少年教育施設として、福島県いわき海浜自然の家があります。 

 ⑹ スポーツ施設 

   本市では、生涯スポーツから競技スポーツにいたる様々なスポーツ活動の場として、地区体

育館や市民運動場、上荒川公園、21 世紀の森公園、南の森スポーツパーク、新舞子多目的運動

場などのスポーツ施設を整備してきました。 

   また、地域住民の身近なスポーツ活動の場として、公立小中学校のグラウンドや体育館など

の学校体育施設を開放しています。 
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 近年、私たちを取り巻く社会環境はめまぐるしく変化し、それに伴い様々な課題が生じておりま

す。このような背景から、第六期いわき市生涯学習推進計画では、計画期間内に取り組むべき重点

項目として、下記の４つを取り上げました。 

 １ 未来を担う子どもたちの成長をささえるために 

 ２ 子育て支援・少子化に対応するために 

 ３ 「生涯学習支援者」を拡大するために 

 ４ 多様化する社会に対応するために 

 各重点項目に対応した事業は、『学習条件の整備』及び『学習機会の整備』に位置付けた事業の中

から、対応する事業を選定したものです。 

 本市の生涯学習推進の理念である「輝くいわき、学びあい都市宣言」に掲げる、「豊かさと心がか

ようまちづくり」を目指すため、計画期間（平成 30年度～平成 34年度）における重点項目として

取り組んでいきます。 
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基本理念 

基本目標 

学習条件の整備 学習機会の整備 

主要課題 

基本施策 

生
涯
学
習
基
本
構
想 

第六期生涯学習推進計画 

施策・事業 

重点項目に対応する事業 

・未来を担う子どもたちの成長をささえるために 

・子育て支援・少子化に対応するために 

・「生涯学習支援者」を拡大するために 

・多様化する社会に対応するために 

それぞれの重点項目に

対応する事業を選定 

生涯学習基本構想に

基づき策定 
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【現状と課題】 

  平成 27 年 12 月、中央教育審議会において、「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学

校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」が取りまとめられました。こ

の答申では、地域と学校が『連携・協働』して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長をささ

え、地域を創生する「地域学校協働活動」を推進することが提言されています。この答申を踏ま

え、平成 29年３月には、社会教育法が改正され、「地域学校協働活動」に関する連携協力体制の

整備や「地域学校協働活動推進員」に関する規定が整備されました。 

また、平成 28年 12 月 21 日の中央教育審議会において、「幼稚園、小学校、中学校高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」が取りまとめられ、

この答申を踏まえて、平成 29 年３月に、学習指導要領が改訂されました。次期学習指導要領で

は、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標が掲げられており、その目標

を学校と社会が共有し、『連携・協働』しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子どもた

ちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことが示されています。 

  社会教育法の改正及び学習指導要領の改訂は、いずれも、地域と学校が『連携・協働』するこ

とで、子どもたちの成長をささえるという視点で改訂されました。 

  本市の未来を担うのは子どもたちです。その子どもたちの「生きる力5」を育むために、学校・

家庭・地域が『連携・協働』し、子どもたちの成長をささえていくことが重要です。 

【基本方針】 

  子どもたちが、地域住民とともに地域の実情を学び、地域を活性化するための方法を主体的に

考えることができるような学習活動の充実を図り、子どもたちの郷土愛を育みます。 

また、子どもたちが自らも地域社会の一員であると認識し、自身が地域のために何ができるか

を考えるきっかけとなるよう、子どもたちが「ふるさと」について地域住民から学び、自ら地域

について調べ、地域の行事やイベントに参加する活動等を支援します。 

  さらには、地域の住民、企業、団体等との連携により、平日の学校教育活動のみならず、土曜

日や長期休業期間における、豊かな学習・体験活動の充実に努めます。 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 文字に描く夢講

座 

 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

物語を書くことに
興味がある人向けの
講座。書くきっかけを
作る入門コース（年１
回（１日）） 

 

中学生
高校生 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

                         
5 【生きる力】平成８年中央教育審議会答申で提唱。基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化

しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決

する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊か

な人間性、たくましく生きるための健康や体力などの力 

第１節 未来を担う子どもたちの成長をささえるために 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 文章づくりのい

ろは 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

ジャンルを問わず、
文章創作の基本を学
ぶ初級編の講座。（年
１回（２日間）） 

中学生
以上 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

３ おでかけアリオ

ス 

学校や地域コミュ
ニティなどにアーテ
ィストとともに出向
き、生の芸術体験をよ
り多くの市民に親し
みやすい形で届ける。 

音楽・演劇等の普及
型公演を行う。 

小学生 
中学生 

市内小
中学校
等 

いわき芸術文

化交流館 

４ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

５ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。 

「ステップ２」は、
「はじめの一歩」で学
ぶ基礎知識のみにと
どまらず、次のステッ
プとして、舞台技術に
関わる市民の継続的
な人材育成を目的に
行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

６ 多文化共生事業 

 

 

 

 

多文化共生社会を
築くため、市民の国際
感覚の醸成を図りな
がら、市内の国際化の
推進に寄与する。 

・外国語講座や外国料
理教室等外国文化理
解講座、また小中学校
や各種団体と連携し
た国際理解講座の開
催 

・地域住民と外国人が
相互理解を深められ
るよう、生活に密着し
た「防災」や「やさし
い日本語」に関する活
動 

 

一般市民 公共施
設、学
校等 

観光交流課 

いわき市国際

交流協会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ 次世代医療人材

育成事業 

地域の医療現場の
体験を通して、地域医
療の実情を知っても
らうとともに、医師・
看護師等の職業の重
要性について理解を
深め、地域医療従事者
を目指す中高生の育
成を図る。 

〇病院内の見学 

〇医療体験 

・点滴 /採血トレーナ
ーを使用した採血体
験 

・縫合練習キットを使
用した縫合体験 な
ど 

※参加者の募集や事
業内容については、県
市教育委員会と連携
して実施 

 

中学生 

高校生 

市内病
院 

 

地域医療課 

８ ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

就労と子育てが両
立できる環境づくり
のため、広く児童の福
祉に資することを目
的とする。 

・相互援助活動 

・会員募集・登録 

・講習会の開催 

・説明会の開催等 

一般市民 － こども支援課 

９ 保育所児童との

交流事業 

小・中・高校の生徒
と保育所児童との交
流活動を実施し、異年
齢に対する理解を深
める。 

総合的な学習の時
間を利用した職場体
験活動や各小中学校
等の行事の訪問交流
を行う。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

各公立
保育所
（園）
及び学
校 

こども支援課 

10 中山間ふるさ

と・水と土保全

基金事業 

中山間地域におけ
る農地等の維持につ
ながる集落共同活動
に対する支援を実施
する。 

中山間地域（田人地
区）で実施する小中学
生を対象とした農業
体験「田人コンニャク
作り」に係る助成を行
う。 

小学生 

中学生 

田人公
民館 

農地課 

11 親子ものづくり

教室 

技能職と市民との
ふれ合いの場を提供
することにより、もの
づくりの大切さや面
白さを実感してもら
う。 

各職種による親子
ものづくり教室 

①親子木工工作教室 

②タイルチップ工作
親子教室 

③親子左官工作教室 

小学生
とその
保護者 

共同職
業訓練
センタ
ー 

商業労政課 

12 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、子
どもメニューを設け、
学校や子ども会等の
要請に基づき、出前講
座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

13 社会教育指導員

の配置 

社会教育に関する
指導、助言を行い、社
会教育の振興を図る。 

各連絡調整館（平地
区のみ中央台公民館）
に配置し、主に次の業
務を行う。 

・公民館市民講座等の
指導及び助言 

・社会教育関係団体の
育成支援 

・小中学校巡回による
学校のニーズの把握
及び学校と地域を結
ぶコーディネート（学
校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業） 

－ － 生涯学習課 

14 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と
公民館が互いに連携
しながら、地域の人
材・環境等を活用し、
子どもたちの「生きる
力」を育む様々な体
験・交流活動等を行う
とともに、地域ぐるみ
で子どもを守り育て
る協力体制を整備し、
以って地域とともに
ある学校づくり及び
学校を核とした地域
づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に
おいて、家庭・地域や
公民館と連携した取
り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と
公民館との連携体制
を強化する。 

・「事業推進コーディ
ネーター」を配置し、
関係者に対する助言・
指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ
ィネート役である公
民館職員等のスキル
アップと関係者の理
解促進を図るための
研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

15 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

16 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 少年やその保護者
等を対象として、家庭
教育や仲間づくり、ス
ポーツ、伝統文化、自
然体験、工作等の各種
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

17 いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

18 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

19 いわき市青少年

育成市民会議 

地域の子どもは地
域で守り育てるとの
視点のもと、市内に 13
の地区推進協議会と
24の支部を設け、市民
および地域総ぐるみ
で青少年の健全育成
を図る。 

市全体として、メデ
ィア指導員の育成と
活用、子育て学習会を
実施する。また、各地
区、各支部がそれぞれ
の特色を活かした体
験学習や交流事業、見
守り活動等を実施し、
子どもたちの健全育
成を図る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育関
係者 

－ 生涯学習課 

20 学校評議員の委

嘱 

地域に開かれた学
校づくりをより一層
推進することを目的
とする。 

いわき市立幼稚園、
小中学校において、学
校評議員として、保護
者、自治会等・団体・
社会教育団体関係者、
学識経験者等を委嘱
し、学校運営、ＰＴＡ
活動、地域連携等に関
する意見交換を行い
学校運営に反映する。 

幼児 

小学生 

中学生 

－ 学校教育課 

21 コミュニティ・

スクール 

地域に開かれた学
校づくりをより一層
推進することを目的
とする。 

保護者及び地域住
民等の学校運営への
参画の推進や連携強
化をなお一層進め、よ
り良い教育環境の実
現を目指す。 

小学生 

中学生 

－ 学校教育課 

22 学校給食食育推

進事業 

 子どもたちの豊か
な心と体を育むため
には、食に関して、家
庭や地域が世代を超
えて、連携強化を図っ
ていく必要があるこ
とから、「ひと・食・環
（わ）」をコンセプト
として、学校と学校給
食共同調理場が家庭
や地域と連携を図り
ながら、食育を推進す
る。 

【メイン事業】 
ふれあい弁当デーの
全校実施 
【サブ事業】 
地元高校との連携に
よる交流会食会の開
催 
地元料理人との連携
による交流会食会の
開催 
【その他】 
学校給食共同調理場
体験ツアーの開催 
お弁当講座の開催 

小学生 

中学生 

各小中
学校等 

学校支援課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

23 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

24 

 

学校図書館との

連携 

児童・生徒の読書活
動推進のため、学校と
図書館が連携を強め
る。 

テーマ図書の貸出
「この本よんだ？セ
ット」の貸出 

学校司書研修会の
実施 

小学生 

中学生 

－ 総合図書館 

25 

 

少年少女の消防

署体験入隊 

消防業務の体験を
通し、消防業務に対す
る理解を深めると共
に、火災予防及び災害
から身を守るための
方法を学習する。 

講話及び消防体験 小学校
６年生 

いわき
市消防
本部ほ
か 

消防本部予防

課 

26 いわき市消防本

部検定 

～小学６年の頂

点を目指せ～ 

市内の小学校第６
学年生児童に向け、本
市消防本部に関する
問題を出題し、それを
解く過程の中で組織
の体制や活動状況な
どの理解を深めさせ
ることにより、児童と
その周囲に防火思想
啓発の輪を広げてい
くことを目的とする。 

小学校児童に向け、
本市消防本部に関す
る問題を出題し、それ
を解く過程の中で消
防の組織体制や活動
状況などについて興
味と理解を促し、さら
に、防火思想の啓発を
図る。 

小学校
６年生 

いわき
市消防
本部ほ
か 

消防本部予防

課 

 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 親子のつどい 工作や調理を通し
て、家族の親睦を深め
る。 

交流ゲーム、創作活
動、野外炊飯 

幼児 

小学生
とその
保護者 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

２ 絵本の読み聞か

せ・お話会 

会場として参加者
の年齢や地域を限定
しない多くの人が訪
れる場所を選び、絵本
を読み聞かせするこ
とにより、「読書をす
ること」に興味を持た
せることを目的とす
る。 

年に数回、お話会の
テーマを決めて、その
内容に沿った絵本を
選び、読み聞かせを行
う。 

乳幼児 

小学生
とその
保護者 

公民館
アリオ
ス 

いわきおやこ

劇場 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ ジュニアエコノ

ミーカレッジ in

いわき 

いわき市内小学校
高学年の児童を対象
とした起業体験プロ
グラム。参加者には商
売の基本や社会のル
ールを学んでもらい、
働くことの喜びや企
業家精神を養う。将来
のいわきにおいて、一
人でも多い創業者が
生まれることを目的
する。 

市内の小学校５・６
年生が模擬の株式会
社をつくり、商品計画
や収支計画を取りま
とめ、会社経営を体験
する。 
学んだことの総決算
として、市内スーパー
で販売実践を行う。 
最後に決算をまとめ、
セミナーの成績や販
売実践の実績を総合
的に評価して、最も優
秀なチームをグラン
プリとして表彰する。 

小学校
５・６
年生 

いわき
海浜自
然の家
ほか 

いわき商工会

議所青年部 

４ わんぱくフェス

ティバル 

ボーイスカウトに
所属している子ども
たちと、希望して参加
する小学生１～６年
生、または幼児（親を
含む）との交流を図
り、野外で遊ぶ（活動
する）ことの楽しさを
味わわせる。（体験を
させることを重視） 

コーナーをいくつ
か設け、グループまた
は家族ごとにラリー
形式で巡り、コーナー
で設置しているゲー
ムを体験する。（スタ
ンプラリー） 

詳しいプログラム
は毎年実行委員会を
設置して検討し、企画
する。 

幼児 

小学生 

中学生 

－ ボーイスカウ

トいわき地区

協議会 

５ 多文化共生事業 国籍や 民族などの
異なる人々が、互いの
文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社
会の構成員として共
に生きていくという
多文化共生社会の意
識を醸成する。 

・外国語講座 

・外国料理教室 

・日本料理教室（外国
人対象） 

・国際理解講座（学校、
公民館、各種団体） 

・精神医学講座 

・法律講座 

・通訳ボランティア研
修会  等 

一般市民 公共施
設、学
校等 

公益財団法人 

いわき市国際

交流協会 

観光交流課 

６ 日本語普及事業 

（日本語教室・

日本語支援ボラ

ンティア養成講

座等） 

市内居住外国人を
対象とした日本語教
室を開講し、日本語学
習を通じて、日本文化
や習慣等についても
知識を深めてもらう。
また、日本語支援がで
きるボランティアを
養成し、日本語学習支
援と交流を通じて、地
域社会において多文
化共生社会の意識の
醸成を図る。外国にル
ーツをもつ小・中学生
への日本語支援を通
じ、未来の担い手とな
る子どもたちの成長
を支える。 

・日本語教室：日本語
をクラス形式で学ぶ
機会を提供し、前・後
期各４クラス開講す
る。 
・日本語支援ボランテ
ィア養成講座他：日本
語教授の専門家を講
師に迎えて教授法等
を学ぶ講座を開講し、
日本語支援ボランテ
ィアを養成するほか、
ボランティア同士の
情報共有の場を創出
する。 
・日本語支援活動：主に

ボランティアとのマン

ツーマン形式により日

本語を学ぶ機会を提供

する。小中学校の子ど

もたちに対しては学校

において日本語支援活

動を行う。 

外国に
ルーツ
を持つ
方 
日本語
支援活
動に関
心があ
る方 

生涯学
習プラ
ザ等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ 朗読会の開催 ①読書への興味の醸
成、②読書による自己
啓発・自己形成の促進 

東西の各種の文学
作品を朗読する。 

小学生 

中学生 

一般市民 

暮らし
の伝承
郷等 

いわき絵本と

朗読の会 

朗読サロン・

ミモザ 

８ おはなし会（絵

本読みきかせ）

の開催 

①人間、環境、自然、
動物等を大切にする
心の育成、②読書への
興味の醸成 

各種絵本の読み聞
かせを行う。 

幼児 

小学生 

草野心
平記念
館等 

いわき絵本と

朗読の会 

９ 小中学生向けパ

ソコン教室 

プログラミングに
対する興味・関心の向
上を図るため学習機
会を提供する。 

ロボット制御やゲ
ーム等のプログラミ
ング学習を行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

いわき
コンピ
ュー
タ・カ
レッジ 

いわきコンピ

ュータ・カレ

ッジ 

10 海と山夏休み漁

業体験交流会 

漁船の乗船体験と
水産業の学習を通し
て、漁業と水産資源へ
の理解を深め、地場産
業の振興と地域の食
文化継承の重要性を
学ぶ機会を設ける。 

石川町と久之浜・大
久地区の子どもたち
と保護者等が、本市の
水産業の現状を学ぶ
とともに、漁船の乗船
体験を行う。 

小学生 

とその 

保護者 

等 

久之浜
漁港 

久之浜・大久

地域づくり協

議会 

11 犯罪非行の未然

防止のための学

校との連携事業 

薬物乱用防止や犯
罪非行防止の啓発・指
導を行い、犯罪少年を
生まない安全安心な
社会づくりに貢献す
る。 

薬物乱用の恐ろし
さや犯罪非行からの
更生、立ち直りの困難
さを周知し、また、Ｓ
ＮＳの安全・安心な使
用方法を映像や資料
等を使用した説明を
通し指導する。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

いわき
南地区
小中学
校 

いわき南地区

保護司会 

12 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

13 生涯学習講演会

事業（養成・研

修） 

地区住民が、生涯学
習に触れる機会を設
け、生涯学習の振興を
図り、「生涯学習支援
者」を拡大する。 

生涯学習に関する
講師を招き、地区住民
を対象とした研修・講
座・講演会を開催す
る。併せて、参加者に
生涯学習に関するア
ンケートを実施する。 

小 学 生 
子ども会親子 
高 齢 者 
 

地区集
会所 

ハート
フルな
こそ 

植田町小名田

地区自治会 



第４章 第六期計画期間に対応すべき重点項目 ２ 子育て支援・少子化に対応するために  

 

- 26 - 

 

 
【現状と課題】 

平成 27 年３月に策定された「いわき市子ども・子育て支援事業計画（いわき市こどもみらい

プラン）」では、本市における子ども・子育てをめぐる課題として、「安心して妊娠・出産ができ

る環境の整備」、「就労と子育ての両立支援」、「乳幼児期から成人まで切れ目ない療育支援の推進」

等が挙げられています。 

本市における出生数は、平成 20年度に 2,860人でしたが、平成 28年度には 2,358 人となって

おり、８年間で 502 人減少しています。また、年少人口や生産年齢人口の割合が低下していく一

方、高齢者人口が増加し、少子高齢化が進んでいます。 

  少子化の原因については、ライフスタイルの多様化や結婚に対する考え方の変化、未婚化・晩

婚化、出生率の低下などがあげられます。また、地域とのつながりの希薄化により、周囲からの

助言や支援が受けづらくなってきていることも要因にあると考えられます。 

このため、親等を対象とした乳幼児期からの子育てに関する学習機会、子育て支援の充実とあ

わせて、地域との交流を図ることが必要となってきます。 

 【基本方針】 

  育児に対する不安や悩みを解消するため、子育てに関する学習機会の充実に努めるとともに、

母子保健コンシェルジュや子育てコンシェルジュを設置するなど、相談体制の充実に努めます。 

  また、社会全体で子育てしやすい環境づくりをするため、行政、関係機関・各団体等と連携し

た取り組みに努めます。 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ キッズ★アリペ

の発行 

子どもたちと地域
がつながっていくよ
う、子育て情報などを
発信する。 

市内の子育て情報・
子ども向けイベント
の開催情報を発信す
る。 

乳幼児
とその
保護者 

－ いわき芸術文

化交流館 

２ こどもみらいブ

ックの発行 

子育て関係の情報
を一元的に集約し、市
民にわかり易く情報
提供するため、親子健
康手帳の交付時等に
配布する冊子を発行
する。 

「こどもみらいブ
ック」を発行する。 

乳幼児
とその
保護者 

－ こどもみらい

課 

３ 子育てコンシェ

ルジュサービス 

子ども及びその保
護者、妊娠している方
等がそのニーズに基
づき、幼稚園・保育所
等の教育・保育施設
や、一時預かり、放課
後児童クラブ等の地
域の子育て支援事業
等を円滑に利用でき
るよう、必要な支援を
行う。 

「窓口」「電話」「訪
問」での相談・支援を
行う。 

①保育所、幼稚園、認
定こども園などの施
設の利用案内 

②一時預かり、延長保
育、放課後児童クラブ
等の子育てサービス
の利用案内 

③子育てに関する相
談 など 

 

乳幼児
とその
保護者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こどもみらい

課 

第２節 子育て支援・少子化に対応するために 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 赤ちゃんの駅の

認定 

乳幼児の保護者が
当該乳幼児に対して
行う授乳、おむつ替え
等のために立ち寄る
ことができる施設を
赤ちゃんの駅として
登録し、市民に対して
広く周知することに
より、乳幼児の保護者
が安心して外出でき
る環境を整備するこ
とを目的とする。 

・「赤ちゃんの駅」とし
ての登録 

・「赤ちゃんの駅」への
タペストリー・ステッ
カーの掲示 

・案内マップ及びポス
ターによる事業周知 

乳幼児
とその
保護者 

公共施
設等 51
か所 

こども支援課 

５ 障がい児保育事

業 

心身に障がいを有
する児童と健常児と
の集団保育により、理
解促進を図るととも
に児童の家庭への支
援を行う。 

障がいの程度に応
じた保育士配置によ
る保育を実施する。 

乳幼児 保育所
（園）
等 

こども支援課 

６ 幼稚園子育て支

援事業 

家庭や地域と幼稚
園が連携し、幼児の健
やかな発達を促す子
育て支援のための、環
境作りに努める。 

・子育てに不安を持つ
保護者に対する相談
と支援を行う。 

・親子の交流の場・子
育て関連情報を提供
する。 

乳幼児
とその
保護者 

各公立
幼稚園 

こども支援課 

７ ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

就労と子育てが両
立できる環境づくり
のため、広く児童の福
祉に資することを目
的とする。 

・相互援助活動 

・会員募集・登録 

・講習会の開催 

・説明会の開催等 

一般市民 ― こども支援課 

８ 地域子育て支援

拠点事業 

子育て親子の交流
の場を設置し、育児不
安を緩和するなど地
域の子育て家庭を支
援する。 

・子育て親子の交流の
場の提供 

・子育て等に関する相
談、援助の実施 

・子育てに関する講習
等の実施 

乳幼児
とその
保護者 

いわき
市社会
福祉協
議会等 

こども支援課 

９ 地域子育て支援

拠点事業（プレ

イルーム開放） 

親子のふれあいや
子育て中の親同士の
交流を図ることによ
り、育児不安や孤立を
防ぐ。 

交流スペースの開放 

親子あそびの実施 

子育て相談 

乳幼児
とその
保護者 

子育て
サポー
トセン
ター 

こども家庭課 

 

10 プレママ・プレ

パパクラス 

妊婦が安心して妊
娠・出産時期を過ごす
ことができ、夫婦相互
協力のもと、出産・子
育て時期を迎える準
備ができる。 

プレパパの妊婦模
擬体験・助産師の講話
及び実技・妊娠期の口
腔ケア・栄養士の講
話・沐浴体験・おむつ
交換体験・産後の子育
て支援情報の提供等 

初妊婦
とその
夫 

－ こども家庭課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 母子保健コンシ

ェルジュサービ

ス 

 妊娠期から子育て
期にわたる妊娠・出
産・子育てに関する
様々な不安や悩みに
対し、専任の保健師等
が相談対応、適切なサ
ービスにつなげるこ
とにより、育児不安や
虐待予防に寄与する。 

・母子保健や育児に対
する総合的な相談対
応、サービス案内 

・親子健康手帳の交付 

・子育て応援プランの
作成・配布 

・利用者や関係機関と
の連絡調整等 

妊産婦 

乳幼児
を抱え
る保護
者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こども家庭課 

12 母子健康相談 こどもの発育発達
の確認や個々の育児
相談に応じ、育児不安
の解消と母親同士の
交流を図る。 

身体計測 

保健師、栄養士、歯科
衛生士、心理判定員に
よる個別相談 

乳幼児
とその
保護者 

－ こども家庭課 

13 要保護児童対策

地域協議会 

要保護児童及びそ
の保護者に関する情
報その他要保護児童
の適切な保護を図る
ために必要な情報の
交換を行う。 

要保護児童の適切
な保護を図るために
必要な情報の交換、支
援の内容を検討する。 

関係機
関職員 

－ こども家庭課 

14 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 

15 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 － 

 
こども家庭課 

16 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、子
育てに関するメニュ
ーを設け、市民の要請
に基づき、出前講座を
実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

17 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

乳幼児や乳幼児を
持つ親を対象として、
家庭教育や仲間づく
り、食育、読み聞かせ
等に関する教室・講座
等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

18 家庭教育研修 地域や家庭におけ
る教育力の向上に寄
与するためのノウハ
ウを取得するととも
に、積極的に家庭教育
に関与するスキルの
向上を目的とする。 

家庭教育に関する
テーマについて年１
回の講座を開催する。 

家庭教
育関係
者 

－ 生涯学習課 

19 赤ちゃんへのは

じめての絵本事

業 

読みきかせの啓発
により、乳幼児期から
の読書活動を促進さ
せることで、豊かな人
間性を育む。 

乳児健診会場に、図
書館職員や読み聞か
せボランティアが出
向き、おすすめ絵本リ
ストを配布しながら、
絵本の読み聞かせや
啓発活動を実施する。 

乳幼児
とその
保護者 

－ 総合図書館 

20 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ママのお悩み解

消セミナー 

子育て中の母親同
士が、悩みを話し合い
課題解決のための考
え方を学ぶことで、孤
独感を解消し、子育て
を母親自身の成長の
機会とするとともに、
児童虐待や育児ノイ
ローゼを防止するこ
とを目的とする。 

「完璧な親なんて
いない（Nobody's 
Perfect）」の手法に
基づき、ファシリテ
ーターを核として、
会話による課題解決
方法を実践の中で学
ぶ、託児付きの学習
会を行う。 

乳幼児
とその
母親 

公民館
等 

親支援をすす

める会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

2 子育てつどいの

広場の開催 

核家族化と他地区
からの転入のため、孤
立した子育てに悩む
親子が増えているの
で、子育ての孤立防止
と心のケア活動に重
点をおき、子育て不安
を解消し、元気に子育
てできる環境づくり
の一環として、子育て
家庭の「つどいの広
場」を年７回開催す
る。 

子育て家庭の「つど
いの広場」を通して次
の内容を取り入れる。
①母親たちが元気を
回復し楽しく子育て
のできる事業 ②地
域の中で多世代が交
流でき、子育てに参加
することで生きがい
の感じられる環境づ
くり事業 ③孤立し
て子育てしている母
親たちへのサポート
事業 

【実施内容】 

「今日から友達！仲
良し音楽会 

「子どもの健康づく
り（歯の磨き方） 

「夏の楽しい遊び（す
いか割り・七夕飾り） 

「元気に親子ミニ運
動会・ハンドメイド」 

「ゆったり親子ヨガ
を体験しよう」 

「親子食育教室・おに
ぎりを作ろう」 

「サンタさんと一緒
に楽しいクリスマス
会」 

乳幼児
とその
保護者 

中央台
公民館 

子育てポピー

クラブ事務局 

 

 

マザーズハロー

ワーク事業 

少子高齢化の急速
な進展や団塊の世代
の引退に伴い、女性の
労働市場への参加を
促進することがます
ます重要となってお
り、女性が様々な領域
で活躍できる環境を
整備するとともに、結
婚、出産、子育てなど
ライフサイクルの中
で女性が意欲と能力
を十分に発揮して働
けるようにすること
を目的として、関係機
関等との連携の下、子
育てしながら就職を
希望する方に対して
就職支援を行う。 

①職業相談、職業紹介 

②就職可能性を高め
るための各種就職支
援 

③仕事と子育てが両
立しやすい求人の確
保・事業所情報の収集
及び情報提供 

④子育て中の求職者
のための保育サービ
ス関連情報等の提供 

⑤子育て女性等就職
支援ネットワークの
構築 

⑥子育てをしながら
就職活動が行いやす
い施設の整備及びサ
ービスの充実 

⑦広報その他事業の
円滑な推進に必要な
事項 

子育て
をしな
がら就
職を希
望する
方 

仕事と
家庭の
両立の
ため転
職を希
望する
方 

母子家
庭の母
等で就
職を希
望する
方 

いわき
公共職
業安定
所 

いわき公共職

業安定所 
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 【現状と課題】 

  生涯学習を推進するためには、学ぶ人とその学びを支える人が必要であり、本計画においては

学びを支える人を「生涯学習支援者」ととらえ、その拡大を目指します。ここで言う「生涯学習

支援者」とは、講師やファシリテーター6、企画立案者、学習者等、広く生涯学習に携わる人を指

す言葉であり、決して社会教育主事や生涯学習コーディネーターなどの生涯学習に関する資格を

有する方だけを指す言葉ではありません。特に、現在では、指導者から学習者への一方向の学び

だけではなく、レクリエーション活動やボランティア活動など、学習者同士での双方向の学びも

生涯学習としてとらえられるようになってきており、「生涯学習支援者」の範囲を広くとらえる

ことが一般的になっています。 

そして、この節で取り上げる「生涯学習支援者」の拡大とは、様々な団体、特に市民団体や民

間企業が「生涯学習支援者」として学びの場に広く参画することを指しています。これまでは、

市が主催する生涯学習に関連する事業や、各団体内、各企業内において生涯学習の推進が図られ

てきており、各団体や各企業が、市民に生涯学習の機会を提供することは多くない状況でした。

今後は、各団体や各企業が有する専門的知識や技術を、学校や地域に広く活用していくなど、子

どもたちのキャリア教育支援や市民への学習機会の提供にも、各団体や各企業に参画していただ

き、市と地域、企業とが共に創る「共創」のまちづくりにつなげていきます。 

 【基本方針】 

  市の事業のみならず、市民団体、民間企業等の生涯学習関連事業についても本計画に位置付け、

連携を進めることで、官民一体となったさらなる生涯学習の推進を図ります。また、市が学校・

家庭・地域をつなぐコーディネーターの役割を担うことで、市民団体、民間企業等による生涯学

習への参画を促します。特に、子どもたちのキャリア教育支援のために、学校や企業との連携に

よる事業を実施します。 

また、今後、市役所出前講座のメニューに、市民団体や民間企業等が実施する講座についても

新たに掲載することを検討します。 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわきまなびあ

いバンク 

生涯学習に関する
スキルを持った市民
相互の交流を深め、指
導者としての資質向
上を図り、地域住民へ
の還元を促す。 

市民講師の人材発
掘と情報提供、登録者
を活用した講座の企
画・運営、登録者を対
象とした研修会や交
流会を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

                         
6 【ファシリテーター】参加者の主体性を促し、多様な人材から、それぞれの経験や専門分野を尊重し

ながら、各人の多様な意見やアイディア、動機などを最大限に引き出し、話し合いにおける相互作用

のプロセスをより有効・有益にするための、働きかけをする人物。会議等を円滑に進める進行役。 

第３節 「生涯学習支援者」を拡大するために 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 健康増進事業 市民の健康づくり
推進のため、いわき市
健康推進員の養成と、
地区組織活動推進を
図る。 

①健康づくり伝達講
習会：健康推進員が研
修受講した内容を地
区住民に伝達する。 
②健康づくり普及活
動：地区住民への各種
啓発事業 
③地区推進員育成研
修：健康推進員育成の
ための研修 
④健康づくり講座：一
般市民と健康推進員
のための健康づくり
講座 

いわき
市健康
推進員
協議会
の会員
及び市
民 

各回に
より異
なる 

保健所地域保

健課 

３ 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と
公民館が互いに連携
しながら、地域の人
材・環境等を活用し、
子どもたちの「生きる
力」を育む様々な体
験・交流活動等を行う
とともに、地域ぐるみ
で子どもを守り育て
る協力体制を整備し、
以って地域とともに
ある学校づくり及び
学校を核とした地域
づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に
おいて、家庭・地域や
公民館と連携した取
り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と
公民館との連携体制
を強化する。 

・「事業推進コーディ
ネーター」を配置し、
関係者に対する助言・
指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ
ィネート役である公
民館職員等のスキル
アップと関係者の理
解促進を図るための
研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

４ 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

５ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 

公民館が持つ地域
の教育資源（ひと・も
の・こと）を活用し、
学校との連携・協働の
コーディネートや情
報の提供等を行う。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 駒澤嘉いわき生

涯学習振興基金 

公民館等で活躍す
る社会教育団体等が、
広く市民向けに主催
する事業を支援する。 

助成金の交付 
○年間スケジュール：
２～３月 次年度助
成団体募集 
５月 運営委員会開
催（助成団体選考） 
６～７月 助成決定
（助成金支給） 

社会教
育団体
等 

－ 駒澤嘉いわき

生涯学習振興

基金事務局 

（生涯学習

課） 

７ いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

8 ＩＴボランティ

アリーダー企画

講座 

ＩＴボランティア
リーダーに活躍の場
を提供し、自主的な講
座運営を支援する。 

ＩＴボランティア
による講座の企画・運
営 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

9 市民講師養成講

座 

まなびあいバンク
登録者や市民講師に
関心のある市民のス
キルアップを図り、市
民講師として活躍で
きる機会を提供する。 

市民講師に必要な
基礎を学ぶ。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

10 ボランティア養

成講座 

ボランティアやコ
ーディネーターの養
成を目的とする。 

ボランティアを養
成し、生涯学習のまち
づくりを推進する。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 ボランティア養

成講座 

ボランティア活動
を通した新しい出会
い、自己実現、生きが
いづくりを支援する
と共に、自然体験活動
のよき理解者や支援
づくりを目指す。 

 

グループワーク、活
動プログラム研修、講
義等 

一般市民 いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

2 生涯学習講演会

事業（養成・研

修） 

地区民が、生涯学習
に触れる機会を設け、
生涯学習の振興を図
り、「生涯学習支援者」
を拡大する。 

生涯学習に関する
講師を招き、地区民を
対象とした研修・講
座・講演会を開催す
る。併せて、参加者に
生涯学習に関するア
ンケートを実施する。 

小 学 生 
子ども会親子 
高 齢 者 
 

地区集
会所 
ハート
フルな
こそ 

植田町小名田

地区自治会 

3 いわき自然案内

人養成基礎講座 

今の子どもたちが
外遊びをしないだけ
でなく、その親にあた
る世代も子ども時代
に充分な外遊びをし
ておらず、自然の中に
踏み込むことに抵抗
を感じている。 

そのため、子どもたち
を安全にしかも時期、
場所に応じて楽しめ
るリーダーを養成す
る必要がある。 

 

 

 

講座の日程は３日
間 

内容は従来からある
幅広い知識を詰め込
むことをやめ、案内を
必要とする人にあわ
せ、楽しく、自然が好
きになり、また来たく
なるようにするため
のスキルを実践的に
身に付けてもらうこ
とを中心とする。 

一般市民 湯ノ岳
山荘 

ＮＰＯ法人い

わきの森に親

しむ会 

4 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて、
多くの市民の方に、市
内に立地している工
場を知ってもらい、地
域と結びついた工場
として、身近に感じて
もらうとともに、地域
経済の発展と地元就
職の促進を図る。 

 

 

小中学校、学生を対
象とした工場見学の
受け入れを行う。 

小学校
３～６
年生 

中学生 

日東電
工株式
会社 

日東電工株式

会社 

5 出前授業「おな

か元気教室」、健

康教室の開催 

出前授業、健康教室
を通して、多くの市民
の方に健康づくりの
きっかけとなる情報
を提供していく。 

学習機会の創出と健
康維持増進が目的と
なる。 

 

 

 

■小・青年期（小・中・
高】対象 

出前授業「おなか元気
教室」の開催（45分） 

おなかのしくみ～お
なかには菌が住んで
いる～うんちから学
ぶ生活リズム（早ね・
早起き・朝ごはん・朝
うんち）の大切さを学
ぶ。 

■成人・高齢期対象 

ヤクルト健康教室の
開催（60分） 

消化管の働きや腸内
細菌の役割など、腸内
環境の大切さを学び、
腸年齢チェックや健
腸体操などを交え、健
康的な生活習慣など
の幅広い健康情報を
提供する。 

小学生 

中学生 

保護者 

教職員 

随時相
談 

いわきヤクル

ト販売株式会

社 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

6 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの市民の方々に
日産自動車いわき工
場を知っていただき
日産ファンを一人で
も多く増やすことと、
地元就職促進を図る
ことを目的としてい
る。 

小学生、中学生、高
校生、一般企業、各種
団体を対象とした工
場見学の受け入れを
行う。 

一般市民 日産自
動車株
式会社
いわき
工場 

日産自動車株

式会社 いわ

き工場 

7 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの方に、工場のも
のづくりを知っても
らうと共に、地域に根
付いた工場として身
近に感じてもらい、地
域経済の発展と地元
就職の促進を図る。 

小学校や中学校の
社会科見学、高校の就
職検討のための工場
見学の受け入れを行
う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

保護者 

教職員 

株式会
社アブ
クマい
わき工
場 

株式会社アブ

クマ いわき

工場 

8 朗読会の開催 ①読書への興味の醸
成、②読書による自己
啓発・自己形成の促進 

東西の各種の文学
作品を朗読する。 

小学生 

中学生 

一般市民 

暮らし
の伝承
郷等 

いわき絵本と

朗読の会 

朗読サロン・

ミモザ 

9 絵本講座の開催 家庭あるいは公共
施設における絵本読
みきかせの促進を図
る。 

絵本読みきかせの
理論と実技の指導を
行う。 

一般市民 公民館 

生涯学
習プラ
ザ 

いわき絵本と

朗読の会 

10 朗読講座の開催 ①朗読する力の育成、
②説得する力あるい
は物事を伝える力の
育成（声に出して読
む・聞かせることの有
意性を実感させる） 

朗読実技の指導を
行う。 

小学生 
中学生 
一般市民 

小中学
校、生
涯学習
プラザ
等 

いわき絵本と

朗読の会 

11 ＩＴリーダー企

画講座 

ＩＴ講習会の企画
運営などのいわき市
情報化事業への協力
を行い、地域社会に貢
献する。 

５月マイクロソフト
アウトルック講座、６
月アクセス入門講座、
７月エクセル中級講
座、８月親子ペアバッ
ク作成講座、９月パワ
ーポイント講座、10月
グーグル便利技講座、
11 月はがきデザイン
キットで年賀状作成
講座、12月親子でラベ
ル作成講座、１月テキ
スト作成講座、２月ワ
ード中級講座、３月グ
ーグルフォト講座 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

ＩＴサポータ

ーいわき 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

12 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育応

援企業の募集 

家庭教育を推進す
るための環境づくり
に取り組む企業等を
募集し、資料の提供、
運営のアドバイス、講
師の紹介等の支援を
行い、地域の家庭教育
の推進を働きかける。 

家庭教育の推進に
関する下記の取組を
実施する企業等を募
集する。 

①職場の家庭教育推
進 

②生活習慣を向上さ
せる取組 

③学校行事への参加
促進 

④職場見学・体験の実
施 

⑤地域行事への協力・
支援 

企業・
事務所
等に従
事する
経営者
及び職
員 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

13 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育支

援者域別研修 

地域の課題を受け、
その解決に向けた研
修会を行うとともに、
地域の家庭教育支援
者の実践力を高める。 

講義や演習を中心
に行い、受講者が支援
活動に活かすことが
できるようにする。 

受講者同士の交流
が図られる実践的な
内容とする。 

家庭教
育支援
者 

小学生 

中学生
の保護
者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

14 本社ならびに物

流センターの見

学 

いわきを拠点に、婦
人服において全国展
開する当社の本社な
らびに物流センター
（全国に１ヶ所）を見
学してもらい、いわき
市から全国に拡大し
た経緯や「モノ」の流
れを理解し、就業意識
の向上に役立てても
らいたい。 

小中学校や高校を
対象とした本社なら
びに物流センター見
学の受け入れを行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

㈱ハニ
ーズホ
ールデ
ィング
ス物流
センタ
ー 

(株)ハニーズ

ホールディン

グス 

15 地域協調活動 火力発電所の見学
やエネルギー出前教
室を通じて、発電の仕
組みやエネルギー資
源の大切さを理解し
てもらい、地域と結び
ついた発電所として、
身近に感じてもらう
とともに、地域経済の
発展と地元就職の促
進を図る。 

・小学校や中学校、各
種団体による発電所
見学の受け入れ 

・市内の小学校を対象
とした環境エネルギ
ー出前教室の実施 

・植田小学校５年生を
対象とした環境エネ
ルギー教室の実施（当
社にて開催） 

・市内の中学生を対象
とした職場体験学習
の受け入れ 等 

小学生 

中学生 

一般市民 

常磐共
同火力
株式会
社勿来
発電所
等 

常磐共同火力

株式会社勿来

発電所 

16 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの市民の方に、市
内に立地している工
場を知っていただき、
地域と結びついた工
場として身近に感じ
てもらうと共に、地域
経済の発展と地元就
職の促進を図る。 

 小中学校、各種団体
を対象とした工場見
学の受け入れを行う。 

小学生 

中学生 

一般市民 

株式会
社クレ
ハいわ
き事務
所 

株式会社クレ

ハいわき事務

所 
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 【現状と課題】 

国際化や高度情報化等の進展により、人や物、仕事までが国境を越えて行き交うようになると

ともに、国外での出来事もリアルタイムで知ることができるようになりました。 

このような中、私たちの暮らしの中でも留学生や外国人と接する機会も多くなってきており、

民族や国籍の違いによる習慣や文化の違いを互いに理解し尊重し、その価値を受け入れ、新たな

関係性を築く「多文化共生」の考え方が重要となってきています。 

また、私たちを取り巻く地域社会においても、職業や生活環境は変化しており、核家族化や様々

なライフスタイルが混在し、多様な価値観が生まれてきています。 

 【基本方針】 

このように社会が大きく変化し複雑化する中で、異なる文化や価値観の違いを超えて、自分自

身も創造的に変化、成長していくために、コミュニケーションできる力やサポートにつながる学

習や交流の機会の充実を促します。 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 日本語教室（日

本語普及事業） 

市内在住外国人に
日本語学習を通じて、
日本文化や習慣等に
関する知識を得ても
らう。 

日本語教授の専門
家等を講師に迎え、レ
ベル分けをして教室
を開催する。 

市内在
住外国
人 

生涯学
習プラ
ザ等 

観光交流課 

 

２ 多文化共生事業 多文化共生社会を
築くため、市民の国際
感覚の醸成を図りな
がら、市内の国際化の
推進に寄与する。 

・外国語講座や外国料
理教室等外国文化理
解講座、また小中学校
や各種団体と連携し
た国際理解講座の開
催 

・地域住民と外国人が
相互理解を深められ
るよう、生活に密着し
た「防災」や「やさし
い日本語」に関する活
動 

一般市民 公共施
設、学
校等 

観光交流課 

いわき市国際

交流協会 

３ 明日をひらく人

づくり事業補助

金 

将来のまちづくり
を担う創造性豊かな
人材の育成を図る。 

いわき市に所在す
る団体等が実施する
研修や交流事業など
を実施する際に、必要
な経費の一部を補助
する。 

団体等 － 地域振興課 

４ 支所と公民館と

の連携によるま

ちづくり 

支所・公民館が情報
提供や地域課題に応
じた講座の実施によ
る人材育成などを連
携して、まちづくり活
動の実践の場を提供
する。 

・管内連絡会議 

・まちづくり情報の提
供 

・まちづくり団体への
関与 

・地域課題に対応する
講座の企画立案 

一般市民 － 地域振興課 

  

第４節 多様化する社会に対応するために 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

５ 市民活動ガイド 市民の方々がボラ
ンティア活動に参加
するきっかけづくり
や、ボランティア活動
団体間のネットワー
クづくりに役立てて
いただくことを目的
とする。 

市民活動団体等の
最新情報や市民活動
に役立つ情報を市公
式ホームページで掲
載している。 

一般市民 － 地域振興課 

６ 男女共同参画の

日事業 

 男女共同参画につ
いての理解と関心を
深め、男女が共に社会
のあらゆる分野の活
動に自ら積極的に参
画する意欲を高める
ことを目的とする。 

 毎年 11 月の第２日
曜日の「男女共同参画
の日」にトークショー
や市民参加型イベン
ト等を実施する。 

一般市民 － 男女共同参画

センター 

７ いわき・ふれあ

い・ふくし塾 

 できるだけ多くの
市民が福祉の問題に
関心を持ち、福祉の心
を育み、ふくし塾受講
後に、ボランティア活
動や地域福祉活動等
の福祉のまちづくり
に参加する市民を育
成することを目的と
する。 

 福祉に関する講義
及び障害者施設等で
の課外活動による実
践的学習を行う。 

市内に
居住、
または
通勤、
通学し
ている
方で福
祉に関
心があ
る方 

－ 保健福祉課 

８ 市民後見人養成

講座 

 成年後見人等受任
者不足に対応する一
つの方法として市民
後見人を養成する講
座を実施し、新たな後
見人の育成を図る。 

 また、新たな権利擁
護の担い手としても
活躍を期待するとこ
ろであり、積極的に養
成し、もって地域福祉
の推進を図る。 

成年後見人等受任
に関する基礎知識の
習得等 

20歳以
上 70
歳未満
の方 

文化セ
ンター 

保健福祉課 

９ エイズ・性感染

症予防教育 

感染症予防及びＨ
ＩＶ抗体検査の普及
啓発を図り、若い世代
や同性愛者における
感染拡大防止を目的
とする。 

産婦人科医師又は
保健師による講話を
行う。 

中学生 
高校生 
大学生 
専門学
校生等 

－ 保健所総務課 

10 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 － 

 
こども家庭課 

12 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、多
文化共生社会等多様
化する社会に対応す
る学習メニューを設
け、市民の要請に基づ
き、出前講座を実施す
る。 

一般市民 － 生涯学習課 

13 生涯学習市民講

師活用事業にお

ける市民講師の

派遣 

市民が自主的に行
う学習活動などへ市
民講師を派遣するこ
とで、生涯学習に関す
る様々な学習機会の
創出を図る。 

市民講師の人材発
掘及び登録、生涯学習
情報サイト「いわきま
なびあいバンク」にお
ける情報提供、市民講
師の派遣を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

14 いわきまなびあ

いバンクによる

情報提供 

市内の生涯学習に
関する様々な情報の
収集を行い、インター
ネットを通じ市民に
公開する。 

市民講師の情報、社
会教育団体・サークル
等の情報、地域資料・
教材、職場体験事業所 

一般市民 － 生涯学習課 

15 公民館及び生涯

学習プラザにお

ける窓口相談 

市民の生涯学習活
動や、他の公民館、図
書館などの生涯学習
施設を一層充実する
ための支援を行う。 

公民館での市民講
座や、生涯学習プラザ
における講座、及びそ
れら施設に登録され
ている社会教育団体
等に関する情報提供
を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

 

16 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

多文化共生社会等
の多様化する社会に
対応する教室・講座等
を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

17 いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

18 市民大学（ヒュ

ーマンカレッ

ジ） 

市民の高度で専門
的な学習ニーズに応
え、学習機会の拡充を
図ると共に、豊かな市
民生活に資すること
を目的とする。 

生涯学習支援ボラ
ンティアの会、市内高
等教育機関及び福島
大学が連携・協力し、
４学部の多種・多様な
講座と特別講座を企
画・開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ等 

生涯学習課 

（生涯学習プ

ラザ） 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

19 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

20 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

高度情報化や多文
化共生社会等の多様
化する社会に対応す
る教室・講座等を開催
する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 日本語普及事業 

（日本語教室・

日本語支援ボラ

ンティア養成講

座等） 

市内居住外国人を
対象とした日本語教
室を開講し、日本語学
習を通じて、日本文化
や習慣等についても
知識を深めてもらう。
また、日本語支援がで
きるボランティアを
養成し、日本語学習支
援と交流を通じて、地
域社会において多文
化共生社会の意識の
醸成を図る。外国にル
ーツをもつ小・中学生
への日本語支援を通
じ、未来の担い手とな
る子どもたちの成長
を支える。 

・日本語教室：日本語
をクラス形式で学ぶ
機会を提供し、前・後
期各４クラス開講す
る。 
・日本語支援ボランテ
ィア養成講座他：日本
語教授の専門家を講
師に迎えて教授法等
を学ぶ講座を開講し、
日本語支援ボランテ
ィアを養成するほか、
ボランティア同士の
情報共有の場を創出
する。 
・日本語支援活動：主
にボランティアとの
マンツーマン形式に
より日本語を学ぶ機
会を提供する。小中学
校の子どもたちに対
しては学校において
日本語支援活動を行
う。 

外国に
ルーツ
を持つ
方 
日本語
支援活
動に関
心があ
る方 

生涯学
習プラ
ザ等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

 

2 多文化共生事業 国籍や 民族などの
異なる人々が、互いの
文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社
会の構成員として共
に生きていくという
多文化共生社会の意
識を醸成する。 

・外国語講座 
・外国料理教室 
・日本料理教室（外国
人対象） 
・国際理解講座（学校、
公民館、各種団体） 
・精神医学講座 
・法律講座 
・通訳ボランティア研
修会  等 

一般市民 公共施
設、学
校等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

観光交流課 

3 地域公開講座 市民の関心の高い
事柄をテーマとした
講座を開催し、市民の
学習ニーズに応える。 

昭和 63 年から毎年
開催している公開講
座で、本学教員等を講
師として、多くの市民
が関心を持つテーマ
で講座を実施する。 

一般市民 医療創
生大学 

医療創生大学 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 出張市民講座に

おける大学教員

の講師派遣 

本学教員が講師と
して地域に出向き、市
民の学習活動の支援
を図る。 

市民団体等からの
派遣依頼を受けて、要
望内容を専門分野と
する大学教員を講師
として派遣する。 

一般市民 市内・
外各地 

医療創生大学 

5 健康増進動画の

配信 

市民の健康活動の
支援を図る。 

YouTube の医療創
生大学公式チャンネ
ルにて、本学教員と学
生らによる健康増進
動画を配信し、市民の
健康活動を支援する。 

一般市民 － 医療創生大学 

6 HEaLTH セン

ターの設立 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士のリカレント教
育の機会を設け、各自
のスキルアップを目
指す。 

また、市民の健康の
維持増進の支援を図
る。 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士に対し、講義やワ
ークショップを、セミ
ナーを提供する。 

また、いわき市民
に、健康とフィットネ
スについての講義を
定期的に実施する。 

一般市民 医療創
生大学 

医療創生大学 

7 ユネスコ活動 ユネスコ憲章の精
神にのっとり、教育・
科学・文化を通じて、
国際理解と国際協力
を進め、世界の平和に
貢献し、あわせて地域
社会の向上に寄与す
ることを目的とする。 

ユネスコ世界寺子
屋運動、世界文化遺産
保護運動への協力を
重点活動目標とし、さ
らに青少年へのユネ
スコ精神啓発に努め
る。 
・青少年平和シンポジ
ウム：児童・生徒をパ
ネリストとして大人
との協議の中で意見
交換を行う。 
・ユネスコ出前授業：
平和授業を市内 12 小
学校（25学級）で実施 
・ユネスコ作文コンク
ール：小学生（５～６
年生）及び中学生を対
象として、平和などを
テーマとした作文コ
ンクールを実施する。 
・書き損じはがき回
収：回収した書き損じ
ハガキ等を換金して、
世界の学校に行けな
い子どもたちなどの
学びの支援を行う。 
・文化講演会（年２
回）：会員の視野の拡
大のため研修を行う。 
・SDGs（一人も残さな
い持続可能な未来を
つくる）研修会の開催 

小学生 

中学生 

文化セ
ンター 

いわきユネス

コ協会 
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いわき市生涯学習基本構想体系図 

第六期いわき市生涯学習推進計画体系図 
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学

習

機

会

の

整

備 
学

習

条

件

の

整

備 

いわき市生涯学習基本構想体系図 

生涯学習基本構想 

新
・
い
わ
き
市
総
合
計
画 

輝

く

い

わ

き

、

学

び

あ

い

都

市

宣

言 

（基本理念） 

１ 学習の生涯化 

 生涯の各時期に応じた学習機

会の提供と条件の整備に努めま

す。 

 

２ 自己学習の確立 

 市民が自主的、積極的に自己

学習を続けていけるような環境

づくりに努めます。 

 

３ まちづくりの推進 

 生きがいづくり・人づくりの

ための学習機会を整備し、自己

学習の成果がまちづくりに活か

されるよう環境づくりに努めま

す。 

 

４ 教育機能の連携 

 一般行政や教育行政、それに

関係機関・団体が実施している

各種教育機能の連携と関連事業

の体系化に努めます。 

（基本目標） 
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生

涯

学

習

推

進

計

画 
（主要課題） 

１ 生涯学習推進体制の整備 

 

 

 

 

２ 学習施設の整備と充実 

 

 

 

 

３ 学習情報の提供、相談体制の充実 

 

 

 

 

４ 指導者の養成と活用 

 

 

１ 生涯各時期に応じた学習機会の充実 

 

 

 

 

２ 生活課題に関する学習の推進 

 

 

 

 

 

 

 

３ 家庭、学校、社会教育の充実と連携 

 

 

 

 

４ コミュニティづくり、地域づくり活動の促進 

 

 

 

５ ボランティア活動の促進 

 

 

 

６ 企業における生涯学習の奨励 

 

 

７ 地球環境問題への取り組み 

 

 

 

８ 健康・スポーツの振興 

 

 

９ 文化の振興 

 

 

 

 国際化への対応 

①生涯学習推進本部の充実 

②地域における推進体制の整備 

③生涯学習に関する調査の実施 

④生涯学習の普及啓発 

⑤民間企業・教育機関・他行政機関との連携 

①生涯学習プラザの整備充実 

②市立図書館の整備充実 

③市立公民館の整備充実 

④生涯学習関連施設の整備充実 

⑤市立公民館と地域公民館（集会所）のネットワーク化 

①学習情報の収集と提供 

②学習機会の提供と啓発 

③学習相談体制の整備 

④多様なメディアを活用した学習の推進 

⑤新規学習プログラムの開発 

①生涯学習指導者の発掘・養成 

②生涯学習指導者のネットワーク化 

 

①乳幼児期の学習 

②少年期の学習 

③青年期の学習 

④成人期の学習 

⑤高齢期の学習 

①権利・義務に関する学習 

②男女共同参画社会に関する学習 

③地域における福祉に関する学習 

④消費生活に関する学習 

⑤交通安全に関する学習 

⑥防火・防災・救急活動に関する学習 

⑦趣味・教養に関する学習 

⑧市民大学の充実 

①生きる力と創造力の育成 

②青少年の健全育成活動の充実 

③家庭教育の充実 

④地域に開かれた学校づくり 

⑤家庭教育・学校教育・社会教育の連携・融合 

①美しい都市景観の創出 

②地域づくり・まちづくり学習 

③地域間の交流事業の推進 

④社会教育関係団体等の育成及び連携 

①ボランティア情報の収集・提供 

②学習成果を活かすことのできるボランティア環境の創出 

③ボランティア・コーディネーターの養成 

④ボランティア団体のネットワーク化 

①勤労者の学習機会の充実 

②企業のもつ教育力の地域への還元 

③労働環境の向上 

①環境保全に関する学習 

②資源リサイクル・省エネルギーに関する学習 

③地域生態系の調査研究活動の推進 

④清潔できれいなまちづくり 

①健康の維持増進に関する学習 

②生涯スポーツの推進 

③スポーツ団体・グループ及び指導者の育成 

①芸術・文化活動の普及、奨励 

②文化財の調査、保護、収集と活用 

③伝統芸能・文化の発掘と伝承 

④文化関係諸団体、グループ及び指導者の育成 

①人間尊重と平和の心の醸成 

②国際理解と国際協力の推進 

③日本文化の理解と異文化の尊重 

④友好都市・姉妹都市等との交流 

（基本施策） 
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 第六期いわき市生涯学習推進計画体系図（学習条件の整備） 

学

習

条

件

の

整

備 

 
 

生
涯
学
習
推
進
体
制
の 整

備 

第 1節  
①生涯学習推進本部の充実  

②地域における推進体制の整備  

③生涯学習に関する調査の実施  

④生涯学習の普及啓発  

⑤民間企業・教育機関・他行政機関との連携 

 

 

 

①生涯学習プラザの整備充実  

②市立図書館の整備充実  

③市立公民館の整備充実  

④生涯学習関連施設の整備充実  

⑤市立公民館と地域公民館（集会所）の

ネットワーク化 

 

 

①学習情報の収集と提供  

 

②学習機会の提供と啓発  

 

 

 

 

③学習相談体制の整備  

④多様なメディアを活用した学習の推進  

 

⑤新規学習プログラムの開発  

 

①生涯学習指導者の発掘・養成  

 

 

②生涯学習指導者のネットワーク化  

○ 

○ 

 
 

学
習
施
設
の
整
備
と
充
実 

第 2節  

 
 

学
習
情
報
の
提
供
、 

相
談
体
制
の
充
実 
第 3節  

 
 

指
導
者
の
養
成
と
活
用 

第 4節  

○生涯学習推進本部 

○生涯学習市民講師活用事業に 

○事業実施における各種アンケ 

○市役所出前講座における市職 

○教育行政イノベーション推進 

市役所出前講座における市職 

 

 

○生涯学習プラザの整備充実 

○公民館を活用した図書館サー 

○公民館の整備充実 

○体育施設の整備充実 

○生涯学習市民講師活用事業に 

 

 

 

○キッズ★アリペの発行、いわ 

 各種ワークショップ、 

○市役所出前講座における市職 

 図書館事業、公民館事業、 

 舞台技術基礎講座、いわき市 

地域公開講座、出前講座、 

 市民開放授業、 

○公民館及び生涯学習プラザに 

○いわきメディア指導員事業、 

 生涯学習講演会事業（養成・研修） 

○公民館運営審議会 

 

○いわき市環境アドバイザー事業、 

いわきメディア指導員事業、 

朗読講座の開催、 

○いわきまなびあいバンクによる 

基 本 施 策 
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施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 

○生涯学習推進本部 

                     おける市民講師の派遣、公民館運営審議会、社会教育委員の会議、各種ワークショップ 

ート調査・分析 

員等の派遣、公民館事業、図書館事業、生涯学習フェスティバル事業 

                 会議、学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業、土曜学習推進事業、 

                    員等の派遣、食の子ども探険隊（一日食品衛生監視員体験）実施事業、Society5.0 Study Meeting 

 

 

○生涯学習プラザ事業 

ビス、図書館事業 

 

 

おける市民講師の派遣、公民館事業 

 

 

 

きまなびあいバンクによる情報提供、図書館事業等の情報提供、図書館レファレンスサービス 

地域公開講座 

員等の派遣、生涯学習市民講師活用事業における市民講師の派遣、市民大学（ヒューマンカレッジ）、 

生涯学習プラザ事業、海の魅力！いわき浜っ子総合学園事業、 

消防本部検定～小学６年の頂点を目指せ～、アリオス 子どもの弦学校/アリオス 大人の弦学校、 

HEaLTHセンターの設立、各種ワークショップ、生涯学習講演会事業（養成・研修）、 

読書活動支援者育成事業、出張市民講座における大学教員の講師派遣 

おける窓口相談、社会教育指導員の配置 

市役所出前講座における市職員等の派遣、生涯学習プラザ事業、Society5.0 Study Meeting 

 

 

 

社会教育指導員の配置、公民館事業、いわきまなびあいバンク、市民講師養成講座、 

日本語普及事業（日本語教室・日本語支援ボランティア養成講座等）、絵本講座の開催、 

園芸療法・園芸福祉の専門家の育成事業、いわき自然案内人養成基礎講座  

情報提供、いわきメディア指導員事業 

施 策 ・ 事 業 
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（学習機会の整備 第１節） 

学

習

機

会

の

整

備 

生
涯
各
時
期
に
応
じ
た
学
習
機
会
の
充
実 

第 1節  

①乳幼児期の学習  

 

 

 

 

 

②少年期の学習  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③青年期の学習  

 

 

 

 

④成人期の学習  

 

 

 

 

 

⑤高齢期の学習  

 

○ 

○ 

基 本 施 策 

○キッズ★アリペの発行、生涯 

 赤ちゃんの駅の認定、障がい 

 地域子育て拠点事業（プレイ 

 生涯学習プラザ事業、赤ちゃ 

 バラアレンジメント講習会、 

 おはなし会の開催、 

○文字に描く夢講座、文章づく 

いわき市小学生ユニバーサル 

おやこ議場見学会、学校・家 

青少年ボランティア事業、 

学校給食食育推進事業、少年 

「ごみのおはなし」作成及び 

舞台技術基礎講座、 

バラアレンジメント講習会、 

 出張食育事業、 

 小中学生向けパソコン教室、 

 海と山夏休み漁業体験交流会、 

 親子クッキング教室、 

親子で体験クッキング、 

絵本の読み聞かせ・お話会、 

○文字に描く夢講座、文章づく 

 いわき市高校生就職支援事業、 

 芥川賞作家に学ぶ小説講座、 

 年金セミナー、 

 きもの着付教室の開催、 

○芥川賞作家に学ぶ小説講座、 

 公民館事業、市役所出前講座 

 母子保健コンシェルジュサー 

 Society5.0 Study Meeting、 

 家庭教育応援企業の募集、 

  

○芥川賞作家に学ぶ小説講座、 

シルバーピアード補助事業、 

市役所出前講座における市 

○ 
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スポーツ振興事業、こどもみらいブックの発行、子育てコンシェルジュサービス、 

児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、地域子育て支援拠点事業、 

ルーム開放）、プレママ・プレパパクラス、母子保健コンシェルジュサービス、母子健康相談、公民館事業、 

んへのはじめての絵本事業、海の魅力！いわき浜っ子総合学園事業、 

幼稚園・学校等における環境教育支援、ママのお悩み解消セミナー、絵本の読み聞かせ・お話会、 

日産 童話と絵本のグランプリ大賞作品 童話と絵本の寄贈、子育てつどいの広場の開催 

りのいろは、生涯スポーツ振興事業、食の子ども探険隊（一日食品衛生監視員体験）実施事業、 

デザイン「やさしさ」写真コンクール、学習資料配布事業、伝統食教室、親子ものづくり教室、 

庭・地域パートナーシップ推進事業、土曜学習推進事業、公民館事業、いわきメディア指導員事業、 

生涯学習プラザ事業、市役所出前講座における市職員等の派遣、次世代医療人材育成事業、 

少女の消防署体験入隊、いわき市青少年育成市民会議、学校図書館との連携、おでかけアリオス、 

配布、「知恵と技の交歓教室」補助事業、海の魅力！いわき浜っ子総合学園事業、学校給食魚食普及推進事業、 

アリオス 子どもの弦学校/アリオス 大人の弦学校、 

ジュニアエコノミーカレッジ inいわき、本社ならびに物流センターの見学、サマーキャンプ、 

年金セミナー、職場体験学習及び巡視船一般公開、わんぱくフェスティバル、初めての自転車教室、 

幼稚園・学校等における環境教育支援、出前授業「おなか元気教室」、健康教室の開催、朗読会の開催、 

サッカーを中心とするスポーツ、福祉体験活動、職場体験活動、福祉施設体験ツアー、ユネスコ活動、 

犯罪非行の未然防止のための学校との連携事業、青少年福祉体験学習、ふれあいオータムキャンプ、 

みんなで育てよう！オーガニックコットン、いわきとつくばを結ぶ「科学体験キャンプ inいわき」、 

おはなし会（絵本読みきかせ）の開催、生涯学習講演会事業（養成・研修） 

りのいろは、生涯スポーツ振興事業、生涯学習プラザ事業、海の魅力！いわき浜っ子総合学園事業、 

エイズ・性感染症予防教育、公民館事業、青少年ボランティア事業、市役所出前講座における市職員等の派遣、 

次世代医療人材育成事業、舞台技術基礎講座、アリオス 子どもの弦学校/アリオス 大人の弦学校、 

読書活動支援者育成事業、サマーショートボランティアスクール、高校生向けプログラミング教室、 

ビジネスプラン作成サポート授業 

生涯スポーツ振興事業、プレママ・プレパパクラス、発達学習会等の講演会、生涯学習プラザ事業、 

における市職員等の派遣、子育てコンシェルジュサービス、母子健康相談、舞台技術基礎講座 

ビス、いわき市青少年育成市民会議、アリオス 子どもの弦学校/アリオス 大人の弦学校、 

創業セミナー～新たな事業を始めるみなさまに～、読書活動支援者育成事業、親子の学び応援講座 

家庭教育支援者域別研修、朗読講座の開催、絵本講座の開催、きもの着付教室の開催 

 

生涯スポーツ振興事業、いわき市シルバーリハビリ体操事業、いきいきシニアボランティアポイント事業、 

「知恵と技の交歓教室」補助事業、輝く年輪パワー発表会、公民館事業、生涯学習プラザ事業、 

職員等の派遣、つどいの場、読書活動支援者育成事業 

 

○ 

施 策 ・ 事 業 

施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 
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（学習機会の整備 第２節～第３節） 

学

習

機

会

の

整

備 

①権利・義務に関する学習  

 

②男女共同参画社会に関する学習  

③地域における福祉に関する学習  

 

 

 

 

 

 

④消費生活に関する学習 

 

⑤交通安全に関する学習  

⑥防火・防災・救急活動に関する学習  

 

⑦趣味・教養に関する学習  

 

 

⑧市民大学の充実  

 

①生きる力と創造力の育成  

 

 

 

②青少年の健全育成活動の充実  

 

 

③家庭教育の充実  

 

 

 

④地域に開かれた学校づくり  

⑤家庭教育・学校教育・社会教育の  

連携・融合 

 

○ 

○ 

生

活

課

題

に

関

す

る

学

習

の

推

進 

第 2節  

基 本 施 策 

○市民後見人養成講座、要保護 

 人権教室 

○男女共同参画の日事業、 

○いわき・ふれあい・ふくし塾、 

 つどいの場創出支援事業、 

 発達学習会等の講演会、市役 

 青少年福祉体験学習、 

 介護施設の慰問、慰問、 

 音訳奉仕者養成講習会、 

社会福祉法人育成会講演会、 

○消費者教育推進事業、親子で 

 食の子ども探険隊（一日食品 

○市役所出前講座における市職 

○いわき震災伝承みらい館運営、 

市役所出前講座における市職 

○美術館教育普及事業、親子も 

 いわき市暮らしの伝承郷事業、 

論語素読教室、将棋の普及、 

○市民大学（ヒューマンカレッ 

 

○思春期保健セミナー、市役所 

 生涯学習プラザ事業、土曜学 

 バラアレンジメント講習会、 

 いわき自然案内人養成基礎講座、 

○明日をひらく人づくり事業補 

 家庭教育研修、いわき市青少 

 市役所出前講座における市職 

○こどもみらいブックの発行、 

 家庭教育研修、生涯学習プラ 

 親子の学び応援講座、 

家庭教育応援企業の募集、 

○学校・家庭・地域パートナー 

○おでかけアリオス、幼稚園子 

 学校・家庭・地域パートナー 

 家庭教育応援企業の募集、 

 家庭教育支援者域別研修、 

○ 

家
庭
、
学
校
、
社
会
教
育
の
充
実
と
連
携 

第 3節  
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児童対策地域協議会、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、年金セミナー、出前講座、 

 

市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業 

音訳奉仕者養成講習会、手話講習会、点訳者養成講習会、要約筆記者養成講習会、オレンジカフェ以和貴、 

いわき市シルバーリハビリ体操事業、いきいきシニアボランティアポイント事業、輝く年輪パワー発表会、 

所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、 

おしゃべりカフェ「コスモス」、サマーショートボランティアスクール、視覚障がい者サポーター講座、 

しらゆり祭（文化祭）、サンアビスポーツ塾、養成講習会、 

福祉事業所見学の受け入れ、福祉体験活動、職場体験活動、法人内各事業所のお祭り、 

オープンハウス（病院見学会）、福祉施設体験ツアー 

学ぶ消費生活講座（親子教室）、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業 

衛生監視員体験）実施事業、フードバンクを知るための学習会 

員等の派遣、公民館事業、交通安全教室 

事業、いわき震災伝承みらい館防災・減災教育推進モデル事業、公民館事業、 

員等の派遣、河川洪水ハザードマップ作成事業、流域治水の推進、少年少女の消防署体験入隊、防災訓練 

のづくり教室、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、生涯学習プラザ事業、 

ハーモニーの喜びコンサート、エジプト考古学研究所事業、謡曲と仕舞、 

市民パソコン講座、各種ワークショップ、カルチャー教室（各種） 

ジ） 

 

出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、 

習推進事業、ふれあいオータムキャンプ、クラフトのつどい、ＣＡＰワークショップ、サマーキャンプ 

ジュニアエコノミーカレッジ inいわき、わんぱくフェスティバル、ろうきん森の学校自然体験活動、 

ビジネスプラン作成サポート授業、自然学校体験 

助金、エイズ・性感染症予防教育、公民館事業、いわきメディア指導員事業、青少年ボランティア事業、 

年問題協議会、いわき市青少年育成市民会議、成人式事業、 

員等の派遣、ＣＡＰワークショップ 

思春期保健セミナー、発達学習会等の講演会、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、 

ザ事業、いわき市青少年育成市民会議、ママのお悩み解消セミナー、絵本の読み聞かせ・お話会、 

家庭教育支援者域別研修、親子で体験クッキング、親子のつどい、子育てつどいの広場の開催、 

親子クッキング教室 

シップ推進事業、学校評議員の委嘱、コミュニティ・スクール導入 

育て支援事業、保育所児童との交流事業、思春期保健セミナー、発達学習会等の講演会、土曜学習推進事業、 

シップ推進事業、公民館事業、社会教育指導員の配置、次世代医療人材育成事業、 

親子の学び応援講座、子どもを守ろう!見守りサポーター養成事業、思春期講座、 

読書活動支援者育成事業、フードバンクを知るための学習会 

○ 

施 策 ・ 事 業 

施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 
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（学習機会の整備 第４節～第５節） 

学

習

機

会

の

整

備 

 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
、 

地
域
づ
く
り
活
動
の
促
進 

第 4節  

①美しい都市景観の創出  

②地域づくり・まちづくり学習  

 

 

 

 

 

③地域間の交流事業の推進 

  

④社会教育関係団体等の育成及び連携 

 

 

①ボランティア情報の収集・提供  

 

②学習成果を活かすことのできるボラ

ンティア環境の創出  

 

 

 

③ボランティア・コーディネーターの養成 

 

④ボランティア団体のネットワーク化 

 

 

 

○ 

○ 

基 本 施 策 

○いわき市都市緑化まつり、市 

○明日をひらく人づくり事業補 

 支所と公民館の連携によるま 

 市役所出前講座における市職 

 福島県水産事務所出前講座、 

 下川・泉もえぎ台のまちづくり、 

防災訓練、地域協調活動、 

○生涯学習フェスティバル事業、 

 秋まつり「ウォーキング」、 

○社会教育指導員の配置、駒澤 

 

 

○いわき市シルバーリハビリ体 

 青少年ボランティア事業、生 

○いわき・ふれあい・ふくし塾、 

 青少年ボランティア事業、 

 ボランティア養成講座、生涯 

 森林ボランティア活動支援事 

  

○市民講師養成講座、ボランテ 

 ボランティア養成講座、 

○市民活動ガイド 

 

 

 

○ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
促
進 

第 5節  
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役所出前講座における市職員等の派遣、森林ボランティア活動支援事業、下川・泉もえぎ台のまちづくり 

助金、まちづくり・未来づくり講演会、学習資料配布事業、ユニバーサルデザイン・ワークショップ、 

ちづくり、公民館事業、市民大学（ヒューマンカレッジ）、 

員等の派遣、生涯学習プラザ事業、海と山夏休み漁業体験交流会、 

いわき湯本温泉源泉揚湯場施設見学、四倉夏まつりといわきおどりの夕べ、 

職場体験学習及び巡視船一般公開、空き家を活用したシェアハウスづくり、 

交通安全教室、秋まつり「ウォーキング」、工事現場見学会、本社ならびに物流センターの見学 

四倉夏まつりといわきおどりの夕べ、海と山夏休み漁業体験交流会、空き家を活用したシェアハウスづくり、 

 

嘉いわき生涯学習振興基金、公民館事業 

 

 

操事業、いきいきシニアボランティアポイント事業、市役所出前講座における市職員等の派遣、 

涯学習プラザ事業、市民活動ガイド、フードバンクを知るための学習会 

健康増進事業、土曜学習推進事業、生涯学習市民講師活用事業における市民講師の派遣、 

市民大学（ヒューマンカレッジ）、市民講師養成講座、ITボランティアリーダー企画講座、 

学習フェスティバル事業、いわき市暮らしの伝承郷事業、いわき市環境アドバイザー事業、 

業、公民館事業、ボランティア、ITリーダー企画講座 

 

ィア養成講座、サマーショートボランティアスクール、 

日本語普及事業（日本語教室・日本語支援ボランティア養成講座等） 

 

 

 

 

 

○ 

施 策 ・ 事 業 

施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 
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（学習機会の整備 第６節～第８節） 

学

習

機

会

の

整

備 

地
球
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み 

第 7節  

①勤労者の学習機会の充実 

 

②企業のもつ教育力の地域への還元  

 

 

③労働環境の向上  

 

①環境保全に関する学習  

 

 

 

 

②資源リサイクル・省エネルギーに関

する学習 

③地域生態系の調査研究活動の推進  

④清潔できれいなまちづくり 

 

 

 

①健康の維持増進に関する学習  

 

 

 

 

 

②生涯スポーツの推進  

 

③スポーツ団体・グループ及び指導者の育成 

  

 

○ 

○ 

基 本 施 策 

○市役所出前講座における市職 

 Society5.0 Study Meeting、 

○土曜学習推進事業、公民館事 

工場見学の受け入れ、 

出張食育授業、 

○男女共同参画の日事業、ファ 

 

○いわき市環境アドバイザー事 

 森林ボランティア活動支援事 

クリンピーの家リサイクル啓 

 下川・泉もえぎ台のまちづくり、 

 

○クリンピーの家リサイクル啓 

 福祉事業所見学の受け入れ、 

○いわき市生き物調査、市役所 

○飼い犬のしつけ方教室、いわ 

 下川・泉もえぎ台のまちづくり 

 

 

○シルバーピアード補助事業、 

 生涯学習プラザ事業、公民館 

 サンアビスポーツ塾、 

出張食育授業、 

 健康増進動画の配信、 

 

○生涯スポーツ振興事業、いわ 

 市民サイクリング 

○総合型地域スポーツクラブ育 

 

○ 

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興 

第 8節  

 
 

企
業
に
お
け
る 

生
涯
学
習
の
奨
励 

第 6節  
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員等の派遣、公民館事業、生涯学習プラザ事業、 

創業セミナー～新たな事業を始めるみなさまに～ 

業、食の子ども探険隊（一日食品衛生監視員体験）実施事業、工場見学の受け入れ、 

出前授業「おなか元気教室」、健康教室の開催、工場見学の受け入れ、地域協調活動、 

工場見学の受け入れ、本社ならびに物流センターの見学、ジュニアエコノミーカレッジ inいわき、 

ミリー・サポート・センター事業、Society5.0 Study Meeting、マザーズハローワーク事業 

 

業、再生可能エネルギー普及促進事業、星空観察、中山間ふるさと・水と土保全基金事業、公民館事業、 

業、市役所出前講座における市職員等の派遣、生涯学習プラザ事業、水道水源地・施設見学会、 

発事業、「ごみのおはなし」作成および配布、みんなで育てよう！オーガニックコットン、 

幼稚園・学校等における環境教育支援、地域協調活動、自然観察会 

 

発事業、「ごみのおはなし」作成および配布、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、 

フードバンクを知るための学習会 

出前講座における市職員等の派遣 

き市都市緑化まつり、市役所出前講座における市職員等の派遣、公民館事業、水道水源地・施設見学会、 

 

 

 

健康増進事業、思春期保健セミナー、発達学習会等の講演会、市役所出前講座における市職員等の派遣、 

事業、学校給食食育推進事業、食の子ども探険隊（一日食品衛生監視員体験）実施事業、 

出前授業「おなか元気教室」、健康教室の開催、しらゆり祭（文化祭）、ノルディックウォーキング、 

ビューティフェスティバル、園芸療法・園芸福祉の体験学習、春のオープンデー、秋のオープンデー、 

健康増進事業、HEaLTHセンターの設立、料理教室（各種） 

 

き市シルバーリハビリ体操事業、公民館事業、サッカーを中心とするスポーツ、ツールドいわき、 

 

成支援事業 

 

 

 

○ 

施 策 ・ 事 業 

施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 
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（学習機会の整備 第９節～第 10節） 

学

習

機

会

の

整

備 

 
 

文

化

の

振

興 

第 9節  

 
 

国
際
化
へ
の
対
応 

第 節  

①芸術・文化活動の普及、奨励  

 

 

 

 

②文化財の調査、保護、収集と活用 

  

③伝統芸能・文化の発掘と伝承  

 

④文化関係諸団体、グループ及び指導者の育成 

 

①人間尊重と平和の心の醸成  

②国際理解と国際協力の推進  

 

③日本文化の理解と異文化の尊重  

 

④友好都市・姉妹都市等との交流  

○ 

○ 

基 本 施 策 

○文字に描く夢講座、文章づく 

 公民館事業、生涯学習プラザ 

舞台技術基礎講座、 

すずめの学校童謡と歌う学校、 

日本民謡学習会、謡曲と仕舞、 

○考古資料保護・活用事業、 

  

○伝統食教室、公民館事業、 

 伝統芸能よさこい踊り体験、 

○公民館事業、いわき市文化振 

 

○ユネスコ活動に対する支援、 

○多文化共生事業、市役所出前 

 エジプト考古学研究所事業 

○日本語教室（日本語普及事業）、 

 学校給食食育推進事業、 

○位置付け事業なし 

 

 

○ 
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りのいろは、芥川賞作家に学ぶ小説講座、おでかけアリオス、美術館教育普及事業、輝く年輪パワー発表会、 

事業、いわき市暮らしの伝承郷事業、市役所出前講座における市職員等の派遣、 

アリオス 子どもの弦学校/アリオス 大人の弦学校 

ハーモニーの喜びコンサート、ビューティヘアファッションショー、森の音楽会、将棋の普及、 

小名浜ポートアイランドビッグバンドフェスティバル 

史跡等の活用事業、郷土文化伝承事業、エジプト考古学研究所事業 

 

生涯学習プラザ事業、郷土文化伝承事業、「知恵と技の交歓教室」補助事業、 

正月送りなど、いわきの歴史と文化を学ぶ、きもの着付教室の開催、伝統文化 民謡に親しむ 

興基金育成事業等補助金 

 

ユニバーサルデザイン・ワークショップ、ユネスコ活動 

講座における市職員等の派遣、公民館事業、生涯学習プラザ事業、多文化共生事業、 

 

多文化共生事業、ユニバーサルデザイン・ワークショップ、公民館事業、 

日本語普及事業（日本語教室・日本語支援ボランティア養成講座等）、多文化共生事業 

 

○ 

施 策 ・ 事 業 

施策・事業名・・・市の事業 

施策・事業名・・・関係機関・団体の事業 
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第５章 

学習条件の整備 

第１節 生涯学習推進体制の整備 

 １ 生涯学習推進本部の充実 

 ２ 地域における推進体制の整備 

 ３ 生涯学習に関する調査の実施 

 ４ 生涯学習の普及啓発 

 ５ 民間企業・教育機関・他行政機関との連携 

第２節 学習施設の整備と充実 

 １ 生涯学習プラザの整備充実 

 ２ 市立図書館の整備充実 

 ３ 市立公民館の整備充実 

 ４ 生涯学習関連施設の整備充実 

 ５ 市立公民館と地域公民館（集会所）のネットワーク化 

第３節 学習情報の提供、相談体制の充実 

 １ 学習情報の収集と提供 

 ２ 学習機会の提供と啓発 

 ３ 学習相談体制の整備 

 ４ 多様なメディアを活用した学習の推進 

 ５ 新規学習プログラムの開発 

第４節 指導者の養成と活用 

 １ 生涯学習指導者の発掘・養成 

 ２ 生涯学習指導者のネットワーク化 
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第１節 生涯学習推進体制の整備 
 少子高齢化や高度情報化の進展に伴い、社会情勢が著しく変化する中で、市民が生涯学習に求め

る目的や形態は大きく変化しています。 

 市民の多様な学習機会に対応できるよう、関係機関・団体等との連携・協力を図りながら、生涯

学習推進本部を充実させるとともに、生涯学習の主体となる市民が自らの学習をより高められるよ

う、市民参画及び地域参画がしやすい地域における推進体制の整備を図ります。 

また、施策を総合的に推進するため、生涯学習推進本部が学習に関する調査を実施し、市民の学

習ニーズを把握するとともに、生涯学習の普及啓発に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯学習推進本

部 

生涯学習施策の実
施状況を調査し、市全
体で生涯学習の推進
を図ることを目的と
する。 

・生涯学習推進計画の
策定 

・実施状況の調査 

・市内の生涯学習関連
事業の調査 

－ － 生涯学習課 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯学習市民講

師活用事業にお

ける市民講師の

派遣 

市民が自主的に行
う学習活動などへ市
民講師を派遣するこ
とで、生涯学習に関す
る様々な学習機会の
創出を図る。 

市民講師の人材発
掘及び登録、生涯学習
情報サイト「いわきま
なびあいバンク」にお
ける情報提供、市民講
師の派遣を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

２ 公民館運営審議

会 

公民館事業の企画
実施について調査審
議を行うことを目的
とする。 

講座・教室等の事業
計画の審議や新規学
習プログラムについ
ての検討を行う。 

－ 各連絡
調整館 

生涯学習課 

（各公民館） 

３ 社会教育委員の

会議 

地域・行政・学校の
仲介役、ネットワーク
行政のコーディネー
ター的役割を果たし、
行政や関係者に働き
かけることを目的と
する。 

社会教育・生涯学習
施策に関する意見具
申、答申 

社会教育関係団体へ
の補助金交付に対し
て意見 

－ － 生涯学習課 

１ 生涯学習推進本部の充実 

２ 地域における推進体制の整備 

第５章 学習条件の整備 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 各種ワークショ

ップ 

地域との共生を目
指し、近隣の方や、親
子を対象とした各種
ワークショップの開
催を通して誰もが気
軽に立ち寄れる憩い
の場所としての提供
と、障害者福祉への理
解の促進を図る。 

プログラミング教
室、絵画教室の開催や
親子を対象としたア
イシングクッキー、ソ
ープカービング、アク
セサリー作り体験教
室の実施 

一般市民 みなみ
テラス 

社会福祉法人

育成会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 事業実施におけ

る各種アンケー

ト調査・分析 

学習ニーズの把握
のため、市役所出前講
座、市民大学、公民館
事業等においてアン
ケート調査を実施、事
業の充実を図る。 

 市民大学及び各種
主催講座の受講生へ
アンケート調査を実
施し、分析を行う。 

講座受
講生 

－ 生涯学習課 

（各公民館） 

（生涯学習プ

ラザ） 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

 

出前講座の中に、生
涯学習に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

２ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 

 

 

 

公民館主催事業や
地域内行事等につい
て情報発信するとと
もに、関係機関・団体
等と協力し、生涯学習
活動の普及・啓発を図
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

３ 生涯学習に関する調査の実施 

４ 生涯学習の普及啓発 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

４ 生涯学習フェス

ティバル事業 

生涯学習プラザを
拠点に活動する団体・
サークルの活動成果
の発表をとおして、市
民や各種団体との交
流を図る。 

生涯学習フェステ
ィバルを開催し、利用
団体等の作品展示、活
動発表、講演会や市民
の参加をとおして交
流を図り、生涯学習の
普及啓発に努める。 

一般市民 

団体 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 食の子ども探険

隊（一日食品衛

生監視員体験）

実施事業 

 小学生（高学年）を

対象に、食の安全を確

保するための行政の

取り組みや、大型小売

店（スーパーマーケッ

ト）における、食品の

衛生的取扱いに対す

る取り組みを確認し

てもらいながら、食品

衛生に関する知識の

醸成を目的とする。 

 普段は立入ることが

できない、大型小売店

（スーパー）のバック

ヤードへ保健所職員と

ともに立入り、食品事

業者がどのように食の

安全に取り組んでいる

のか、どのようにして

消費者に安全・安心な

食品を届けているのか

を実際に見て、聞いて

体験をすることで、食

品の安全性について考

え、自主的に食の安全・

安心の確保に取り組む

姿勢を育むことを目的

とし、一日食品衛生監

視員体験会を開催す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

５～６ 

年生 

イオン

いわき

店 

保健所生活衛

生課 

  

５ 民間企業・教育機関・他行政機関との連携 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ Society5.0 

Study 

Meeting 

 市では、人とモノ

が IoT でつながり、

必要な人に必要な情

報が届く社会 

“Society5.0” の実

現に向け、AI・RPA

等を活用した地域社

会・行政の DX 推進

や MaaS 等の次世代

モビリティサービ

ス、Iot を活用したス

マートライフの推進

など、様々な取組み

を実施しており、今

後、これらの取組み

を強化しながら、市

全体におけるスマー

トシティの推進を図

っていく。 

 市全体での

Society5.0 実現に係る

取組みの更なる強

化・深化や、

Society5.0 を牽引する

人材の発掘・育成に

向け、新たなデジタ

ル技術のトレンドや

事例に関する理解を

深めるとともに、地

域のネットワークづ

くりを目的とした勉

強会「Society5.0 

Study Meeting」を開

催する。 

・市職員または連携協

定締結企業の社員等

を講師に、テーマに基

づく講義・講演を聴

講。 

・講義、講演内容に対

する質疑応答や、講

師・参加者相互の意見

交換を実施。 

：セミナーとワークシ

ョップのハイブリッ

ド方式 

市職員

のほ

か、市

と連携

協定を

締結し

ている

企業や

商工会

議所・

経済同

友会に

加盟す

る事業

所社

員、青

年会議

所等の

地域団

体の会

員等を

対象 

会場・

オンラ

イン併

用開催 

スマート 

社会推進課 

３ 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜

日を有意義に過ごす

ことができるよう、学

校・家庭・地域と公民

館が連携し、役割を分

担しながら、子どもた

ちの土曜日の教育環

境を豊かなものにす

る。 

 学校・家庭・地域と

公民館が連携し、地域

の多様な経験や技能

を持つ人材・企業等の

協力を得ながら、主と

して土曜日に、体系

的・継続的なプログラ

ムを計画・実施するこ

とにより、子どもたち

にとって豊かで有意

義な土曜日を実現す

るとともに、地域教育

力の向上を図る。 

小学生 学校、

地域、

社会教

育施設

等 

生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と

公民館が互いに連携

しながら、地域の人

材・環境等を活用し、

子どもたちの「生きる

力」を育む様々な体

験・交流活動等を行う

とともに、地域ぐるみ

で子どもを守り育て

る協力体制を整備し、

以って地域とともに

ある学校づくり及び

学校を核とした地域

づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に

おいて、家庭・地域や

公民館と連携した取

り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と

公民館との連携体制

を強化する。 

・「事業推進コーディ

ネーター」を配置し、

関係者に対する助言・

指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ

ィネート役である公

民館職員等のスキル

アップと関係者の理

解促進を図るための

研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、

地域、

社会教

育施設

等 

生涯学習課 

５ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座に一般メ
ニュー、子どもメニュ
ーを設け、市民の要請
に基づき、出前講座を
実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

６ 教育行政イノベ

ーション推進会

議 

 地域のあらゆる資

源をフルに活用し、子

どもたちの心と人間

性を育むための豊か

な土壌づくりを進め

る。 

・教育行政イノベーシ

ョン推進会議の開催 

・教育を取り巻く各種

課題に応じたプロジ

ェクト・チームの設置 

 

【留意事項】 

 当会議は、生涯学習

を含む、本市教育行政

全般を取り巻く環境

変化に機動的に対応

し、創造的かつ効果的

に政策課題の解決を

図るため、教育委員会

事務局内に設置して

いる。 

 また、毎年度当初

に、複数の政策課題の

中から、より喫緊の課

題を案件として選定

しているところであ

る。 

 このことから、年度

によっては、生涯学習

に関する事項が案件

とならない場合もあ

り得る。 

－ － 教育政策課 
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第２節 学習施設の整備と充実 
 本市は広域都市であり、市内には 36 の公民館と６図書館、そして生涯学習プラザや多くの地域

公民館（集会所）等があります。市民が“いつでも、どこでも、だれでも”学ぶことができるよう、

各施設間の連携を深めるとともに、その施設や地区の特色を活かした取り組みが図れるよう、その

機能の充実に努めます。  

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯学習プラ

ザの整備充実 

市民の生涯学習活
動の支援と推進を図
るため、各種講座の開
催や交流の場を提供
する。 

より全市的に生涯
学習の推進が図れる
よう、プラザの機能の
充実・拡大を図る。 

－ － 生涯学習課 

（生涯学習

プラザ） 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 公民館を活用し

た図書館サービ

ス 

図書館に足を運ぶ
ことが困難な高齢者
等の利便性向上につ
なげる。 

地区公民館での予
約資料の受け取り及
び図書の返却、移動図
書館の巡回 

一般市民 各公民
館 

総合図書館 

２ 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 公民館の整備充

実 

施設の改修、整備充
実や職員の資質向上
を図ることにより、利
用者へのサービス向
上を図る。 

既存施設の改修、整
備充実に努めるとと
もに、公民館職員の資
質向上を図るため研
修会を実施する。 

－ － 生涯学習課 

１ 生涯学習プラザの整備充実 

２ 市立図書館の整備充実 

３ 市立公民館の整備充実 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 体育施設の整備

充実 

 市民が健康と体力
づくりをする身近な
活動の場の提供に努
める。 

 体育施設の改良整
備 

－ － スポーツ振興

課 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯学習市民講

師活用事業にお

ける市民講師の

派遣 

市民が自主的に行
う学習活動などへ市
民講師を派遣するこ
とで、生涯学習に関す
る様々な学習機会の
創出を図る。 

市民講師の人材発
掘及び登録、生涯学習
情報サイト「いわきま
なびあいバンク」にお
ける情報提供、市民講
師の派遣を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

２ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

地域集会所での市
民講座の実施 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 生涯学習関連施設の整備充実 

５ 市立公民館と地域公民館（集会所）のネットワーク化 



 第５章 学習条件の整備 ３ 学習情報の提供、相談体制の充実 

- 67 - 

第３節 学習情報の提供、相談体制の充実 
インターネットが普及し、情報があふれる現代において、市民が必要な情報を選択できるよう、

学習機会、指導者、団体、施設等の生涯学習に関する情報の収集の充実とそれらの情報をわかりや

すく提供することに努めるとともに、相談体制の整備を図ります。 

また、インターネットを扱えないことで、必要な情報が得られないという問題が生じることのな

いよう、市民講座の案内等は全戸配布を継続するなど、紙媒体による案内の配布も実施すること等

で、年代や環境等を問わず、すべての市民が必要な時に必要な情報を得られるような環境の整備に

努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ キッズ★アリペ

の発行 

子どもたちと地域
がつながっていくよ
う、子育て情報などを
発信する。 

市内の子育て情報・
子ども向けイベント
の開催情報を発信す
る。 

乳幼児
とその
保護者 

－ いわき芸術文

化交流館 

２ いわきまなびあ

いバンクによる

情報提供 

市内の生涯学習に
関する様々な情報の
収集を行い、インター
ネットを通じ市民に
公開する。 

市民講師の情報、社
会教育団体・サークル
等の情報、地域資料・
教材、職場体験事業所 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 図書館事業等の

情報提供 

図書館の利用案内
や事業についての情
報を提供し、図書館の
利用促進を図る。 

図書館報、図書館ホ
ームページ、館内情報
システム、自動電話応
答システム等での情
報発信 

ＦＭいわきでの新着
図書等の紹介 

一般市民 － 総合図書館 

４ 図書館レファレ

ンスサービス 

市民の学習や調査・
研究等の手助けをす
る。 

図書館の資料やイ
ンターネット、データ
ベース等、あらゆる情
報源を駆使して利用
者の疑問解決を支援
する。 

一般市民 － 総合図書館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 地域公開講座 市民の関心の高い
事柄をテーマとした
講座を開催し、市民の
学習ニーズに応える。 

昭和 63 年から毎年
開催している公開講
座で、本学教員等を講
師として、多くの市民
が関心を持つテーマ
で講座を実施する。 

一般市民 医療創
生大学 

医療創生大学 

１ 学習情報の収集と提供 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 

 

各種ワークショ

ップ 

地域との共生を目
指し、近隣の方や、親
子を対象とした各種
ワークショップの開
催を通して誰もが気
軽に立ち寄れる憩い
の場所としての提供
と、障害者福祉への理
解の促進を図る。 

プログラミング教
室、絵画教室の開催や
親子を対象としたア
イシングクッキー、ソ
ープカービング、アク
セサリー作り体験教
室の実施 

一般市民 みなみ
テラス 

社会福祉法人

育成会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

２ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。 

「ステップ２」は、
「はじめの一歩」で学
ぶ基礎知識のみにと
どまらず、次のステッ
プとして、舞台技術に
関わる市民の継続的
な人材育成を目的に
行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

３ 海の魅力！いわ

き浜っ子総合学

園事業 

風評等による本市
水産物の買い控えと、
魚離れが加速化して
いる子どもや学生等
の若い世代を対象に、
子供向けの体験実習
など各年代層に応じ
た事業を実施するこ
とで、本市の水産業や
「常磐もの」への理
解・関心を深め、魚食
普及を推進し、その姿
を広く情報発信する
ことにより、「常磐も
の」のイメージアップ
及び認知度向上を図
る。 

保育所・幼稚園児、
小・中学生等の各年代
に応じ、魚拓づくりや
魚のさばき方教室な
どの体験学習等を実
施。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

大学生 

－ 水産課 

  

２ 学習機会の提供と啓発 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座に一般メ
ニュー、子どもメニュ
ーを設け、市民の要請
に基づき、出前講座を
実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

５ 生涯学習市民講

師活用事業にお

ける市民講師の

派遣 

市民が自主的に行
う学習活動などへ市
民講師を派遣するこ
とで、生涯学習に関す
る様々な学習機会の
創出を図る。 

市民講師の人材発
掘及び登録、生涯学習
情報サイト「いわきま
なびあいバンク」にお
ける情報提供、市民講
師の派遣を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

６ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

各公民館において、
各種事業の実施のほ
か、公民館だよりの発
行やサークル活動等
に関して指導・助言を
行う。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

７ 市民大学（ヒュ

ーマンカレッ

ジ） 

市民の高度で専門
的な学習ニーズに応
え、学習機会の拡充を
図ると共に、豊かな市
民生活に資すること
を目的とする。 

生涯学習支援ボラ
ンティアの会、市内高
等教育機関及び福島
大学が連携・協力し、
４学部の多種・多様な
講座と特別講座を企
画・開催する。 

 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ等 

生涯学習課 

（生涯学習プ

ラザ） 

８ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

現代的課題に関す
る学習をはじめ、市民
ニーズの高い講座の
開催、人材育成事業
等、より高度で専門的
な講座を開催し、学習
機会を提供する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

９ 図書館事業 子どもが豊かな人
生を歩む基盤を形成
するとともに、大人に
とっても生涯にわた
り、日常生活を豊かに
送るための読書活動
の推進を図る。 

図書館資料の充実、
おはなし会、子ども向
け事業、ティーンズ向
け情報提供、ビジネス
や生活情報の提供、講
座・講演会等の実施 

 

一般市民 － 総合図書館 

10 いわき市消防本

部検定 

～小学６年の頂

点を目指せ～ 

市内の小学校第６
学年生児童に向け、本
市消防本部に関する
問題を出題し、それを
解く過程の中で組織
の体制や活動状況な
どの理解を深めさせ
ることにより、児童と
その周囲に防火思想
啓発の輪を広げてい
くことを目的とする。 

小学校児童に向け、
本市消防本部に関す
る問題を出題し、それ
を解く過程の中で消
防の組織体制や活動
状況などについて興
味と理解を促し、さら
に、防火思想の啓発を
図る。 

小学校
６年生 

いわき
市消防
本部ほ
か 

消防本部予防

課 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 地域公開講座 市民の関心の高い
事柄をテーマとした
講座を開催し、市民の
学習ニーズに応える。 

昭和 63 年から毎年
開催している公開講
座で、本学教員等を講
師として、多くの市民
が関心を持つテーマ
で講座を実施する。 

一般市民 医療創
生大学 

医療創生大学 

２ 出張市民講座に

おける大学教員

の講師派遣 

本学教員が講師と
して地域に出向き、市
民の学習活動の支援
を図る。 

市民団体等からの
派遣依頼を受けて、要
望内容を専門分野と
する大学教員を講師
として派遣する。 

一般市民 市内・
外各地 

医療創生大学 

３ HEaLTH セン

ターの設立 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士のリカレント教
育の機会を設け、各自
のスキルアップを目
指す。 
また、市民の健康の

維持増進の支援を図
る。 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士に対し、講義やワ
ークショップを、セミ
ナーを提供する。 
また、いわき市民

に、健康とフィットネ
スについての講義を
定期的に実施する。 

一般市民 医療創
生大学 

医療創生大学 

４ 生涯学習講演会

事業（養成・研

修） 

地区民が、生涯学習
に触れる機会を設け、
生涯学習の振興を図
り、「生涯学習支援者」
を拡大する。 

生涯学習に関する
講師を招き、地区民を
対象とした研修・講
座・講演会を開催す
る。併せて、参加者に
生涯学習に関するア
ンケートを実施する。 

小 学 生 

子ども会親子 

高 齢 者 

 

地区集
会所 

ハート
フルな
こそ 

植田町小名田

地区自治会 

５ 市民開放授業 大学開放活動の一
環として市民の皆さ
まに学部の開設科目
を開放することで、生
涯学習に対する社会
的要請に応えるとと
もに、地域社会と大学
の連携を一層深める
ことを目的とする。 

経済学部 
・中国語ⅠA ⅠB 
・韓国語ⅠA ⅠB 
・経営情報・公共経済 
・経営史・情報メディア 
・情報社会と倫理 
・復興学 
・人間力の育成 
健康福祉学部 
・社会福祉概論 
・福祉環境論 
・少子高齢化社会概論 
・生命倫理学Ⅰ、Ⅱ 
Ｅラーニング 
・エジプト文明論 
・比較文明論 
・地域活性論 
・脳科学基礎論 

一般市民 東日本
国際大
学 

東日本国際大

学・いわき短

期大学 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 出前講座 大学開放活動の一
環として、小中学生、
高校生はもちろん、市
民の皆さまや企業向
けに学部の教員の専
門分野を出張にて講
座開設することで、キ
ャリア形成や生涯学
習に対する社会的要
請に応えるとともに、
地域社会と大学の連
携を一層深めること
を目的とする。 

指定のテーマ 一般市民 － 東日本国際大

学・いわき短

期大学 

７ 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

８ 各種ワークショ

ップ 

地域との共生を目
指し、近隣の方や、親
子を対象とした各種
ワークショップの開
催を通して誰もが気
軽に立ち寄れる憩い
の場所としての提供
と、障害者福祉への理
解の促進を図る。 

プログラミング教
室、絵画教室の開催や
親子を対象としたア
イシングクッキー、ソ
ープカービング、アク
セサリー作り体験教
室の実施 

一般市民 みなみ
テラス 

社会福祉法人

育成会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 公民館及び生涯

学習プラザにお

ける窓口相談 

市民の生涯学習活
動や、他の公民館、図
書館などの生涯学習
施設を一層充実する
ための支援を行う。 

公民館での市民講
座や、生涯学習プラザ
における講座、及びそ
れら施設に登録され
ている社会教育団体
等に関する情報提供
を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

２ 社会教育指導員

の配置 

社会教育に関する
指導、助言を行い、社
会教育の振興を図る。 

各連絡調整館（平地
区のみ中央台公民館）
に配置し、主に次の業
務を行う。 

・公民館市民講座等の
指導及び助言 

・社会教育関係団体の
育成支援 

・小中学校巡回による
学校のニーズの把握
及び学校と地域を結
ぶコーディネート（学
校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業） 

－ － 生涯学習課 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

ＤＶＤやパワーポ
イント等を用いて、出
前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 学習相談体制の整備 

４ 多様なメディアを活用した学習の推進 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

ＤＶＤやパワーポ
イント等、多様なメデ
ィアを活用した講座
を実施する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

４ Society5.0 

Study 

Meeting 

 市では、人とモノ

が IoT でつながり、

必要な人に必要な情

報が届く社会 

“Society5.0” の実

現に向け、AI・RPA

等を活用した地域社

会・行政の DX 推進

や MaaS 等の次世代

モビリティサービ

ス、Iot を活用したス

マートライフの推進

など、様々な取組み

を実施しており、今

後、これらの取組み

を強化しながら、市

全体におけるスマー

トシティの推進を図

っていく。 

 市全体での

Society5.0 実現に係る

取組みの更なる強

化・深化や、

Society5.0 を牽引する

人材の発掘・育成に

向け、新たなデジタ

ル技術のトレンドや

事例に関する理解を

深めるとともに、地

域のネットワークづ

くりを目的とした勉

強会「Society5.0 

Study Meeting」を開

催する。 

・市職員または連携協

定締結企業の社員等

を講師に、テーマに基

づく講義・講演を聴

講。 

・講義、講演内容に対

する質疑応答や、講

師・参加者相互の意見

交換を実施。 

：セミナーとワークシ

ョップのハイブリッ

ド方式 

市職員

のほ

か、市

と連携

協定を

締結し

ている

企業や

商工会

議所・

経済同

友会に

加盟す

る事業

所社

員、青

年会議

所等の

地域団

体の会

員等を

対象 

会場・

オンラ

イン併

用開催 

スマート 

社会推進課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 生涯学習講演会

事業（養成・研

修） 

地区民が、生涯学習
に触れる機会を設け、
生涯学習の振興を図
り、「生涯学習支援者」
を拡大する。 

生涯学習に関する
講師を招き、地区民を
対象とした研修・講
座・講演会を開催す
る。併せて、参加者に
生涯学習に関するア
ンケートを実施する。 

小 学 生 

子ども会親子 

高 齢 者 

 

地区集
会所 

ハート
フルな
こそ 

植田町小名田

地区自治会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 公民館運営審議

会 

公民館事業の企画
実施について調査審
議を行うことを目的
とする。 

講座・教室等の事業
計画の審議や新規学
習プログラムについ
ての検討を行う。 

－ 各連絡
調整館 

生涯学習課 

（各公民館） 

 

５ 新規学習プログラムの開発 
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第４節 指導者の養成と活用 
 生涯学習の一層の推進を図るため、各公民館等と連携して、各地域内の市民講師等の発掘に努め

るとともに、学習の場と活動の場を提供し、その育成と活躍を促進します。また、「いわきまなびあ

いバンク」等の活用を通して、生涯学習指導者のネットワーク化に努めます。 

 さらには、学校・家庭・地域の連携を進めながら、子どもたちが地域の人材や企業の方々から学

ぶ機会を広く設け、それらの場を通じて、生涯学習指導者の活用を図ります。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき市環境ア

ドバイザー事業 

市民が自発的な環
境保全活動に取組む
ために必要な知識の
提供を図る。 

環境アドバイザー
を公募・登録し、市民
の要請に応じて派遣
する。 

一般市民 － 環境企画課 

２ 社会教育指導員

の配置 

社会教育に関する
指導、助言を行い、社
会教育の振興を図る。 

各連絡調整館（平地
区のみ中央台公民館）
に配置し、主に次の業
務を行う。 

・公民館市民講座等の
指導及び助言 

・社会教育関係団体の
育成支援 

・小中学校巡回による
学校のニーズの把握
及び学校と地域を結
ぶコーディネート（学
校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業） 

－ － 生涯学習課 

３ 公民館事業 いわき・わくわく
「しごと塾」や土曜学
習など、公民館事業を
実施する。 

いわき・わくわく
「しごと塾」や土曜学
習推進事業など、児
童・生徒が地域の方々
や地元企業から学ぶ
場を設ける。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ いわきまなびあ

いバンク 

「教わる側から教
える人へ」生涯学習に
関する人材を広く市
民から発掘し、その豊
富な知識、経験を市民
講師として活かして
もらう。 

市民講師の人材発
掘と情報提供を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

５ いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

１ 生涯学習指導者の発掘・養成 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 市民講師養成講

座 

まなびあいバンク
登録者や市民講師に
関心のある市民のス
キルアップを図り、市
民講師として活躍で
きる機会を提供する。 

市民講師に必要な
基礎を学ぶ。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 絵本講座の開催 家庭あるいは公共
施設における絵本読
みきかせの促進を図
る。 

絵本読みきかせの
理論と実技の指導を
行う。 

一般市民 公民館 

生涯学
習プラ
ザ 

いわき絵本と

朗読の会 

2 朗読講座の開催 ①朗読する力の育成、
②説得する力あるい
は物事を伝える力の
育成（声に出して読
む・聞かせることの有
意性を実感させる） 

朗読実技の指導を
行う。 

小学生 
中学生 
一般市民 

小中学
校、生
涯学習
プラザ
等 

いわき絵本と

朗読の会 

3 いわき自然案内

人養成基礎講座 

今の子どもたちが
外遊びをしないだけ
でなく、その親にあた
る世代も子ども時代
に充分な外遊びをし
ておらず、自然の中に
踏み込むことに抵抗
を感じている。 

そのため、子どもたち
を安全にしかも時期、
場所に応じて楽しめ
るリーダーを養成す
る必要がある。 

講座の日程は３日
間 

内容は従来からある
幅広い知識を詰め込
むことをやめ、案内を
必要とする人にあわ
せ、楽しく、自然が好
きになり、また来たく
なるようにするため
のスキルを実践的に
身に付けてもらうこ
とを中心とする。 

一般市民 湯ノ岳
山荘 

ＮＰＯ法人い

わきの森に親

しむ会 

4 日本語普及事業 

（日本語教室・

日本語支援ボラ

ンティア養成講

座等） 

市内居住外国人を
対象とした日本語教
室を開講し、日本語学
習を通じて、日本文化
や習慣等についても
知識を深めてもらう。
また、日本語支援がで
きるボランティアを
養成し、日本語学習支
援と交流を通じて、地
域社会において多文
化共生社会の意識の
醸成を図る。外国にル
ーツをもつ小・中学生
への日本語支援を通
じ、未来の担い手とな
る子どもたちの成長
を支える。 

・日本語教室：日本語
をクラス形式で学ぶ
機会を提供し、前・後
期各４クラス開講す
る。 
・日本語支援ボランテ
ィア養成講座他：日本
語教授の専門家を講
師に迎えて教授法等
を学ぶ講座を開講し、
日本語支援ボランテ
ィアを養成するほか、
ボランティア同士の
情報共有の場を創出
する。 
・日本語支援活動：主
にボランティアとの
マンツーマン形式に
より日本語を学ぶ機
会を提供する。小中学
校の子どもたちに対
しては学校において
日本語支援活動を行
う。 

外国に
ルーツ
を持つ
方 
日本語
支援活
動に関
心があ
る方 

生涯学
習プラ
ザ等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

5 園芸療法・園芸

福祉の専門家の

育成事業 

園芸療法・園芸福祉
を担える若者の人材
育成 

園芸療法・園芸福祉
の基本的な知識と技
術を身につけるため
の講習会を開催する 

高校生 ２つの
高校 

特定非営利活

動法人 園芸

療法園芸福祉

協会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわきまなびあ

いバンクによる

情報提供 

市内の生涯学習に
関する様々な情報の
収集を行い、インター
ネットを通じ市民に
公開する。 

市民講師の情報、社
会教育団体・サークル
等の情報、地域資料・
教材、職場体験事業所 

一般市民 － 生涯学習課 

２ いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

 

 

 

２ 生涯学習指導者のネットワーク化 
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第６章 

学習機会の整備 

第１節 生涯各時期に応じた学習機会の充実 

 １ 乳幼児期の学習 

 ２ 少年期の学習 

 ３ 青年期の学習 

 ４ 成人期の学習 

 ５ 高齢期の学習 

第２節 生活課題に関する学習の推進 

 １ 権利・義務に関する学習 

 ２ 男女共同参画に関する学習 

 ３ 地域における福祉に関する学習 

 ４ 消費生活に関する学習 

 ５ 交通安全に関する学習 

 ６ 防火・防災・救急活動に関する学習 

 ７ 趣味・教養に関する学習 

 ８ 市民大学の充実 

第３節 家庭、学校、社会教育の充実と連携 

 １ 生きる力と創造力の育成 

 ２ 青少年の健全育成活動の充実 

 ３ 家庭教育の充実 

 ４ 地域に開かれた学校づくり 

 ５ 家庭教育・学校教育・社会教育の連携・融合 

第４節 コミュニティづくり、地域づくり活動の促進 

 １ 美しい都市景観の創出 

 ２ 地域づくり・まちづくり学習 

 ３ 地域間の交流事業の推進 

 ４ 社会教育関係団体等の育成及び連携 

第５節 ボランティア活動の促進 

 １ ボランティア情報の収集・提供 

 ２ 学習成果を活かすことのできるボランティア環境の創出 

 ３ ボランティア・コーディネーターの養成 

 ４ ボランティア団体のネットワーク化 

第６節 企業における生涯学習の奨励 

 １ 勤労者の学習機会の充実 

 ２ 企業のもつ教育力の地域への還元 

 ３ 労働環境の向上 

第７節 地球環境問題への取り組み 

 １ 環境保全に関する学習 

 ２ 資源リサイクル・省エネルギーに関する学習 

 ３ 地域生態系の調査研究活動の推進 

 ４ 清潔できれいなまちづくり 

第８節 健康・スポーツの振興 

 １ 健康の維持増進に関する学習 

２ 生涯スポーツの推進 

 ３ スポーツ団体・グループ及び指導者の育成 

第９節 文化の振興 

 １ 芸術・文化活動の普及、奨励 

 ２ 文化財の調査、保護、収集と活用 

 ３ 伝統芸能・文化の発掘と伝承 

 ４ 文化関係諸団体、グループ及び指導者の育成 

第 10節 国際化への対応 

 １ 人間尊重と平和の心の醸成 

 ２ 国際理解と国際協力の推進 

 ３ 日本文化の理解と異文化の尊重 

 ４ 友好都市・姉妹都市等との交流 
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第１節 生涯各時期に応じた学習機会の充実 
人は、一生の間に、「乳幼児期」「少年期」「青年期」「成人期」「高齢期」という生涯を送ります。

生涯学習とは生涯にわたる自発的で自立的な学習のことをいい、その各時期（ライフステージ）に

応じて、学習の要求や内容は異なります。市民が生涯にわたって学習できるように、各時期（ライ

フステージ）に応じた学習機会の提供や学習情報の提供に努めます。 

○年齢を軸とした場合の生涯学習・社会教育体系図 

 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ キッズ★アリ

ペの発行 

子どもたちと地域
がつながっていくよ
う、子育て情報などを
発信する。 

市内の子育て情報・
子ども向けイベント
の開催情報を発信す
る。 

乳幼児
とその
保護者 

－ いわき芸術文

化交流館 

２ 生涯スポーツ

振興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

３ こどもみらい

ブックの発行 

子育て関係の情報
を一元的に集約し、市
民にわかり易く情報
提供するため、親子健
康手帳の交付時等に
配布する冊子を発行
する。 

「こどもみらいブ
ック」を発行する。 

乳幼児
とその
保護者 

－ こどもみらい

課 

１ 乳幼時期の学習 

第６章 学習機会の整備 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 子育てコンシ

ェルジュサー

ビス 

子ども及びその保
護者、妊娠している方
等がそのニーズに基
づき、幼稚園・保育所
等の教育・保育施設
や、一時預かり、放課
後児童クラブ等の地
域の子育て支援事業
等を円滑に利用でき
るよう、必要な支援を
行う。 

「窓口」「電話」「訪
問」での相談・支援を
行う。 

①保育所、幼稚園、認
定こども園などの施
設の利用案内 

②一時預かり、延長保
育、放課後児童クラブ
等の子育てサービス
の利用案内 

③子育てに関する相
談 など 

乳幼児
とその
保護者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こどもみらい

課 

５ 赤ちゃんの駅

の認定 

乳幼児の保護者が
当該乳幼児に対して
行う授乳、おむつ替え
等のために立ち寄る
ことができる施設を
赤ちゃんの駅として
登録し、市民に対して
広く周知することに
より、乳幼児の保護者
が安心して外出でき
る環境を整備するこ
とを目的とする。 

・「赤ちゃんの駅」とし
ての登録 

・「赤ちゃんの駅」への
タペストリー・ステッ
カーの掲示 

・案内マップ及びポス
ターによる事業周知 

乳幼児
とその
保護者 

公共施
設等 51
か所 

こども支援課 

６ 障がい児保育

事業 

心身に障がいを有
する児童と健常児と
の集団保育により、理
解促進を図るととも
に児童の家庭への支
援を行う。 

障がいの程度に応
じた保育士配置によ
る保育を実施する。 

乳幼児 保育所
（園）
等 

こども支援課 

７ ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

就労と子育てが両
立できる環境づくり
のため、広く児童の福
祉に資することを目
的とする。 

・相互援助活動 

・会員募集・登録 

・講習会の開催 

・説明会の開催等 

一般市民 － こども支援課 

８ 地域子育て支

援拠点事業 

子育て親子の交流
の場を設置し、育児不
安を緩和するなど地
域の子育て家庭を支
援する。 

・子育て親子の交流の
場の提供 

・子育て等に関する相
談、援助の実施 

・子育てに関する講習
等の実施 

乳幼児
とその
保護者 

いわき
市社会
福祉協
議会等 

こども支援課 

９ 地域子育て支

援拠点事業（プ

レイルーム開

放） 

親子のふれあいや
子育て中の親同士の
交流を図ることによ
り、育児不安や孤立を
防ぐ。 

交流スペースの開放 

親子あそびの実施 

子育て相談 

乳幼児
とその
保護者 

子育て
サポー
トセン
ター 

こども家庭課 

 

10 プレママ・プレ

パパクラス 

妊婦が安心して妊
娠・出産時期を過ごす
ことができ、夫婦相互
協力のもと、出産・子
育て時期を迎える準
備ができる。 

プレパパの妊婦模
擬体験・助産師の講話
及び実技・妊娠期の口
腔ケア・栄養士の講
話・沐浴体験・おむつ
交換体験・産後の子育
て支援情報の提供等 

初妊婦
とその
夫 

－ こども家庭課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 母子保健コン

シェルジュサ

ービス 

 妊娠期から子育て
期にわたる妊娠・出
産・子育てに関する
様々な不安や悩みに
対し、専任の保健師等
が相談対応、適切なサ
ービスにつなげるこ
とにより、育児不安や
虐待予防に寄与する。 

・母子保健や育児に対
する総合的な相談対
応、サービス案内 

・親子健康手帳の交付 

・子育て応援プランの
作成・配布 

・利用者や関係機関と
の連絡調整等 

妊産婦 

乳幼児
を抱え
る保護
者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こども家庭課 

12 母子健康相談 こどもの発育発達
の確認や個々の育児
相談に応じ、育児不安
の解消と母親同士の
交流を図る。 

身体計測 

保健師、栄養士、歯科
衛生士、心理判定員に
よる個別相談 

乳幼児
とその
保護者 

－ こども家庭課 

13 海の魅力！い

わき浜っ子総

合学園事業 

風評等による本市
水産物の買い控えと、
魚離れが加速化して
いる子どもや学生等
の若い世代を対象に、
子供向けの体験実習
など各年代層に応じ
た事業を実施するこ
とで、本市の水産業や
「常磐もの」への理
解・関心を深め、魚食
普及を推進し、その姿
を広く情報発信する
ことにより、「常磐も
の」のイメージアップ
及び認知度向上を図
る。 

保育所・幼稚園児、
小・中学生等の各年代
に応じ、魚拓づくりや
魚のさばき方教室な
どの体験学習等を実
施。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

大学生 

－ 水産課 

14 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

乳幼児や乳幼児を
持つ親を対象として、
家庭教育や仲間づく
り、食育、読み聞かせ
等に関する教室・講座
等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

15 生涯学習プラ

ザ事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

子育てや交流、親た
ちの情報交換等に関
する教室・講座を開催
する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

16 赤ちゃんへの

はじめての絵

本事業 

読みきかせの啓発
により、乳幼児期から
の読書活動を促進さ
せることで、豊かな人
間性を育む。 

乳児健診会場に、図
書館職員や読み聞か
せボランティアが出
向き、おすすめ絵本リ
ストを配布しながら、
絵本の読み聞かせや
啓発活動を実施する。 

乳幼児
とその
保護者 

－ 総合図書館 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ママのお悩み解

消セミナー 

子育て中の母親同
士が、悩みを話し合い
課題解決のための考
え方を学ぶことで、孤
独感を解消し、子育て
を母親自身の成長の
機会とするとともに、
児童虐待や育児ノイ
ローゼを防止するこ
とを目的とする。 

「完璧な親なんて
い な い （ Nobody's 
Perfect）」の手法に基
づき、ファシリテータ
ーを核として、会話に
よる課題解決方法を
実践の中で学ぶ、託児
付きの学習会を行う。 

乳幼児
とその
母親 

公民館
等 

親支援をすす

める会 

２ 絵本の読み聞か

せ・お話会 

会場として参加者
の年齢や地域を限定
しない多くの人が訪
れる場所を選び、絵本
を読み聞かせするこ
とにより、「読書をす
ること」に興味を持た
せることを目的とす
る。 

年に数回、お話会の
テーマを決めて、その
内容に沿った絵本を
選び、読み聞かせを行
う。 

乳幼児 

小学生
とその
保護者 

公民館
アリオ
ス 

いわきおやこ

劇場 

３ 子育てつどいの

広場の開催 

核家族化と他地区
からの転入のため、孤
立した子育てに悩む
親子が増えているの
で、子育ての孤立防止
と心のケア活動に重
点をおき、子育て不安
を解消し、元気に子育
てできる環境づくり
の一環として、子育て
家庭の「つどいの広
場」を年７回開催す
る。 

子育て家庭の「つど
いの広場」を通して次
の内容を取り入れる。
①母親たちが元気を
回復し楽しく子育て
のできる事業 ②地
域の中で多世代が交
流でき、子育てに参加
することで生きがい
の感じられる環境づ
くり事業 ③孤立し
て子育てしている母
親たちへのサポート
事業 

【実施内容】 

「今日から友達！仲
良し音楽会 

「子どもの健康づく
り（歯の磨き方） 

「夏の楽しい遊び（す
いか割り・七夕飾り） 

「元気に親子ミニ運
動会・ハンドメイド」 

「ゆったり親子ヨガ
を体験しよう」 

「親子食育教室・おに
ぎりを作ろう」 

「サンタさんと一緒
に楽しいクリスマス
会」 

 

 

 

 

 

乳幼児
とその
保護者 

中央台
公民館 

子育てポピー

クラブ事務局 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

4 バラアレンジメ

ント講習会 

東日本大震災を経
験している子どもた
ちにバラの花、草花を
利用してバラアレン
ジメントで植物（バ
ラ）に触れていただ
き、精神的に感性を磨
いて貰いたい。自分で
完成させたバラアレ
ンジメントが成長と
共に、将来心を豊かに
する。 

最初にバラの香り
について説明し、その
後、アレンジメントの
注意事項、仕方を教え
る。 

幼児 

小学校
１年生 

中学校
１年生 

幼稚園 

保育園 

内教室
等 

いわきバラ会 

5 幼稚園・学校等

における環境教

育支援 

幼稚園、学校におい
ては、木工クラフトや
園、校外での自然体験
活動等は種々の面で
なかなか困難だとの
声が多くあるため、そ
れに対して、場所の提
供や人的、物的な支援
を行うことを目的と
する。 

主に支援の内容面
では、幼稚園では木工
クラフト、小学校では
生活科、総合学習の中
で自然と触れ合うこ
と、人と自然との関係
を学び、自然（植物・
動物）を観察するこ
と、それに木工クラフ
トを行う。 

幼児 

小学生 

湯ノ岳
山荘、
各幼稚
園・各
学校等
の周辺 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

6 日産 童話と絵

本のグランプリ

大賞作品 童話

と絵本の寄贈 

日産自動車は、「教
育への支援」を社会貢
献活動の重点分野の
一つと定め、さまざま
な取り組みを行って
います。本グランプリ
は、同社の社会貢献に
おいて長い歴史をも
つ中心的な活動であ
り、「才能ある新進作
家の育成」と「子ども
たちに良書を届ける」
ことを目的に継続し
てきました。 

同社は、優れた童話
と絵本を多くの子ど
もたちに楽しんでも
ら う た め 、 第 １ 回
（1984年）より出版作
品を全国の公立図書
館等に寄贈していま
す。今年度も日本国内
の図書館約 3,400 館
と、同社の事業所近隣
の保育園・幼稚園など
約 700園に寄贈を行う
予定です。第１回から
寄贈した本は、累計で
約 20 万冊以上にのぼ
ります。 

市内幼
稚園 

－ 日産自動車株

式会社 いわ

き工場 

7 おはなし会（絵

本読みきかせ）

の開催 

①人間、環境、自然、
動物等を大切にする
心の育成、②読書への
興味の醸成 

各種絵本の読み聞
かせを行う。 

幼児 

小学生 

草野心
平記念
館等 

いわき絵本と

朗読の会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 文字に描く夢講

座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

物語を書くことに
興味がある人向けの
講座として、書くきっ
かけを作る入門コー
ス（年１回（１日）） 

中学生 

高校生 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

２ 文章づくりのい

ろは 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

ジャンルを問わず、
文章創作の基本を学
ぶ初級編の講座。（年
１回（２日間）） 

中学生
以上 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

３ おでかけアリオ

ス 

学校や地域コミュ
ニティなどにアーテ
ィストとともに出向
き、生の芸術体験をよ
り多くの市民に親し
みやすい形で届ける。 

音楽・演劇等の普及
型公演を行う。 

小学生 
中学生 

市内小
中学校
等 

いわき芸術文

化交流館 

４ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

５ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。「ステップ２」
は、「はじめの一歩」で
学ぶ基礎知識のみに
とどまらず、次のステ
ップとして、舞台技術
に関わる市民の継続
的な人材育成を目的
に行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

６ 生涯スポーツ振

興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

２ 少年期の学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ いわき市小学

生ユニバーサ

ルデザイン

「やさしさ」

写真コンクー

ル 

 誰もが自分らしく、安心して
暮らせる社会をつくるために
は、市民一人ひとりが、はじめ
からすべての人が利用しやす
いように配慮して「まち」や「も
の」をつくるというユニバーサ
ルデザイン（以下「ＵＤ」）の考
え方でまちづくりやものづく
り、意識づくりなどに取り組む
必要があることから、次世代の
いわき市を担う小学生を対象
に、身の周りのＵＤを発見し、
作品を募集する過程の中で、児
童にＵＤの大切さを知っても
らい、ＵＤ教育の促進を図る。 

 市内の小学生を
対象に、身の回りで
見つけたＵＤに関
する風景等を撮影
してもらい、そこか
ら感じたやさしさ
や思いやりの心に
ついてのコメント・
メッセージを添え
た作品を募集する。 

小学校
５・６
年生 

－ 市民生活課 

８ 次世代医療人

材育成事業 

地域の医療現場の体験を通
して、地域医療の実情を知って
もらうとともに、医師・看護師
等の職業の重要性について理
解を深め、地域医療従事者を目
指す中高生の育成を図る。 

〇病院内の見学 

〇医療体験 

 ・点滴/採血トレ
ーナーを使用した
採血体験 

 ・縫合練習キット
を使用した縫合体
験 など 

※参加者の募集や
事業内容について
は、県市教育委員会
と連携して実施 

中学生 

高校生 

市内病
院 

 

地域医療課 

９ 食の子ども探

険隊（一日食

品衛生監視員

体験）実施事

業 

 小学生（高学年）を対象に、

食の安全を確保するための行

政の取り組みや、大型小売店

（スーパーマーケット）におけ

る、食品の衛生的取扱いに対す

る取り組みを確認してもらい

ながら、食品衛生に関する知識

の醸成を目的とする。 

 普段は立入ること

ができない、大型小

売店（スーパー）のバ

ックヤードへ保健所

職員とともに立入

り、食品事業者がど

のように食の安全に

取り組んでいるの

か、どのようにして

消費者に安全・安心

な食品を届けている

のかを実際に見て、

聞いて体験をするこ

とで、食品の安全性

について考え、自主

的に食の安全・安心

の確保に取り組む姿

勢を育むことを目的

とし、一日食品衛生

監視員体験会を開催

する。 

小学生 

５～６ 

年生 

イオン

いわき

店 

保健所生活

衛生課 

10 「ごみのおは

なし」作成及

び配布 

 ごみの減量化意識の啓発と、
本市のごみ処理の現状につい
ての理解を図るため、小学４年
生向けの副読本を作成・配布
し、授業等において活用すると
ともに、一般向けの施設講座用
としても活用する。 
 

副読本「ごみのお
はなし」の作成・配
布 
・作成時期 3 月
（新 4 年生分を各
学校に配布） 
・作成部数 4,800
冊（18頁） 

小学校
４年生 
等 

各小学
校、ご
み処理
施設等 

ごみ減量推

進課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 「知恵と技の交

歓教室」補助事

業 

高齢者と若い世代
（幼児・子供等）が一
堂に会し、伝承活動
（昔の遊び・遊具作り
など）を通じて互いに
話し合い、ふれあいな
がら、相手に対する理
解を深め、高齢者と若
い世代が共に仲良く
暮らしていける地域
社会の実現を目指す
ことを目的とする。 

市内の幼稚園・保育
園・小学校・集会所・
公民館及び公共広場
を利用し、次のような
取組みを実施する。 

実施：いわき市老人ク
ラブ連合会 

○伝承遊具作りと遊
び方指導（竹細工・藁
細工・紙細工・手芸） 

○餅つき大会・料理教
室（餅つきやすいとん
を作り会食） 

○スポーツを通じ児
童と交流（グラウンド
ゴルフ・ゲートボー
ル・クロリティ・輪投
げ等） 

幼児 
小学生 
高齢者 

各小学
校等 

介護保険課 

 

12 学習資料配布事

業 

本市の農業の特色
や復興への姿を紹介
した学習資料を子ど
もたちに配布するこ
とにより、本市農業へ
の理解の醸成を図る。 

本市の農林水産業
の特色や、作物の栽培
方法、震災から復興へ
向かう姿等を紹介し
た学習資料を作成し、
市内の全小学五年生
へ配布し、社会科の時
間等の授業で使用し
てもらう。 

小学校
５年生 

－ 農業振興課 

13 伝統食教室 生産者との交流を
とおして、地域に伝わ
る伝統食に理解を深
め、食農教育の推進と
農業への理解を図る。 

・生徒と生産者との交
流会 

・地域に伝わる伝統食
料理教室 

・地域に伝わる伝統野
菜の体験学習（種の保
存・栽培・調理方法に
ついての学習） 

小学生 

中学生 

市内小
中学校 

農業振興課 

14 学校給食魚食普

及推進事業 

学校給食において、
本市水産物・水産加工
品を給食メニューと
して提供し、本市の水
産業や「常磐もの」へ
の理解・関心を深め、
魚食の普及・地産地消
の推進を図る。 

市内小中学校にお
いて、年９回程度、本
市産水産物及び水産
加工品（「常磐もの」）
の提供並びに、献立表
や給食だよりを活用
した魚食の普及促進
を実施。 

小学生 

中学生 

市内小
中学校 

水産課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

15 海の魅力！いわ

き浜っ子総合学

園事業 

風評等による本市
水産物の買い控えと、
魚離れが加速化して
いる子どもや学生等
の若い世代を対象に、
子供向けの体験実習
など各年代層に応じ
た事業を実施するこ
とで、本市の水産業や
「常磐もの」への理
解・関心を深め、魚食
普及を推進し、その姿
を広く情報発信する
ことにより、「常磐も
の」のイメージアップ
及び認知度向上を図
る。 

保育所・幼稚園児、
小・中学生等の各年代
に応じ、魚拓づくりや
魚のさばき方教室な
どの体験学習等を実
施。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

大学生 

－ 水産課 

16 親子ものづくり

教室 

技能職と市民との
ふれ合いの場を提供
することにより、もの
づくりの大切さや面
白さを実感してもら
う。 

各職種による親子
ものづくり教室 

①親子木工工作教室 

②タイルチップ工作
親子教室 

③親子左官工作教室 

小学生
とその
保護者 

共同職
業訓練
センタ
ー 

商業労政課 

17 おやこ議場見学

会 

 次代を担う子供た
ちに自治の仕組みへ
の関心を持ってもら
い、社会参画への意欲
を高めてもらう。 

 議場において、議会
の説明や正副議長と
の交流及び議会棟の
見学を行う。 

小学校
４～６
年生と
その保
護者 

いわき
市議会
議場 

議会事務局総

務議事課 

18 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、子
どもメニューを設け、
学校や子ども会等の
要請に基づき、出前講
座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

19 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と
公民館が互いに連携
しながら、地域の人
材・環境等を活用し、
子どもたちの「生きる
力」を育む様々な体
験・交流活動等を行う
とともに、地域ぐるみ
で子どもを守り育て
る協力体制を整備し、
以って地域とともに
ある学校づくり及び
学校を核とした地域
づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に
おいて、家庭・地域や
公民館と連携した取
り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と
公民館との連携体制
を強化する。 

・「事業推進コーディ
ネーター」を配置し、
関係者に対する助言・
指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ
ィネート役である公
民館職員等のスキル
アップと関係者の理
解促進を図るための
研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

20 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

21 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

少年やその保護者
等を対象として、家庭
教育や仲間づくり、ス
ポーツ、伝統文化、自
然体験、工作等の各種
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

22 いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

23 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

24 いわき市青少年

育成市民会議 

地域の子どもは地
域で守り育てるとの
視点のもと、市内に 13
の地区推進協議会と
24の支部を設け、市民
および地域総ぐるみ
で青少年の健全育成
を図る。 

市全体として、メデ
ィア指導員の育成と
活用、子育て学習会を
実施する。また、各地
区、各支部がそれぞれ
の特色を活かした体
験学習や交流事業、見
守り活動等を実施し、
子どもたちの健全育
成を図る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育関
係者 

－ 生涯学習課 
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25 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

親子の交流と学び
の場となる「親子七宝
焼き講座」や「親子陶
芸講座」等を開催する
とともに、青少年の学
習や交流のための場
を提供する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

26 学校給食食育推

進事業 

 子どもたちの豊か
な心と体を育むため
には、食に関して、家
庭や地域が世代を超
えて、連携強化を図っ
ていく必要があるこ
とから、「ひと・食・環
（わ）」をコンセプト
として、学校と学校給
食共同調理場が家庭
や地域と連携を図り
ながら、食育を推進す
る。 

【メイン事業】 
ふれあい弁当デーの
全校実施 
【サブ事業】 
地元高校との連携に
よる交流会食会の開
催 
地元料理人との連携
による交流会食会の
開催 
【その他】 
学校給食共同調理場
体験ツアーの開催 
お弁当講座の開催 

小学生 

中学生 

各小中
学校等 

学校支援課 

27 学校図書館との

連携 

児童・生徒の読書活
動推進のため、学校と
図書館が連携を強め
る。 

テーマ図書の貸出
「この本よんだ？セ
ット」の貸出 

学校司書研修会の
実施 

小学生 

中学生 

－ 総合図書館 

28 少年少女の消防

署体験入隊 

消防業務の体験を
通し、消防業務に対す
る理解を深めると共
に、火災予防及び災害
から身を守るための
方法を学習する。 

講話及び消防体験 小学校
６年生 

いわき
市消防
本部ほ
か 

消防本部予防

課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 青少年福祉体験

学習 

福祉への関心と理
解を深め、共に生き、
支え合う心を育むこ
とを目的とする。 

・高齢者疑似体験 

・車椅子体験 

・聴覚障がいに関する
理解と手話体験 

・視覚障がいに関する
理解と点字体験 等 

小学校
４年生
～中学
校３年
生 

高校生 

各学校 いわき市社会

福祉協議会 

２ ふれあいオータ

ムキャンプ 

自然体験活動を通
して、自然や人とのふ
れあい、協調性、社会
性を身に付け、自立心
を養う。 

交流ゲーム、創作活
動、野外炊飯 

小学校
４～６
年生 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

3 サマーキャンプ 夏期の自然体験活
動を通して自然と人
との関わりに触れ、他
者とのふれあいを通
して協調性・社会性を
身につけ自立心や生
きる力を養う。 

海の活動、野外炊
飯、クラフト活動など 

小学校
５～６
年生 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

4 絵本の読み聞か

せ・お話会 

会場として参加者
の年齢や地域を限定
しない多くの人が訪
れる場所を選び、絵本
を読み聞かせするこ
とにより、「読書をす
ること」に興味を持た
せることを目的とす
る。 

年に数回、お話会の
テーマを決めて、その
内容に沿った絵本を
選び、読み聞かせを行
う。 

乳幼児 

小学生
とその
保護者 

公民館
アリオ
ス 

いわきおやこ

劇場 

５ ジュニアエコノ

ミーカレッジ in

いわき 

いわき市内小学校
高学年の児童を対象
とした起業体験プロ
グラム。参加者には商
売の基本や社会のル
ールを学んでもらい、
働くことの喜びや企
業家精神を養う。将来
のいわきにおいて、一
人でも多い創業者が
生まれることを目的
する。 

市内の小学校５・６
年生が模擬の株式会
社をつくり、商品計画
や収支計画を取りま
とめ、会社経営を体験
する。 
学んだことの総決算
として、市内スーパー
で販売実践を行う。 
最後に決算をまとめ、
セミナーの成績や販
売実践の実績を総合
的に評価して、最も優
秀なチームをグラン
プリとして表彰する。 

小学校
５・６
年生 

いわき
海浜自
然の家
ほか 

いわき商工会

議所青年部 

６ バラアレンジメ

ント講習会 

東日本大震災を経
験している子どもた
ちにバラの花、草花を
利用してバラアレン
ジメントで植物（バ
ラ）に触れていただ
き、精神的に感性を磨
いて貰いたい。自分で
完成させたバラアレ
ンジメントが成長と
共に、将来心を豊かに
する。 

最初にバラの香り
について説明し、その
後、アレンジメントの
注意事項、仕方を教え
る。 

幼児 

小学校
１年生 

中学校
１年生 

幼稚園 

保育園 

内教室
等 

いわきバラ会 

７ 年金セミナー 若いうちから公的
年金制度の意義や役
割を正しく理解して
いただき、制度の保証
が受けられないとい
ったことにならない
ように仕組みや手続
きを学んでいく。 

依頼のあった学校
へ赴き、年金制度の説
明を行う。 

中学生 

高校生 

大学生 

短大生 

専門学
校生 

各学校 日本年金機構 

平年金事務所 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

８ 職場体験学習及

び巡視船一般公

開 

小名浜地区の学生
や市民の方々に小名
浜港の在所の巡視船
一般公開をはじめ、職
場体験学習を通じ、小
名浜港及び海につい
ての理解と関心を深
める。 

 

「おなはま海遊祭」
の巡視船一般公開、
「おなはま・みなとし
ごと塾」開講協力や職
場体験学習により、各
種訓練等を行う。 

小学生 

中学生 

一般市民 

－ 福島海上保安

部 

９ わんぱくフェス

ティバル 

ボーイスカウトに
所属している子ども
たちと、希望して参加
する小学生１～６年
生、または幼児（親を
含む）との交流を図
り、野外で遊ぶ（活動
する）ことの楽しさを
味わわせる。（体験を
させることを重視） 

コーナーをいくつ
か設け、グループまた
は家族ごとラリー形
式で巡り、コーナーで
設置しているゲーム
を体験する。（スタン
プラリー） 

詳しいプログラムは
毎年実行委員会を設
置して検討し、企画す
る。 

 

幼児 

小学生 

中学生 

－ ボーイスカウ

トいわき地区

協議会 

10 生涯学習講演会

事業（養成・研

修） 

地区民が、生涯学習
に触れる機会を設け、
生涯学習の振興を図
り、「生涯学習支援者」
を拡大する。 

生涯学習に関する
講師を招き、地区民を
対象とした研修・講
座・講演会を開催す
る。併せて、参加者に
生涯学習に関するア
ンケートを実施する。 

 

小 学 生 

子ども会親子 

高 齢 者 

 

地区集
会所 

ハート
フルな
こそ 

植田町小名田

地区自治会 

11 幼稚園・学校等

における環境教

育支援 

幼稚園、学校におい
ては、木工クラフトや
園、校外での自然体験
活動等は種々の面で
なかなか困難だとの
声が多くあるため、そ
れに対して、場所の提
供や人的、物的な支援
を行うことを目的と
する。 

主に支援の内容面
では、幼稚園では木工
クラフト、小学校では
生活科、総合学習の中
で自然と触れ合うこ
と、人と自然との関係
を学び、自然（植物・
動物）を観察するこ
と、それに木工クラフ
トを行う。 

 

幼児 

小学生 

湯ノ岳
山荘、
各幼稚
園・各
学校等
の周辺 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

12 初めての自転車

教室 

自転車に乗れない
子どもを乗れるよう
に指導すること。 

補助輪を外して指
導、乗車できるように
なったら卒業検定を
行う。 

 

幼児～
小学校
２年生 

21世紀
の森公
園 

いわき市サイ

クリング協会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

13 出前授業「おな

か元気教室」、健

康教室の開催 

出前授業、健康教室
を通して、多くの市民
の方に健康づくりの
きっかけとなる情報
を提供していく。 

学習機会の創出と健
康維持増進が目的と
なる。 

■小・青年期（小・中・
高】対象 

出前授業「おなか元気
教室」の開催（45分） 

おなかのしくみ～お
なかには菌が住んで
いる～うんちから学
ぶ生活リズム（早ね・
早起き・朝ごはん・朝
うんち）の大切さを学
ぶ。 

■成人・高齢期対象 

ヤクルト健康教室の
開催（60分） 

消化管の働きや腸内
細菌の役割など、腸内
環境の大切さを学び、
腸年齢チェックや健
腸体操などを交え、健
康的な生活習慣など
の幅広い健康情報を
提供する。 

小学生 

中学生 

保護者 

教職員 

随時相
談 

いわきヤクル

ト販売株式会

社 

14 サッカーを中心

とするスポーツ 

サッカーを中心と
するスポーツを通し
て、青少年の心身の健
全育成を図り、生涯ス
ポーツの基礎となる
運動の楽しさを味わ
わせる。 

○サッカー及び各種
スポーツを通じた健
全な青少年育成に関
する事業キッズ,ジュ
ニア,ジュニアユース
スクール 

○サッカー及び各種
スポーツの指導者育
成に関する事業 

・指導者講習会の受講 

・審判講習会の受講 

○サッカー及び各種
スポーツの普及のた
めの各種イベントの
管理運営に関する事
業・ジュニアチーム・
ジュニアユースチー
ム交流会 他チーム
を招待しての交流会
【小学生・中学生】 

・プロサッカーコーチ
を招聘しての地域サ
ッカースクール 

小学生 
中学生 

好間多
目的グ
ラウン
ド等 

特定非営利活

動法人 水石

フットボール

クラブ 

15 朗読会の開催 ①読書への興味の醸
成、②読書による自己
啓発・自己形成の促進 

東西の各種の文学
作品を朗読する。 

小学生 
中学生 
一般市民 

暮らし
の伝承
郷等 

いわき絵本と

朗読の会 

朗読サロン・

ミモザ 

16 おはなし会（絵

本読みきかせ）

の開催 

①人間、環境、自然、
動物等を大切にする
心の育成、②読書への
興味の醸成 

各種絵本の読み聞
かせを行う。 

幼児 

小学生 

草野心
平記念
館等 

いわき絵本と

朗読の会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

17 小中学生向けパ

ソコン教室 

プログラミングに
対する興味・関心の向
上を図るため学習機
会を提供する。 

ロボット制御やゲ
ーム等のプログラミ
ング学習を行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

いわき
コンピ
ュー
タ・カ
レッジ 

いわきコンピ

ュータ・カレ

ッジ 

18 福祉体験活動 学校～施設での体
験を通じて地域社会
の一員としての自覚
を持っていただく。視
野を広げ人々とのふ
れあいを通して自己
の在り方や生き方を
考える機会とする。当
施設～高齢者福祉施
設や高齢者について
知っていただく機会
とする。 

依頼を受け、体験活
動の受入れ。（利用者
とのコミュニケーシ
ョン、レク活動、車い
す清掃など） 

中学校
３年生 

特別養
護老人
ホーム
せいざ
ん荘 

特別養護老人

ホームせいざ

ん荘 

19 職場体験活動 学校～福祉の仕事
の体験活動。福祉の仕
事の講義、質疑応答。
当施設～高齢者福祉
施設や高齢者につい
て知っていただく機
会とする。 

依頼を受け、体験活
動の受入れ。（福祉の
仕事の講義、利用者と
のコミュニケーショ
ン、レク活動、車いす
清掃など） 

中学校
３年生 

特別養
護老人
ホーム
せいざ
ん荘 

特別養護老人

ホームせいざ

ん荘 

20 福祉施設体験ツ

アー 

未来を担う子ども
たちが、福祉施設見学
や障がいがある方々
とのふれあい体験を
通して、他者への思い
やりの心を育むとと
もに、自分たちが住む
まちの福祉の現状な
どを理解し、今後の福
祉活動への積極的な
参加を図ることをね
らいとしている。 

①施設見学と体験(野
の花ホーム)・車椅子か
らベッドへの移乗・お
むつ交換など 

②レクリエーション
(体育館)・バレーボー
ル、バスケットボー
ル・車椅子体験 

③昼食(Ａ型つばさカ
フェ） 

④野菜の収穫体験（Ｂ
型かがやき)・きゅう
り、ナスなど 

⑤施設見学と訓練体
験・口腔体操体験・さ
き織り見学・ボールペ
ン組み立てなどの手
先を動かすトレーニ
ング体験 

小学校
４・５
年生 

法人内
施設 

社会福祉法人

いわき福音協

会 

21 海と山夏休み漁

業体験交流会 

漁船の乗船体験と
水産業の学習を通し
て、漁業と水産資源へ
の理解を深め、地場産
業の振興と地域の食
文化継承の重要性を
学ぶ機会を設ける。 

石川町と久之浜・大
久地区の子どもたち
と保護者等が、本市の
水産業の現状を学ぶ
とともに、漁船の乗船
体験を行う。 

小学生 

とその 

保護者 

等 

久之浜
漁港 

久之浜・大久

地域づくり協

議会 
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22 本社ならびに物

流センターの見

学 

いわきを拠点に、婦
人服において全国展
開する当社の本社な
らびに物流センター
（全国に１ヶ所）を見
学してもらい、いわき
市から全国に拡大し
た経緯や「モノ」の流
れを理解し、就業意識
の向上に役立てても
らいたい。 

小中学校や高校を
対象とした本社なら
びに物流センター見
学の受け入れを行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

㈱ハニ
ーズホ
ールデ
ィング
ス物流
センタ
ー 

(株)ハニーズ

ホールディン

グス 

23 犯罪非行の未然

防止のための学

校との連携事業 

薬物乱用防止や犯
罪非行防止の啓発・指
導を行い、犯罪少年を
生まない安全安心な
社会づくりに貢献す
る。 

薬物乱用の恐ろし
さや犯罪非行からの
更生、立ち直りの困難
さを周知し、また、Ｓ
ＮＳの安全・安心な使
用方法を映像や資料
等を使用した説明を
通し指導する。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

いわき
南地区
小中学
校 

いわき南地区

保護司会 

24 みんなで育てよ

う！オーガニッ

クコットン 

震災をきっかけと
していわき市を中心
に始められた「ふくし
まオーガニックコッ
トンプロジェクト」の
取り組みを、実際の栽
培体験を通して知る
ことで、自分たちの衣
服の原料について、環
境に配慮した暮らし
について、震災が地域
にもたらした影響に
ついて学ぶ機会とす
る。 

①種や栽培方法のマ
ニュアルを提供する
形でのコットン栽培
の実施             

②収穫したコットン
を使用しての糸紡ぎ
体験やコットンベイ
ブづくり教室の開催 

小学生 各小学
校 

特定非営利活

動法人 ザ・

ピープル 

 

25 いわきとつくば

を結ぶ「科学体

験キャンプ in

いわき」 

東日本大震災から
11 年が経過し、被災地
はまだ復興途上で、そ
こに住む子どもたち
も学習に不自由な状
況にあると思われる。
その子どもたちが１
日共に過ごすことで
お互いに親交しなが
ら、科学に関心を持
ち、理解を深めて、科
学者・技術者への夢を
もつこと期待して、科
学体験キャンプを行
う。講師スタッフは科
学の街つくばより、い
わき市へ出向いて科
学教室を開き子ども
たちと交流する。 

科学体験プログラ
ム 

小学校
４～６
年生 

いわき
海浜自
然の家 

特定非営利活

動法人 いわ

きクラブ 
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26 ユネスコ活動 ユネスコ憲章の精
神にのっとり、教育・
科学・文化を通じて、
国際理解と国際協力
を進め、世界の平和に
貢献し、あわせて地域
社会の向上に寄与す
ることを目的とする。 

ユネスコ世界寺子
屋運動、世界文化遺産
保護運動への協力を
重点活動目標とし、さ
らに青少年へのユネ
スコ精神啓発に努め
る。 
・青少年平和シンポジ
ウム：児童・生徒をパ
ネリストとして大人
との協議の中で意見
交換を行う。 
・ユネスコ出前授業：
平和授業を市内 12 小
学校（25学級）で実施 
・ユネスコ作文コンク
ール：小学生（５～６
年生）及び中学生を対
象として、平和などを
テーマとした作文コ
ンクールを実施する。 
・書き損じはがき回
収：回収した書き損じ
ハガキ等を換金して、
世界の学校に行けな
い子どもたちなどの
学びの支援を行う。 
・文化講演会（年２
回）：会員の視野の拡
大のため研修を行う。 
・SDGs（一人も残さな
い持続可能な未来を
つくる）研修会の開
催。 

小学生 

中学生 

文化セ
ンター 

いわきユネス

コ協会 

27 親子クッキング

教室 

親子がガスを使用
し、楽しみながら協力
し料理を作成するこ
とによって、親子の絆
を深め、食に対する大
切さと食材等を学ぶ
場として開催する。 

料理講師の説明指
導のもと、親子が料理
を作成、試食する。 

小学生
とその
保護者 

東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支社平事業所 

28 親子で体験クッ

キング 

親子が食材（野菜）
を収穫し、楽しみなが
ら協力して料理を作
成することによって、
親子の絆を深め、食に
対する大切さと食材
の旬を学ぶ場として
開催する。 

収穫した野菜を使
用し料理講師の説明
指導のもと、親子が料
理を作成、試食する。 

小学生
とその
保護者 

東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支社平事業所 

 

29 出張食育事業 希望があった市内
の小学校及び保育園
へ、料理講師と社員を
派遣し、家庭科授業時
に環境に優しく資源
を無駄遣いしない事、
また火を使用するこ
とに主眼を置いた調
理実習を行う。 

料理講師と当社社
員の説明指導のもと、
児童や園児親子と楽
しく学びながら料理
を作成、試食する。 

幼児 

小学生 

とその 

保護者 

各保育
園、各
小学校 

東部ガス福島

支社平事業所 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 文字に描く夢講

座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

物語を書くことに
興味がある人向けの
講座として、書くきっ
かけを作る入門コー
ス（１回／年）を実施
する。 

中学生 

高校生 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

２ 文章づくりのい

ろは 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

ジャンルを問わず、
文章創作の基本を学
ぶ初級編の講座。（年
１回（２日間）） 

中学生
以上 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

３ 芥川賞作家に学

ぶ小説講座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

プロの小説家の感
覚に触れることがで
きる本格的に小説を
書きたい人向けの上
級編の講座（年１回
（２日間）） 
 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

４ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

５ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。「ステップ２」
は、「はじめの一歩」で
学ぶ基礎知識のみに
とどまらず、次のステ
ップとして、舞台技術
に関わる市民の継続
的な人材育成を目的
に行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

  

３ 青年期の学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 生涯スポーツ振

興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

７ エイズ・性感染

症予防教育 

感染症予防及びＨ
ＩＶ抗体検査の普及
啓発を図り、若い世代
や同性愛者における
感染拡大防止を目的
とする。 

産婦人科医師又は
保健師による講話を
行う。 

中学生 
高校生 
大学生 
専門学
校生等 

－ 保健所総務課 

８ 次世代医療人材

育成事業 

地域の医療現場の
体験を通して、地域医
療の実情を知っても
らうとともに、医師・
看護師等の職業の重
要性について理解を
深め、地域医療従事者
を目指す中高生の育
成を図る。 

〇病院内の見学 

〇医療体験 

 ・点滴/採血トレーナ
ーを使用した採血体
験 

 ・縫合練習キットを
使 用 し た 縫 合 体 験 
など 

※参加者の募集や事
業内容については、県
市教育委員会と連携
して実施 

中学生 

高校生 

市内病
院 

 

地域医療課 

９ いわき市高校生

就職支援事業 

高校生のキャリア
形成に対する意識を
高め、就職に向けた意
識の向上と地域で働
く意識の醸成、就職後
の早期離職の減少を
図ることを目的とす
る。 

①いわきの“職”体感
ツアー 
②仕事人の話を聞い
てみよう 
③保護者向け説明会 
④高校生と保護者の
ための地元企業説明 

高校生
とその
保護者 

－ 商業労政課 

10 海の魅力！いわ

き浜っ子総合学

園事業 

風評等による本市
水産物の買い控えと、
魚離れが加速化して
いる子どもや学生等
の若い世代を対象に、
子供向けの体験実習
など各年代層に応じ
た事業を実施するこ
とで、本市の水産業や
「常磐もの」への理
解・関心を深め、魚食
普及を推進し、その姿
を広く情報発信する
ことにより、「常磐も
の」のイメージアップ
及び認知度向上を図
る。 

保育所・幼稚園児、
小・中学生等の各年代
に応じ、魚拓づくりや
魚のさばき方教室な
どの体験学習等を実
施。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

大学生 

－ 水産課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、青
少年に関するメニュ
ーを設け、団体等の要
請に基づき、出前講座
を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

12 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 

青少年を対象とし
て、多様な学習機会や
仲間づくりにつなが
る教室・講座等を開催
する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

13 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

14 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

18 歳以上の市民を
対象として、現代的課
題に関する学習機会
の提供をはじめ、市民
ニーズの高い講座等
を開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ サマーショート

ボランティアス

クール 

 市内の高等学校の
生徒の皆さんに、夏休
みを中心とした一定
期間、ボランティア活
動を体験する場を提
供することにより、自
分たちが住む地域社
会の福祉の現状や問
題を理解していただ
き、今後のボランティ
ア活動への積極的な
参加を促し振興を図
ることを目的として
いる。 

開校式・閉校式を含
め、市内の福祉施設や
ボランティア団体に
おいて５日間ボラン
ティア活動を行う。 

高校生 市内福
祉施設
等 

いわき市社会

福祉協議会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 年金セミナー 若いうちから公的
年金制度の意義や役
割を正しく理解して
いただき、制度の保証
が受けられないとい
ったことにならない
ように仕組みや手続
きを学んでいく。 

依頼のあった学校
へ赴き、年金制度の説
明を行う。 

中学生 

高校生 

大学生 

短大生 

専門学
校生 

各学校 日本年金機構 

平年金事務所 

３ きもの着付教室

の開催 

地域の方々に歴史
ある「きもの文化」を
知って頂き、日本の伝
統衣装の魅力を体験
して頂くと共に、着物
を通して世代を超え
たコミュニティを創
出する。 

着付教室の開催（着
付ばかりではなく、着
付を通して、着物の歴
史、日本の文化、マナ
ーを学ぶ。） 

一般市民 － ＮＰＯ法人 

きもの伝承会 

４ 高校生向けプロ

グラミング教室 

プログラミングに
対する興味・関心の向
上を図るための学習
機会を提供する。 

スマートフォンや
パソコン用アプリケ
ーション、ゲームのプ
ログラミング学習 

高校生 いわき
コンピ
ュー
タ・カ
レッジ 

いわきコンピ

ュータ・カレ

ッジ 

５ ビジネスプラン

作成サポート授

業 

日本政策金融公庫
が主催する『高校生ビ
ジネスプラン・グラン
プリ』への応募を通じ
て、実社会で求められ
る「自ら考え、行動す
る力」を養う。 

『高校生ビジネスプ
ラン・グランプリ』と
は？ 

活力ある日本を創り、
地域を活性化するた
めには、次世代を担う
若者の力が必要です。
実社会で求められる
「自ら考え、自ら行動
する力」を養うことの
できる企業教育を推
進することを目的に、
全国の高校生を対象
として行うビジネス
プランコンテストで
す。 

「出張授業」でビジ
ネスプラン作成のサ
ポート・アドバイスを
行う。 

高校生 各高校 株式会社日本

政策金融公庫

いわき支店 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

6 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 

 

芥川賞作家に学

ぶ小説講座 

 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

プロの小説家の感
覚に触れることがで
きる本格的に小説を
書きたい人向けの上
級編の講座（年１回
（２日間）） 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

２ 生涯スポーツ振

興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

  

４ 成人期の学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 

 

Society5.0 

Study 

Meeting 

 市では、人とモノ

が IoT でつながり、

必要な人に必要な情

報が届く社会 

“Society5.0” の実

現に向け、AI・RPA

等を活用した地域社

会・行政の DX 推進

や MaaS 等の次世代

モビリティサービ

ス、Iot を活用したス

マートライフの推進

など、様々な取組み

を実施しており、今

後、これらの取組み

を強化しながら、市

全体におけるスマー

トシティの推進を図

っていく。 

 市全体での

Society5.0 実現に係る

取組みの更なる強

化・深化や、

Society5.0 を牽引する

人材の発掘・育成に

向け、新たなデジタ

ル技術のトレンドや

事例に関する理解を

深めるとともに、地

域のネットワークづ

くりを目的とした勉

強会「Society5.0 

Study Meeting」を開

催する。 

・市職員または連携協

定締結企業の社員等

を講師に、テーマに基

づく講義・講演を聴

講。 

・講義、講演内容に対

する質疑応答や、講

師・参加者相互の意見

交換を実施。 

：セミナーとワークシ

ョップのハイブリッ

ド方式 

市職員

のほ

か、市

と連携

協定を

締結し

ている

企業や

商工会

議所・

経済同

友会に

加盟す

る事業

所社

員、青

年会議

所等の

地域団

体の会

員等を

対象 

会場・

オンラ

イン併

用開催 

スマート 

社会推進課 

４ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

５ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。「ステップ２」
は、「はじめの一歩」で
学ぶ基礎知識のみに
とどまらず、次のステ
ップとして、舞台技術
に関わる市民の継続
的な人材育成を目的
に行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 子育てコンシェ

ルジュサービス 

子ども及びその保
護者、妊娠している方
等がそのニーズに基
づき、幼稚園・保育所
等の教育・保育施設
や、一時預かり、放課
後児童クラブ等の地
域の子育て支援事業
等を円滑に利用でき
るよう、必要な支援を
行う。 

「窓口」「電話」「訪
問」での相談・支援を
行う。 

①保育所、幼稚園、認
定こども園などの施
設の利用案内 

②一時預かり、延長保
育、放課後児童クラブ
等の子育てサービス
の利用案内 

③子育てに関する相
談 など 

乳幼児
とその
保護者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こどもみらい

課 

７ プレママ・プレ

パパクラス 

妊婦が安心して妊
娠・出産時期を過ごす
ことができ、夫婦相互
協力のもと、出産・子
育て時期を迎える準
備ができる。 

プレパパの妊婦模
擬体験・助産師の講話
及び実技・妊娠期の口
腔ケア・栄養士の講
話・沐浴体験・おむつ
交換体験・産後の子育
て支援情報の提供等 

初妊婦
とその
夫 

－ こども家庭課 

８ 母子保健コンシ

ェルジュサービ

ス 

 妊娠期から子育て
期にわたる妊娠・出
産・子育てに関する
様々な不安や悩みに
対し、専任の保健師等
が相談対応、適切なサ
ービスにつなげるこ
とにより、育児不安や
虐待予防に寄与する。 

・母子保健や育児に対
する総合的な相談対
応、サービス案内 

・親子健康手帳の交付 

・子育て応援プランの
作成・配布 

・利用者や関係機関と
の連絡調整等 

妊産婦 

乳幼児
を抱え
る保護
者 

各地区
保健福
祉セン
ター 

こども家庭課 

９ 母子健康相談 こどもの発育発達
の確認や個々の育児
相談に応じ、育児不安
の解消と母親同士の
交流を図る。 

身体計測 

保健師、栄養士、歯科
衛生士、心理判定員に
よる個別相談 

乳幼児
とその
保護者 

－ こども家庭課 

10 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 － 

 
こども家庭課 

11 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、一
般メニューを設け、市
民の要請に基づき、出
前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

12 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

成人を対象として、
一般教養や歴史、生活
課題、現代的課題等に
対応した教室・講座等
を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

13 いわき市青少年

育成市民会議 

地域の子どもは地
域で守り育てるとの
視点のもと、市内に 13
の地区推進協議会と
24の支部を設け、市民
および地域総ぐるみ
で青少年の健全育成
を図る。 

市全体として、メデ
ィア指導員の育成と
活用、子育て学習会を
実施する。また、各地
区、各支部がそれぞれ
の特色を活かした体
験学習や交流事業、見
守り活動等を実施し、
子どもたちの健全育
成を図る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育関
係者 

－ 生涯学習課 

14 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

現代的課題に関す
る学習機会の提供を
はじめ、市民ニーズの
高い講座・教室の開
催、人材育成事業を実
施する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 絵本講座の開催 家庭あるいは公共
施設における絵本読
みきかせの促進を図
る。 

絵本読みきかせの
理論と実技の指導を
行う。 

一般市民 公民館 

生涯学
習プラ
ザ 

いわき絵本と

朗読の会 

２ 朗読講座の開催 ①朗読する力の育成、
②説得する力あるい
は物事を伝える力の
育成（声に出して読
む・聞かせることの有
意性を実感させる） 

朗読実技の指導を
行う。 

小学生 
中学生 
一般市民 

小中学
校、生
涯学習
プラザ
等 

いわき絵本と

朗読の会 

３ きもの着付教室

の開催 

地域の方々に歴史
ある「きもの文化」を
知って頂き、日本の伝
統衣装の魅力を体験
して頂くと共に、着物
を通して世代を超え
たコミュニティを創
出する。 

着付教室の開催（着
付ばかりではなく、着
付を通して、着物の歴
史、日本の文化、マナ
ーを学ぶ。） 

一般市民 － ＮＰＯ法人 

きもの伝承会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育応

援企業の募集 

・家庭教育を推進する
ための環境づくりに
取り組む企業等を募
集し、資料の提供、運
営のアドバイス、講師
の紹介等の支援を行
い、地域の家庭教育の
推進を働きかける。 

・家庭教育の推進に関
する下記の取組を実
施する企業等を募集
する。 

１職場の家庭教育推
進 

２生活習慣を向上さ
せる取組 

３学校行事への参加
促進 

４職場見学・体験の実
施 

５地域行事への協力・
支援 

企業・
事務所
等に従
事する
経営者
及び職
員 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

５ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 親子の学び

応援講座 

いわき地域におけ
る家庭教育を推進す
るため、モデル連合Ｐ
ＴＡ校を設置して、
「親子の学び応援講
座」を開催し、親の学
び・家庭での実践活動
を支援する。 

モデル連合ＰＴＡ
校の児童・生徒の実態
や、学校・地域の課題
に合わせて、講座内容
を検討し実施する。 

小学生 

中学生 

保護者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

６ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育支

援者域別研修 

地域の課題を受け、
その解決に向けた研
修会を行うとともに、
地域の家庭教育支援
者の実践力を高める。 

講義や演習を中心
に行い、受講者が支援
活動に活かすことが
できるようにする。 

受講者同士の交流
が図られる実践的な
内容とする。 

家庭教
育支援
者 

小学生 

中学生
の保護
者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

7 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

8 創業セミナー～

新たな事業を始

めるみなさまに

～ 

操業を考えている
が、何から手を付けれ
ばよいかわからない
方、これから具体的な
計画を練ろうとして
いる方などを対象に
操業に必要な知識や
情報、事業計画や資金
計画の立て方などを
わかりやすく解説。不
安や準備不足を解消
する。 

講師を派遣する。 成人 － 株式会社日本

政策金融公庫

いわき支店 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 芥川賞作家に学

ぶ小説講座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

プロの小説家の感
覚に触れることがで
きる本格的に小説を
書きたい人向けの上
級編の講座（年１回
（２日間）） 
 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

２ 生涯スポーツ振

興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

３ いわき市シルバ

ーリハビリ体操

事業 

市民自らが体操指
導士となり、地域の高
齢者等を対象にシル
バーリハビリ体操の
普及と体操の実践・指
導を行うことで、介護
予防意識の要請と高
齢者の社会参加、生き
がいづくり活動の推
進を図る。 

①シルバーリハビリ
体操指導士の養成 

②シルバーリハビリ
体操指導士の派遣調
整 

高齢者 － 地域包括ケア

推進課 

５ 高齢期の学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ いきいきシニア

ボランティアポ

イント事業 

高齢者の自主的な
介護予防活動活動及
び地域福祉活動等を
奨励・支援するため、
市が指定するボラン
ティア活動等に参加
した高齢者にポイン
トを付与し、当該ポイ
ントを商品等に還元
することにより、高齢
者の社会参画の促進
と介護予防を推進す
ることを目的とする。 

市が指定する活動
を概ね１時間行うこ
とで１ポイントを付
与し、ポイント数に応
じて商品と交換でき
るもの。（１日の上限
は２ポイント・年間の
上限は 50ポイント） 

65歳以
上のい
わき市
民 

－ 地域包括ケア

推進課 

５ シルバーピアー

ド（高齢者スポ

ーツ大会）補助

事業 

スポーツを通じて
健康増進を図るとと
もに、相互の親睦交流
を深めることを目的
とする。 

市内の老人クラブ
の会員を対象に運動
会を開催する。 

高齢者 総合体
育館 

介護保険課 

６ 「知恵と技の交

歓教室」補助事

業 

高齢者と若い世代
（幼児・子供等）が一
堂に会し、伝承活動
（昔の遊び・遊具作り
など）を通じて互いに
話し合い、ふれあいな
がら、相手に対する理
解を深め、高齢者と若
い世代が共に仲良く
暮らしていける地域
社会の実現を目指す
ことを目的とする。 

市内の幼稚園・保育
園・小学校・集会所・
公民館及び公共広場
を利用し、次のような
取組みを実施する。 

実施：いわき市老人ク
ラブ連合会 

○伝承遊具作りと遊
び方指導（竹細工・藁
細工・紙細工・手芸） 

○餅つき大会・料理教
室（餅つきやすいとん
を作り会食） 

○スポーツを通じ児
童と交流（グラウンド
ゴルフ・ゲートボー
ル・クロリティ・輪投
げ等） 

幼児 
小学生 
高齢者 

各小学
校等 

介護保険課 

７ 輝く年輪パワー

発表会（シルバ

ーフェア） 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公開展示する機会
（創作展）や、サーク
ル活動等を通して学
んだ民謡や舞踊など
を発表する機会（芸能
祭）を通して、高齢者
の制作意欲の向上と
積極的な社会参加を
促し、高齢者のいきが
いづくりを支援する。 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公募・公開展示し、
優秀作品等を表彰す
る（いわき市老人クラ
ブ連合会に委託）。 

高齢者 文化セ
ンター 

 

介護保険課 

８ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、高
齢期の生活等に役立
つ学習メニューを設
け、市民の要請に基づ
き、出前講座を実施す
る。 

一般市民 － 生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

９ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

高齢者を対象とし
て、一般教養や歴史、
生活課題、現代的課題
等に対応した教室・講
座等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

10 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

現代的課題に関す
る学習機会の提供を
はじめ、市民ニーズの
高い講座・教室の開
催、人材育成事業を実
施する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ つどいの場 高齢者相互の交流
と介護予防及び心身
の健康保全を図る 

・シルバーリハビリ体
操 月１回実施（指導
士２名） 

・各種学習講座や講話 
月１回実施 

高齢者 白水上
代集会
所 

白水地区を元

気にする会 

2 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 
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第２節 生活課題に関する学習の推進 
 少子高齢化、高度情報化、そして人口減少社会の到来など、社会状況の大きな変化は、地域や家

庭、私たちの暮らしの中にも変化を及ぼし、それに伴い新たな学習課題が生まれてきています。そ

して、各人がより豊かな人生を送るためには、それら生活課題に対応した学習を通して、課題解決

や自己実現を図っていく必要があります。 

このため、権利や義務に関する学習をはじめ、男女共同参画、福祉、消費生活、交通安全、防火・

防災、趣味・教養等に関する学習機会の整備に努めるとともに、市民の多様で高度な学習ニーズに

応える市民大学の充実に努め、生活課題に関する学習の推進を図ります。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市民後見人養成

講座 

 成年後見人等受任
者不足に対応する一
つの方法として市民
後見人を養成する講
座を実施し、新たな後
見人の育成を図る。 

 また、新たな権利擁
護の担い手としても
活躍を期待するとこ
ろであり、積極的に養
成し、もって地域福祉
の推進を図る。 

成年後見人等受任
に関する基礎知識の
習得等 

20歳以
上 70
歳未満
の方 

文化セ
ンター 

保健福祉課 

２ 要保護児童対策

地域協議会 

要保護児童及びそ
の保護者に関する情
報その他要保護児童
の適切な保護を図る
ために必要な情報の
交換を行う。 

要保護児童の適切
な保護を図るために
必要な情報の交換、支
援の内容を検討する。 

関係機
関職員 

－ こども家庭課 

３ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、権
利や義務に関する学
習メニューを設け、市
民の要請に基づき、出
前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

４ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

権利・義務に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

 

 

１ 権利・義務に関する学習 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 年金セミナー 若いうちから公的
年金制度の意義や役
割を正しく理解して
いただき、制度の保証
が受けられないとい
ったことにならない
ように仕組みや手続
きを学んでいく。 

依頼のあった学校
へ赴き、年金制度の説
明を行う。 

中学生 

高校生 

大学生 

短大生 

専門学
校生 

各学校 日本年金機構 

平年金事務所 

２ 出前講座 法務局で取り扱っ
ている業務を広く周
知すると共に、各制度
の意義を市民の皆様
に理解していただき、
積極的に各制度を活
用していただくこと
を目的とする。 

相続登記手続きや
法定相続情報証明制
度の内容に関する講
義を実施する。 

一般市民 － 福島地方法務

局 

３ 人権教室 いじめ等について
考える機会を作るこ
とによって、子どもた
ちが相手への思いや
りの心が生命の尊さ
を学ぶこと等を目的
とする。 

毎年年度末に、教室
開催の申し込みを各
学校から募集し、学校
の要望をふまえて、人
権擁護委員が学校を
訪問して人権に関す
る教室を実施する。 

小学生 

中学生 

各学校 いわき人権擁

護委員協議会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 男女共同参画の

日事業 

 男女共同参画につ
いての理解と関心を
深め、男女が共に社会
のあらゆる分野の活
動に自ら積極的に参
画する意欲を高める
ことを目的とする。 

 毎年 11 月の第２日
曜日の「男女共同参画
の日」にトークショー
や市民参加型イベン
ト等を実施する。 

一般市民 － 男女共同参画

センター 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に。男
女共同参画に関する
学習メニューを設け、
市民の要請に基づき、
出前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

男女共同参画に関
する教室・講座等を開
催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

２ 男女共同参画社会に関する学習 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき・ふれあ

い・ふくし塾 

 できるだけ多くの
市民が福祉の問題に
関心を持ち、福祉の心
を育み、ふくし塾受講
後に、ボランティア活
動や地域福祉活動等
の福祉のまちづくり
に参加する市民を育
成することを目的と
する。 

 福祉に関する講義
及び障害者施設等で
の課外活動による実
践的学習を行う。 

市内に
居住、
または
通勤、
通学し
ている
方で福
祉に関
心があ
る方 

－ 保健福祉課 

２ 音訳奉仕者養成

講習会 

 視覚障がいのある
方に音声情報（新聞、
雑誌、文芸図書等を音
声に変えたもの）の提
供を行う音訳奉仕者
として活動できる方
を養成する。 

 音訳（朗読・機器操
作）の基礎訓練を行
う。 

高校生
を除く
18歳以
上の本
市に居
住、通
勤して
いる方 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

障がい福祉課 

３ 手話講習会  聴覚障がいや音声
言語機能障がいがあ
る方のコミュニケー
ションを円滑にする
ための手話通訳奉仕
員として活動できる
方を養成する。 

 初歩的な手話の学
習から手話基本文法
を学ぶ。 

高校生
を除く
18歳以
上の本
市に居
住、通
勤して
いる方 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

障がい福祉課 

４ 点訳者養成講習

会 

 視覚障がいのある
方に日常生活情報等
の点訳を行う点訳者
として活動できる方
を養成する。 

 基礎的な点訳の学
習を行う。 

高校生
を除く
18歳以
上の本
市に居
住、通
勤して
いる方 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

障がい福祉課 

５ 要約筆記者養成

講習会 

 中途失聴者等に対
し、会話や講演会の内
容を文字に換えて伝
える要約筆記者とし
て活動できる方を養
成する。 

 初歩的な要約筆記
訓練を行う。 

高校生
を除く
18歳以
上の本
市に居
住、通
勤して
いる方 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

障がい福祉課 

３ 地域における福祉に関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ オレンジカフェ

以和貴 

認知症の方とその
家族等が、認知症によ
って生じた生活の変
化・混乱・漠然とした
不安感等を、同じ立場
の方と共有、共感する
ことで解消すること
ができ、専門職等の配
置により最初の相談
窓口として適切なケ
アに結び付けること
ができるほか、地域住
民の交流の場を創出
することで、認知症の
正しい知識の普及啓
発を図り、認知症の方
とその家族を地域で
支える体制の構築を
目的とする。 

専門職による相談 

家族介護者同士の交
流 

運動等のレクリエー
ション 

認知症に関する知識
の普及啓発 

一般市民 － 地域包括ケア

推進課 

７ いわき市シルバ

ーリハビリ体操

事業 

市民自らが体操指
導士となり、地域の高
齢者等を対象にシル
バーリハビリ体操の
普及と体操の実践・指
導を行うことで、介護
予防意識の要請と高
齢者の社会参加、生き
がいづくり活動の推
進を図る。 

①シルバーリハビリ
体操指導士の養成 

②シルバーリハビリ
体操指導士の派遣調
整 

高齢者 － 地域包括ケア

推進課 

８ つどいの場創出

支援事業 

市が介護予防に資
すると判断する地域
住民が主体的に運営
するつどいの場を地
域の実情に応じて充
実させ、人と人とのつ
ながりを通じて、参加
者やつどいの場が継
続的に拡大していく
ような地域づくりを
推進することを目的
とする。 

高齢者の集まるつ
どいの場について、コ
ーディネーターを各
圏域に配置して運営
をサポートするとと
もに、新たなつどいの
場の立上げを支援す
る。また、活動に対し
て補助金を交付する。 

高齢者 － 地域包括ケア

推進課 

９ いきいきシニア

ボランティアポ

イント事業 

高齢者の自主的な
介護予防活動活動及
び地域福祉活動等を
奨励・支援するため、
市が指定するボラン
ティア活動等に参加
した高齢者にポイン
トを付与し、当該ポイ
ントを商品等に還元
することにより、高齢
者の社会参画の促進
と介護予防を推進す
ることを目的とする。 

市が指定する活動
を概ね１時間行うこ
とで１ポイントを付
与し、ポイント数に応
じて商品と交換でき
るもの。（１日の上限
は２ポイント・年間の
上限は 50ポイント） 

65歳以
上のい
わき市
民 

－ 地域包括ケア

推進課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

10 輝く年輪パワー

発表会（シルバ

ーフェア） 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公開展示する機会
（創作展）や、サーク
ル活動等を通して学
んだ民謡や舞踊など
を発表する機会（芸能
祭）を通して、高齢者
の制作意欲の向上と
積極的な社会参加を
促し、高齢者のいきが
いづくりを支援する。 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公募・公開展示し、
優秀作品等を表彰す
る（いわき市老人クラ
ブ連合会に委託）。 

高齢者 文化セ
ンター 

 

介護保険課 

11 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 － 

 
こども家庭課 

12 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、福
祉に関する学習メニ
ューを設け、市民の要
請に基づき、出前講座
を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

13 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

福祉に関する教室・
講座等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ おしゃべりカフ

ェ「コスモス」 

ＤＶ被害者、人権侵
害被害女性達の居住
地域での孤立を防ぐ
とともに、地域からの
理解を深め、人や社会
とのつながりをつく
る。 

ひとり暮らしの女性
達や震災からの被災
女性の孤立を防ぐ。 

前半は参加者の気
持ちをときほぐすた
めのお楽しみ企画を
実施する。 

後半はテーマを決め
ての話し合いをする。 

成人 

高齢者
の女性 

文化セ
ンター
等 

NPO 法人 

いわきふれあ

いサポート 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ サマーショート

ボランティアス

クール 

 市内の高等学校の
生徒の皆さんに、夏休
みを中心とした一定
期間、ボランティア活
動を体験する場を提
供することにより、自
分たちが住む地域社
会の福祉の現状や問
題を理解していただ
き、今後のボランティ
ア活動への積極的な
参加を促し振興を図
ることを目的として
いる。 

開校式・閉校式を含
め、市内の福祉施設や
ボランティア団体に
おいて５日間ボラン
ティア活動を行う。 

高校生 市内福
祉施設
等 

いわき市社会

福祉協議会 

３ 青少年福祉体験

学習 

福祉への関心と理
解を深め、共に生き、
支え合う心を育むこ
とを目的とする。 

・高齢者疑似体験 

・車椅子体験 

・聴覚障がいに関する
理解と手話体験 

・視覚障がいに関する
理解と点字体験 等 

小学校
４年生
～中学
校３年
生 

高校生 

各学校 いわき市社会

福祉協議会 

４ 視覚障がい者サ

ポーター講座 

視覚障害に関する
知識、技術を学ぶ。 

眼科医による眼科
概論 

当事者の心理 

サポート実習など 

成人 － 視覚障害者サ

ポートグルー

プゆかり（縁） 

５ 介護施設の慰問 介護施設等の慰問
をし、踊りを通じて社
会に貢献することを
目的とする。 

介護施設へ慰問し、
踊りを通じて楽しん
でいただく。 

高齢者 － 雅の会 

６ 慰問 出向く先々での笑
顔に会うためと、自分
たちの健康のため。 

毎月、老人ホームへ
の慰問を行う。 

高齢者 － ボランティア

秋桜会 

７ しらゆり祭（文

化祭） 

地域の人々に看護
について関心を持っ
てもらうため、一般公
開として交流の機会
とする。 

 

 

看護紹介、血圧測
定、手浴、ハンドマッ
サージ、バザー、学校
紹介等 

一般市民 松村看
護専門
学校 

松村看護専門

学校 

８ サンアビスポー

ツ塾 

障がい者スポーツ
を通して、障がい者の
健康増進、社会参加、
コミュニケーション
の場として、健常者に
は、障がい者スポーツ
を通し、障がい者理
解、障がい者スポーツ
への理解を深めるこ
とを目的とする。 

障がいの程度、体力
などに合わせた、障が
い者スポーツの場を
提供する。 

市内在
住の身
体、知
的、精
神障が
い者 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ 

いわきサン・

アビリティー

ズサポーター

ズクラブ 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

９ 養成講習会 視覚障がい者のた
めの点訳奉仕者育成
をする。 

点字の基礎を学び、
パソコン点訳ができ
るように養成する。 

高校生
を除く
18歳以
上の本
市に居
住、通
勤して
いる方 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

いわき点訳グ

ループ 

10 音訳奉仕者養成

講習会 

視覚障がい者に情
報を声にして届ける
ためには、正しく、聞
き取りやすく、速やか
に音声にしなければ
ならない。 

また、録音されたも
のをＣＤにする技術
も必要となる。 

養成講習会では音
訳と機器講習を学び、
視覚障がい者の目の
代わりとして墨字情
報を利用者に伝える
ことを目的とする。 

１年目は初級編（10回
程度） 
基本的な読み方の技
術を学ぶ。また、ＤＲ
－１を使い、録音技術
を学ぶ。 

２年目は中級編（10回
程度） 
図・表・写真などを説
明する技術を学ぶ。ま
たパソコンを使い編
集する技術も学ぶ。 

音訳の講師には、全国
視覚障がい者情報提
供施設協会公認講師
を東京から来ていた
だいている。 

成人 いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ等 

いわき声の奉

仕グループ 

11 福祉事業所見学

の受け入れ 

当該施設は障がい
のある方々が市民の
皆さんから提供され
た古着を工業用ウエ
スに加工して、地域の
会社（精密加工、鉄工
所（自動車関係等））で
役立ててもらってい
る。作業を通して、仲
間意識や生産力アッ
プを目指して、地域で
豊かに暮らしていけ
ることを目標として
いる。 

古着を再利用して
工業用ウエスをつく
る工程の見学を行う。 

一般市民 特定非
営利活
動法人
ワーク
ショッ
プあい
あい 

特定非営利活

動法人 ワー

クショップあ

いあい 

12 福祉体験活動 学校～施設での体
験を通じて地域社会
の一員としての自覚
を持っていただく。視
野を広げ人々とのふ
れあいを通して自己
の在り方や生き方を
考える機会とする。当
施設～高齢者福祉施
設や高齢者について
知っていただく機会
とする。 

依頼を受け、体験活
動の受入れ。（利用者
とのコミュニケーシ
ョン、レク活動、車い
す清掃など） 

中学校
３年生 

特別養
護老人
ホーム
せいざ
ん荘 

特別養護老人

ホームせいざ

ん荘 

13 職場体験活動 学校～福祉の仕事
の体験活動。福祉の仕
事の講義、質疑応答。
当施設～高齢者福祉
施設や高齢者につい
て知っていただく機
会とする。 

依頼を受け、体験活
動の受入れ。（福祉の
仕事の講義、利用者と
のコミュニケーショ
ン、レク活動、車いす
清掃など） 

中学校
３年生 

特別養
護老人
ホーム
せいざ
ん荘 

特別養護老人

ホームせいざ

ん荘 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

14 法人内各事業所

のお祭り 

法人内の各事業者
がある地域の方々、ボ
ランティア参加をし
てくださる、学生、児
童、とその保護者との
交流の場を設け、施
設・障がい者への理
解、協力の促進を図
る。 

各事業所における
お祭り。（ボランティ
アによる、ダンス、音
楽演奏、中学生等によ
る吹奏楽、地域の方、
施設保護者会の協力
による模擬店の出店
等） 

一般市民 いわき
学園等 

社会福祉法人

育成会 

15 社会福祉法人育

成会講演会 

毎年、その時々の知
的障害者福祉を取り
巻く環境に即した講
師による講演会を開
催し、知的障害者支援
の在り方、支援の重要
性と意義の考察を深
めることを目的とす
る。 

法人内関係者に加
え、いわき市内の大
学・短大及び特別支援
学校の生徒、職員、県
内障害福祉関連事業
所の関係者、いわき市
障がい福祉課等行政
関係者を対象とし、法
人が実施する講演会。 

一般市民 ハワイ
アンズ
ラピー
タ等 

社会福祉法人

育成会 

16 オープンハウス

（病院見学会） 

地域の皆様や患者
様に、当院の果たして
いる役割や機能につ
いて、ご理解を深めて
頂くこと、また、身体
的・精神的な癒やしを
提供することを目的
とする。 

診療の内容や実績
等をパネル展示や体
験コーナーを設置し、
紹介する。 

一般市民 独立行
政法人
労働者
健康安
全機構
福島労
災病院 

独立行政法人

労働者健康安

全機構 福島

労災病院 

17 福祉施設体験ツ

アー 

未来を担う子ども
たちが、福祉施設見学
や障がいがある方々
とのふれあい体験を
通して、他者への思い
やりの心を育むとと
もに、自分たちが住む
まちの福祉の現状な
どを理解し、今後の福
祉活動への積極的な
参加を図ることをね
らいとしている。 

①施設見学と体験(野
の花ホーム)・車椅子か
らベッドへの移乗・お
むつ交換など 

②レクリエーション
(体育館)・バレーボー
ル、バスケットボー
ル・車椅子体験 

③昼食(Ａ型つばさカ
フェ） 

④野菜の収穫体験（Ｂ
型かがやき)・きゅう
り、ナスなど 

⑤施設見学と訓練体
験・口腔体操体験・さ
き織り見学・ボールペ
ン組み立てなどの手
先を動かすトレーニ
ング体験 

 

 

小学校
４・５
年生 

法人内
施設 

社会福祉法人

いわき福音協

会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 親子で学ぶ消費

生活講座 (親子

教室） 

小学生及びその保
護者に消費生活に係
る学習機会を提供す
ることで、消費生活へ
の関心を高めるとと
もに、かしこい消費者
になるための意識醸
成を図る。 

小学生とその保護
者が一緒に参加する
講座や実験等を行う。 

小学校
４～６
年生と
その保
護者 

生涯学
習プラ
ザ 

消費生活セン

ター 

２ 消費者教育推進

事業 

消費者としての合
理的な意思決定力、被
害・危険の認識や回
避、また被害に遭った
場合の対処方法など、
確かな知識と能力を
身につけたうえで、そ
れぞれが「消費者市民
社会」の一員として行
動できる「自立した消
費者」を育成する。 

①消費者教育推進講
座 

②小・中学校用副読本
の配付 

③教本（成人用）の配
付 

一般市民 学校、
公民館
等 

消費生活セン

ター 

3 食の子ども探険

隊（一日食品衛

生監視員体験）

実施事業 

 小学生（高学年）を

対象に、食の安全を確

保するための行政の

取り組みや、大型小売

店（スーパーマーケッ

ト）における、食品の

衛生的取扱いに対す

る取り組みを確認し

てもらいながら、食品

衛生に関する知識の

醸成を目的とする。 

 普段は立入ることが

できない、大型小売店

（スーパー）のバックヤ

ードへ保健所職員とと

もに立入り、食品事業者

がどのように食の安全

に取り組んでいるのか、

どのようにして消費者

に安全・安心な食品を届

けているのかを実際に

見て、聞いて体験をする

ことで、食品の安全性に

ついて考え、自主的に食

の安全・安心の確保に取

り組む姿勢を育むこと

を目的とし、一日食品衛

生監視員体験会を開催

する。 

小学生 

５～６ 

年生 

イオン

いわき

店 

保健所生活衛

生課 

4 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、消
費生活に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

5 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 消費生活に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 消費生活に関する学習 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ フードバンクを

知るための学習

会 

本会では食品廃棄
物削減並びに生活困
窮者支援の目的で、
「フードバンクいわ
き」の運営を行ってい
る。身近な生活の中で
食品廃棄物がどのよ
うに生まれているの
かを知る機会を設け
るとともに、各人の生
活の中でできる消費
行動の見直し、生活困
窮者支援ボランティ
ア活動の実践例とし
てフードバンク事業
について広く学んで
もらう機会を設ける。 

直近のデータに基
づく食品廃棄物の現
状に関する講話。 

「フードバンクい
わき」支援事例に基づ
くフードバンク事業
の概要説明と、いわき
での生活困窮者の状
況報告。 

実際に各人の家庭
から食品廃棄物を出
さないようにするた
めの工夫を考えるワ
ークショップ。 

一般市民 市内公
共施設 

特定非営利活

動法人ザ・ピ

ープル 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、交
通安全に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

２ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

交通安全に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 交通安全教室 交通事故防止と交
通安全意識の高揚 

福島県警の協力を
得て、横断歩行のシミ
ュレーションを体験
する。 

自治会
役員 

高齢者 

若葉台
集会所 

若葉台自治会 

 

 

 

５ 交通安全に関する学習 



 第６章 学習機会の整備 ２ 生活課題に関する学習の推進  

- 119 - 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき震災伝承

みらい館運営事

業 

東日本大震災でい
わきが経験した震災
の記憶や教訓を風化
させず、確実に後世へ
と伝えていくことに
より、災害に対する危
機意識及び防災意識
の醸成等を図ってい
く。 

自らの体験を通し
て、震災の記憶や教訓
を生の声で伝える震
災語り部による震災
講話の実施や、市内小
中学校が行う校外学
習及び被災地視察、教
育旅行等への語り部
の派遣に係るマッチ
ング等、コーディネー
トに取り組む。 

小・中学生 

一般市民 

いわき
震災伝
承みら
い館 

いわき震災伝

承みらい館 

２ いわき震災伝承

みらい館防災・

減災教育推進モ

デル事業 

いわき震災伝承み
らい館の教育機能を
活用し、震災の記憶や
教訓などについて本
市の中学生に学習す
る機会を広く提供す
ることで、災害に対す
る危機意識や防災意
識を高め、「防災・減災
教育」の推進に寄与す
ることを目的とする
ものです。 

学習活動として来
館を希望する学校を
対象に、学校が手配す
るバスの借上げ費用
を助成するとともに、
次の教育項目を組み
合わせた学習プログ
ラムを提供します。 

・ 館内展示室等の展
示物の見学（防災グッ
ズ等に触れて学ぶハ
ンズオン展示、防災を
学ぶタッチパネル展
示等） 

・ 各種防災教育 DVD

の視聴 

・ 館内の展示物から
震災の理解を深める
学習シートの提供（事
前または入館時配布） 

・ 語り部による震災
講話※バスガイド形
式等での実施も可能 

モデル事業として令
和８年度まで（５年
間）実施し、その後に
ついては実績を検証
したうえで実施方法
を検討します。 

本事業の取組みは市
内中学校と情報共有
します。 

中学生 いわき
震災伝
承みら
い館 

いわき震災伝

承みらい館 

３ 河川洪水ハザー

ドマップ作成事

業 

水害に対する日頃
からの理解や備えな
ど、防災意識の向上を
図り、水害時の的確な
避難行動につなげる。 

・ハザードマップを作
成・配布し、お住いの
地域の浸水想定区域
や避難所を知っても
らう。 

・出前講座等を通じ
て、河川洪水ハザード
マップの見方や利用
方法を説明し、洪水時
の心構えや対処方法
について理解を深め
てもらう。 

一般市民 － 河川課 

６ 防火・防災・救急活動に関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 流域治水の推進 河川流域のあらゆ
る関係者が協働し、水
害を軽減させる取り
組みである「流域治
水」について、理解を
深めてもらうことで、
防災意識の向上及び
流域治水の推進を図
る。 

出前講座等を通じ
て、「流域治水」の概要
や取り組み事例等を
説明し、現在の治水対
策について理解を深
めてもらう。 

一般市民 － 河川課 

５ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、防
火・防災・救急活動に
関する学習メニュー
を設け、市民の要請に
基づき、出前講座を実
施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

６ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

防火・防災・救急活
動に関する教室・講座
等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

７ 少年少女の消防

署体験入隊 

消防業務の体験を
通し、消防業務に対す
る理解を深めると共
に、火災予防及び災害
から身を守るための
方法を学習する。 

講話及び消防体験 小学校
６年生 

いわき
市消防
本部ほ
か 

消防本部予防

課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 防災訓練 春：救護、救急訓練 

秋：初期消火訓練 

常磐消防署の協力
を得て、救護、救急及
び消火の実際を体験
する。 

自治会
役員 

高齢者 

若葉台
集会所 

若葉台
北公園 

若葉台自治会 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 美術館教育普及

事業 

多様な美術や芸術
文化を身近に体験す
ることで親しみと理
解を深める機会を提
供し、日常的にアート
を楽しむこと、活用す
ることへの興味や関
心を促す。 

企画展や所蔵作家・
作品に関連させた講
演会やギャラリート
ーク、所蔵作家などに
よるワークショップ、
実技講座、公開制作、
移動美術館（アートキ
ャラバン）、多様な表
現を身近に感じられ
るコンサートやパフ
ォーマンスなど 

一般市民 いわき
市立美
術館等 

いわき市立美

術館 

  

７ 趣味・教養に関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 親子ものづくり

教室 

技能職と市民との
ふれ合いの場を提供
することにより、もの
づくりの大切さや面
白さを実感してもら
う。 

各職種による親子
ものづくり教室 

①親子木工工作教室 

②タイルチップ工作
親子教室 

③親子左官工作教室 

小学生
とその
保護者 

共同職
業訓練
センタ
ー 

商業労政課 

 

３ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、趣
味・教養に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

４ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

一般教養に関する
教室・講座等を開催す
るとともに、人生を豊
かにするための趣味
に関する学習機会も
設ける。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

５ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

一般教養に関する
教室・講座等を開催す
るとともに、人生を豊
かにするための趣味
に関する学習機会も
設ける。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

６ いわき市暮らし

の伝承郷事業 

地域の文化伝承と
生涯学習活動の拠点
として、伝統的民家・
民具・生活・行事など
の保存・継承を図ると
ともに、市民に気軽に
体験・学習していただ
くため各事業を開催
する。 

 常設展、企画展、伝
承郷講座、キッズ民話
語り部教室のほか、竹
馬やケン玉といった
昔遊び、収穫祝いの餅
つきなど、世代を問わ
ず楽しみながら先人
の知恵を体験し、地域
文化を伝承する事業
を実施する。また、市
民による展示会の開
催やガイドボランテ
ィアによるガイドを
実施する。 

一般市民 いわき
市暮ら
しの伝
承郷 

いわき市暮ら

しの伝承郷 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 謡曲と仕舞 日本の伝統芸能を
多くの人に知ってい
ただきたいので、謡曲
を謡えるように指導
したい。毎週火曜日に
文化センターで行っ
ている。 

小中学生に知って
ほしいので、月１回文
化センターで午後６
時から謡曲と仕舞の
指導を行っている。 

一般市民 文化セ
ンター 

いわき宝生会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ ハーモニーの喜

びコンサート 

声楽家の蛭田優子
氏の指導を受けてい
るコーラスグループ
４団体が実行委員会
を設立し、２年に１
度、ハーモニーの喜び
コンサートとして演
奏会を開催し、会員相
互親睦を図ると共に、
会員相互の技術向上
に向けた日頃の練習
の成果を市民の皆様
に聴いていただくこ
とで、地域の芸術文化
振興に寄与すること
を目的としている。 

４団体の中には指
導者がボランティア
活動として、原発事故
で避難を余儀なくさ
れた双葉地区の方を
中心に開いた交流サ
ロンがきっかけで結
成されたコーラスグ
ループもある。それぞ
れの個性を生かした
合唱を演奏した後、10
回目のコンサートを
記念して指導者が作
詞作曲したコンサー
トのテーマでもある
「ハーモニーの喜び」
を全員で合唱し、終演
となる予定である。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館アリ
オス 

レーベンスコ

ール 

（ヴォイス・

イーゼル、コ

ーラスこだ

ま、さくらコ

ーラス、レー

ベンスコー

ル） 

３ 将棋の普及 将棋の普及。地域交
流。 

将棋による交流 一般市民 － 日本将棋連盟

いわき棋友会

支部 

４ 市民パソコン講

座 

地域に根差した施
設として、市民の方の
パソコン操作スキル
を向上させるために
パソコン講座という
学習機会を提供する。 

市民に対し各種パ
ソコン講座を提供す
る。 

一般市民 いわき
コンピ
ュー
タ・カ
レッジ 

いわきコンピ

ュータ・カレ

ッジ 

５ カルチャー教室

（各種） 

フラワーアレンジ
メントやポーセラー
ツ、トールペイント等
のカルチャー教室を
開催し、参加されたお
客さまへ楽しんで頂
きながら学び作成す
る。 

カルチャー教室講
師の説明指導のもと、
参加者がそれについ
て学び作成する。 

一般市民 東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支社平事業所 

６ 論語素読教室 『論語』を深く読み
解き、豊かな人間性に
ついて考えていく機
会として、平成元年か
ら約 30年にわたり、欠
かすことなく開催さ
れてきました。今後
も、多くの市民のみな
さんにご参加いただ
き、ともに東洋の叡智
である孔子の教えの
素晴らしさについて、
考えを深めていきた
いと思っています。 

窓口／東日本国際
大学東洋思想研究所 
・論語素読教室（春・
土 3 限（13 時～14 時
30分）毎月２～3回開
催、秋・土 3限（13時
～14 時 30 分）毎月２
～3 回開催）、『論語』
の文章を、講師が深く
読み解いて、みなさん
と考えを深めていき
ます。 

一般市民 東日本
国際大
学 

東日本国際大

学 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ エジプト考古学

研究所事業 

エジプト考古学研
究所の事業として、①
研究発表 ②吉村作
治学長講演 ③エジ
プト展の開催を毎年
実施し、エジプト文化
の普及と異文化理解
につなげている。エジ
プトファンの方々の
生涯学習の場として
定期開催している。 

エジプト考古学研
究所の研究発表＝毎
年７月開催、鎌山祭に
おける展示及び吉村
学長による講演（毎年
10月）を行う。本学が
実施している発掘の
成果発表と、これまで
に発掘された遺物や
レプリカの展示を行
う。 

一般市民 東日本
国際大
学 

東日本国際大

学 

８ 各種ワークショ

ップ 

地域との共生を目
指し、近隣の方や、親
子を対象とした各種
ワークショップの開
催を通して誰もが気
軽に立ち寄れる憩い
の場所としての提供
と、障害者福祉への理
解の促進を図る。 

プログラミング教
室、絵画教室の開催や
親子を対象としたア
イシングクッキー、ソ
ープカービング、アク
セサリー作り体験教
室の実施 

一般市民 みなみ
テラス 

社会福祉法人

育成会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市民大学（ヒュ

ーマンカレッ

ジ） 

市民の高度で専門
的な学習ニーズに応
え、学習機会の拡充を
図ると共に、豊かな市
民生活に資すること
を目的とする。 

生涯学習支援ボラ
ンティアの会、市内高
等教育機関及び福島
大学が連携・協力し、
４学部の多種・多様な
講座と特別講座を企
画・開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ等 

生涯学習課 

（生涯学習プ

ラザ） 

８ 市民大学の充実 
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第３節 家庭、学校、社会教育の充実と連携 
 心豊かな青少年の育成を図るためには、家庭、学校、社会がそれぞれの教育機能を発揮するとと

もに、調和を保ちながら連携・融合し、その効果を高めることが必要です。このため、子どもたち

の「生きる力」や創造力の育成、青少年の健全育成活動の充実、家庭教育の充実、開かれた学校づ

くり等を進めます。 

 特に、子どもたちが、学校での学習が社会につながっていることや地域の産業や伝統文化等の「地

域の魅力」、多様な職業観について学べるよう、家庭、学校、社会が連携して地域で子どもを育てて

いく環境づくりに努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、体
験活動や「生きる力」
に関する学習メニュ
ーを設け、市民の要請
に基づき、出前講座を
実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

異年齢間の交流や
仲間づくり、自然体験
活動、創作活動等を実
施し、青少年の生きる
力の育成と創造力の
育成を図る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

  

１ 生きる力と創造力の育成 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

５ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

親子を対象とした
物づくり講座を実施
するほか、交流や学習
の場を提供する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ふれあいオータ

ムキャンプ 

自然体験活動を通
して、自然や人とのふ
れあい、協調性、社会
性を身に付け、自立心
を養う。 

交流ゲーム、野外炊
飯、海岸ウォークラリ
ー、クラフト活動、キ
ャンドルファイア等 

小学校
４～６
年生 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

２ クラフトのつど

い 

創作活動や自然体
験活動等を行う機会
を提供し、創造力や豊
かな人間性と生きる
力の育成を図る。 

創作活動（未定）、自
然体験活動（トリムラ
ンド、伝承遊び等） 

一般市民 いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

3 サマーキャンプ 夏期の自然体験活
動を通して自然と人
との関わりに触れ、他
者とのふれあいを通
して協調性・社会性を
身につけ自立心や生
きる力を養う。 

海の活動、野外炊
飯、クラフト活動など 

小学校
５～６
年生 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

4 ＣＡＰワークシ

ョップ 

子ども自身が、自分
の心と体を守る方法
を具体的に教える。 

大人には子どもの心
の手当ての方法を伝
える。 

大人ワークショップ 

教職員ワークショップ 

保護者ワークショップ 

地域の方向けワーク
ショップ 

子どもワークショップ 
就学前（15人） 
小中学生、知的障がい
（クラスごと） 

養護施設向け（学年ご
と） 

一般市民 － ＣＡＰいわき 

5 ジュニアエコノ

ミーカレッジ in

いわき 

いわき市内小学校
高学年の児童を対象
とした起業体験プロ
グラム。参加者には商
売の基本や社会のル
ールを学んでもらい、
働くことの喜びや企
業家精神を養う。将来
のいわきにおいて、一
人でも多い創業者が
生まれることを目的
する。 

市内の小学校５・６
年生が模擬の株式会
社をつくり、商品計画
や収支計画を取りま
とめ、会社経営を体験
する。 
学んだことの総決算
として、市内スーパー
で販売実践を行う。 
最後に決算をまとめ、
セミナーの成績や販
売実践の実績を総合
的に評価して、最も優
秀なチームをグラン
プリとして表彰する。 

小学校
５・６
年生 

いわき
海浜自
然の家
ほか 

いわき商工会

議所青年部 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

6 バラアレンジメ

ント講習会 

東日本大震災を経
験している子どもた
ちにバラの花、草花を
利用してバラアレン
ジメントで植物（バ
ラ）に触れていただ
き、精神的に感性を磨
いて貰いたい。自分で
完成させたバラアレ
ンジメントが成長と
共に、将来心を豊かに
する。 

最初にバラの香り
について説明し、その
後、アレンジメントの
注意事項、仕方を教え
る。 

幼児 

小学校
１年生 

中学校
１年生 

幼稚園 

保育園 

内教室
等 

いわきバラ会 

7 わんぱくフェス

ティバル 

ボーイスカウトに
所属している子ども
たちと、希望して参加
する小学生１～６年
生、または幼児（親を
含む）との交流を図
り、野外で遊ぶ（活動
する）ことの楽しさを
味わわせる。（体験を
させることを重視） 

コーナーをいくつ
か設け、グループまた
は家族ごとラリー形
式で巡り、コーナーで
設置しているゲーム
を体験する。（スタン
プラリー） 

詳しいプログラムは
毎年実行委員会を設
置して検討し、企画す
る。 

幼児 

小学生 

中学生 

－ ボーイスカウ

トいわき地区

協議会 

8 ろうきん森の学

校自然体験活動 

多くの一般市民が
気軽に森に親しむた
めに里山でのいろい
ろな自然体験活動を
体験してもらうこと
を目的とする。 

湯ノ岳山荘周辺の
散策コースをフィー
ルドに、季節に応じた
観察会、例えば春の野
草観察や山菜を採り、
それを昼食で食べた
り、キノコを採り料理
したりする。さらに、
木工クラフトや布ぞ
うり作り、そば打ち体
験等の体験活動を行
う。 

会員 

一般市民 

湯ノ岳
山荘 

周辺散
策コー
ス 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

9 いわき自然案内

人養成基礎講座 

今の子どもたちが
外遊びをしないだけ
でなく、その親にあた
る世代も子ども時代
に充分な外遊びをし
ておらず、自然の中に
踏み込むことに抵抗
を感じている。 

そのため、子どもたち
を安全にしかも時期、
場所に応じて楽しめ
るリーダーを養成す
る必要がある。 

講座の日程は３日
間 

内容は従来からある
幅広い知識を詰め込
むことをやめ、案内を
必要とする人にあわ
せ、楽しく、自然が好
きになり、また来たく
なるようにするため
のスキルを実践的に
身に付けてもらうこ
とを中心とする。 

一般市民 湯ノ岳
山荘 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

10 自然学校体験 2022 年度湯ノ岳山
荘周辺のフィールド
における自然学校開
催の準備を兼ねて月
に 1～2 回受け入れる
もの。 

自然観察会、木工ク
ラフト、炭焼き他各種
自然体験活動を体験
するもの。 

小学生 

 

湯ノ岳
山荘 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

11 ビジネスプラン

作成サポート授

業 

日本政策金融公庫
が主催する『高校生ビ
ジネスプラン・グラン
プリ』への応募を通じ
て、実社会で求められ
る「自ら考え、行動す
る力」を養う。 

『高校生ビジネスプ
ラン・グランプリ』と
は？ 

活力ある日本を創り、
地域を活性化するた
めには、次世代を担う
若者の力が必要です。
実社会で求められる
「自ら考え、自ら行動
する力」を養うことの
できる企業教育を推
進することを目的に、
全国の高校生を対象
として行うビジネス
プランコンテストで
す。 

「出張授業」でビジ
ネスプラン作成のサ
ポート・アドバイスを
行う。 

高校生 各高校 株式会社日本

政策金融公庫

いわき支店 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 明日をひらく人

づくり事業補助

金 

将来のまちづくり
を担う創造性豊かな
人材の育成を図る。 

いわき市に所在す
る団体等が実施する
研修や交流事業など
を実施する際に、必要
な経費の一部を補助
する。 

団体等 － 地域振興課 

２ エイズ・性感染

症予防教育 

感染症予防及びＨ
ＩＶ抗体検査の普及
啓発を図り、若い世代
や同性愛者における
感染拡大防止を目的
とする。 

産婦人科医師又は
保健師による講話を
行う。 

中学生 
高校生 
大学生 
専門学
校生等 

－ 保健所総務課 

  

２ 青少年の健全育成活動の充実 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、青
少年の健全育成に関
する学習メニューを
設け、市民の要請に基
づき、出前講座を実施
する。 

一般市民 － 生涯学習課 

４ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

異年齢間の交流や
仲間づくり、自然体験
活動、創作活動等を実
施し、青少年の健全育
成を図る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

５ いわきメディア

指導員事業 

メディアに関する
知識を持つ指導員を
養成し、青少年や保護
者にインターネット
の正しい使い方や危
険性を啓発する。 

いわきメディア指
導員を養成し、小・中
学校や公民館におけ
る講習会を通じて児
童・生徒・保護者・教
職員等にスマートフ
ォンやインターネッ
トの危険性を啓発し、
メディアの正しい使
い方を指導する。 

小学校
５・６
年生、
中学生
とその
保護者 

各小中
学校、
公民館
等 

生涯学習課 

６ 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

７ 家庭教育研修 地域や家庭におけ
る教育力の向上に寄
与するためのノウハ
ウを取得するととも
に、積極的に家庭教育
に関与するスキルの
向上を目的とする。 

家庭教育に関する
テーマについて年１
回の講座を開催する。 

家庭教
育関係
者 

－ 生涯学習課 

８ いわき市青少年

問題協議会 

青少年の指導、育
成、保護及び矯正に関
する総合的施策に関
する。 

① 必要な事項の調
査審議 

② 適切な実施に期
するために、関係行政
機関相互の連絡調整 

③ 市長及び市内関
係行政機関等に対す
る提言 

年２回協議会を開
催し、青少年の健全育
成に関するさまざま
な事項について情報
交換や協議を行う。 

また、関係行政機関
等に意見を述べる等
の働きかけにより、青
少年の健全育成に寄
与する。 

青少年
問題協
議会委
員・幹
事 

－ 生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

９ いわき市青少年

育成市民会議 

地域の子どもは地
域で守り育てるとの
視点のもと、市内に 13
の地区推進協議会と
24の支部を設け、市民
および地域総ぐるみ
で青少年の健全育成
を図る。 

市全体として、メデ
ィア指導員の育成と
活用、子育て学習会を
実施する。また、各地
区、各支部がそれぞれ
の特色を活かした体
験学習や交流事業、見
守り活動等を実施し、
子どもたちの健全育
成を図る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育関
係者 

－ 生涯学習課 

10 成人式事業 成人になったこと
の意義を自覚し、自ら
たくましく生きよう
とする若者の前途を
祝い励ます。 

記念式典と各地区
実行委員会企画によ
る記念行事を実施し、
新成人の前途を祝す。 

新成人 各地区
会場 

生涯学習課 

  

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ＣＡＰワークシ

ョップ 

子ども自身が、自分
の心と体を守る方法
を具体的に教える。 

大人には子どもの心
の手当ての方法を伝
える。 

大人ワークショップ 

教職員ワークショップ 

保護者ワークショップ 

地域の方向けワーク
ショップ 

子どもワークショップ 
就学前（15人） 
小中学生、知的障がい
（クラスごと） 

養護施設向け（学年ご
と） 

一般市民 － ＣＡＰいわき 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ こどもみらいブ

ックの発行 

子育て関係の情報
を一元的に集約し、市
民にわかり易く情報
提供するため、親子健
康手帳の交付時等に
配布する冊子を発行
する。 

「こどもみらいブ
ック」を発行する。 

乳幼児
とその
保護者 

－ こどもみらい

課 

２ 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 

  

３ 家庭教育の充実 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 ― 

 
こども家庭課 

４ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、家
庭教育に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

５ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

親子のふれあいや
親の役割、子育てに関
する家庭教育学級や
子育て支援につなが
る講座等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

６ 家庭教育研修 地域や家庭におけ
る教育力の向上に寄
与するためのノウハ
ウを取得するととも
に、積極的に家庭教育
に関与するスキルの
向上を目的とする。 

家庭教育に関する
テーマについて年１
回の講座を開催する。 

家庭教
育関係
者 

－ 生涯学習課 

７ いわき市青少年

育成市民会議 

地域の子どもは地
域で守り育てるとの
視点のもと、市内に 13
の地区推進協議会と
24の支部を設け、市民
および地域総ぐるみ
で青少年の健全育成
を図る。 

市全体として、メデ
ィア指導員の育成と
活用、子育て学習会を
実施する。また、各地
区、各支部がそれぞれ
の特色を活かした体
験学習や交流事業、見
守り活動等を実施し、
子どもたちの健全育
成を図る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教育関
係者 

－ 生涯学習課 

８ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

親子のふれあいや
親の役割、子育てに関
する学級や子育て支
援者養成等の講座を
開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 親子のつどい 工作や調理を通し
て、家族の親睦を深め
る。 

交流ゲーム、創作活
動、野外炊飯 

幼児 

小学生
とその
保護者 

いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

２ ママのお悩み解

消セミナー 

子育て中の母親同
士が、悩みを話し合い
課題解決のための考
え方を学ぶことで、孤
独感を解消し、子育て
を母親自身の成長の
機会とするとともに、
児童虐待や育児ノイ
ローゼを防止するこ
とを目的とする。 

「完璧な親なんて
い な い （ Nobody's 
Perfect）」の手法に基
づき、ファシリテータ
ーを核として、会話に
よる課題解決方法を
実践の中で学ぶ、託児
付きの学習会を行う。 

乳幼児
とその
母親 

公民館
等 

親支援をすす

める会 

３ 絵本の読み聞か

せ・お話会 

会場として参加者
の年齢や地域を限定
しない多くの人が訪
れる場所を選び、絵本
を読み聞かせするこ
とにより、「読書をす
ること」に興味を持た
せることを目的とす
る。 

年に数回、お話会の
テーマを決めて、その
内容に沿った絵本を
選び、読み聞かせを行
う。 

乳幼児 

小学生
とその
保護者 

公民館
アリオ
ス 

いわきおやこ

劇場 

4 子育てつどいの

広場の開催 

核家族化と他地区
からの転入のため、孤
立した子育てに悩む
親子が増えているの
で、子育ての孤立防止
と心のケア活動に重
点をおき、子育て不安
を解消し、元気に子育
てできる環境づくり
の一環として、子育て
家庭の「つどいの広
場」を年７回開催す
る。 

子育て家庭の「つど
いの広場」を通して次
の内容を取り入れる。
①母親たちが元気を
回復し楽しく子育て
のできる事業 ②地
域の中で多世代が交
流でき、子育てに参加
することで生きがい
の感じられる環境づ
くり事業 ③孤立し
て子育てしている母
親たちへのサポート
事業 

【実施内容】 

「今日から友達！仲
良し音楽会 

「子どもの健康づく
り（歯の磨き方） 

「夏の楽しい遊び（す
いか割り・七夕飾り） 

「元気に親子ミニ運
動会・ハンドメイド」 

「ゆったり親子ヨガ
を体験しよう」 

「親子食育教室・おに
ぎりを作ろう」 

「サンタさんと一緒
に楽しいクリスマス
会」 

乳幼児
とその
保護者 

中央台
公民館 

子育てポピー

クラブ事務局 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

5 地域でつながる

家庭教育応援事

業 親子の学び

応援講座 

いわき地域におけ
る家庭教育を推進す
るため、モデル連合Ｐ
ＴＡ校を設置して、
「親子の学び応援講
座」を開催し、親の学
び・家庭での実践活動
を支援する。 

モデル連合ＰＴＡ
校の児童・生徒の実態
や、学校・地域の課題
に合わせて、講座内容
を検討し実施する。 

小学生 

中学生 

保護者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

6 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育応

援企業の募集 

・家庭教育を推進する
ための環境づくりに
取り組む企業等を募
集し、資料の提供、運
営のアドバイス、講師
の紹介等の支援を行
い、地域の家庭教育の
推進を働きかける。 

・家庭教育の推進に関
する下記の取組を実
施する企業等を募集
する。 

１職場の家庭教育推
進 

２生活習慣を向上さ
せる取組 

３学校行事への参加
促進 

４職場見学・体験の実
施 

５地域行事への協力・
支援 

企業・
事務所
等に従
事する
経営者
及び職
員 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

7 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育支

援者域別研修 

地域の課題を受け、
その解決に向けた研
修会を行うとともに、
地域の家庭教育支援
者の実践力を高める。 

講義や演習を中心
に行い、受講者が支援
活動に活かすことが
できるようにする。 

受講者同士の交流
が図られる実践的な
内容とする。 

家庭教
育支援
者 

小学生 

中学生
の保護
者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

8 親子クッキング

教室 

親子がガスを使用
し、楽しみながら協力
し料理を作成するこ
とによって、親子の絆
を深め、食に対する大
切さと食材等を学ぶ
場として開催する。 

料理講師の説明指
導のもと、親子が料理
を作成、試食する。 

小学生
とその
保護者 

東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支社平事業所 

9 親子で体験クッ

キング 

親子が食材（野菜）
を収穫し、楽しみなが
ら協力して料理を作
成することによって、
親子の絆を深め、食に
対する大切さと食材
の旬を学ぶ場として
開催する。 

収穫した野菜を使
用し料理講師の説明
指導のもと、親子が料
理を作成、試食する。 

小学生
とその
保護者 

東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支社平事業所 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と
公民館が互いに連携
しながら、地域の人
材・環境等を活用し、
子どもたちの「生きる
力」を育む様々な体
験・交流活動等を行う
とともに、地域ぐるみ
で子どもを守り育て
る協力体制を整備し、
以って地域とともに
ある学校づくり及び
学校を核とした地域
づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に
おいて、家庭・地域や
公民館と連携した取
り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と
公民館との連携体制
を強化する。 

・「事業推進コーディ
ネーター」を配置し、
関係者に対する助言・
指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ
ィネート役である公
民館職員等のスキル
アップと関係者の理
解促進を図るための
研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

2 学校評議員の委

嘱 

地域に開かれた学
校づくりをより一層
推進することを目的
とする。 

いわき市立幼稚園、
小中学校において、学
校評議員として、保護
者、自治会等・団体・
社会教育団体関係者、
学識経験者等を委嘱
し、学校運営、ＰＴＡ
活動、地域連携等に関
する意見交換を行い
学校運営に反映する。 

幼児 

小学生 

中学生 

－ 学校教育課 

3 コミュニティ・

スクール 

地域に開かれた学
校づくりをより一層
推進することを目的
とする。 

保護者及び地域住
民等の学校運営への
参画の推進や連携強
化をなお一層進め、よ
り良い教育環境の実
現を目指す。 

小学生 

中学生 

－ 学校教育課 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ おでかけアリオ

ス 

学校や地域コミュ
ニティなどにアーテ
ィストとともに出向
き、生の芸術体験をよ
り多くの市民に親し
みやすい形で届ける。 

音楽・演劇等の普及
型公演を行う。 

小学生 
中学生 

市内小
中学校
等 

いわき芸術文

化交流館 

４ 地域に開かれた学校づくり 

５ 家庭教育・学校教育・社会教育の連携・融合 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 次世代医療人材

育成事業 

地域の医療現場の
体験を通して、地域医
療の実情を知っても
らうとともに、医師・
看護師等の職業の重
要性について理解を
深め、地域医療従事者
を目指す中高生の育
成を図る。 

〇病院内の見学 

〇医療体験 

 ・点滴/採血トレーナ
ーを使用した採血体
験 

 ・縫合練習キットを
使 用 し た 縫 合 体 験 
など 

※参加者の募集や事
業内容については、県
市教育委員会と連携
して実施 

中学生 

高校生 

市内病
院 

 

地域医療課 

３ 幼稚園子育て支

援事業 

家庭や地域と幼稚
園が連携し、幼児の健
やかな発達を促す子
育て支援のための、環
境作りに努める。 

・子育てに不安を持つ
保護者に対する相談
と支援を行う。 

・親子の交流の場・子
育て関連情報を提供
する。 

乳幼児
とその
保護者 

各公立
幼稚園 

こども支援課 

４ 保育所児童との

交流事業 

小・中・高校の生徒
と保育所児童との交
流活動を実施し、異年
齢に対する理解を深
める。 

総合的な学習の時
間を利用した職場体
験活動や各小中学校
等の行事の訪問交流
を行う。 

幼児 

小学生 

中学生 

高校生 

各公立
保育所
（園）
及び学
校 

こども支援課 

５ 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 

６ 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 － 

 
こども家庭課 

７ 社会教育指導員

の配置 

社会教育に関する
指導、助言を行い、社
会教育の振興を図る。 

各連絡調整館（平地
区のみ中央台公民館）
に配置し、主に次の業
務を行う。 

・公民館市民講座等の
指導及び助言 

・社会教育関係団体の
育成支援 

・小中学校巡回による
学校のニーズの把握
及び学校と地域を結
ぶコーディネート（学
校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業） 

－ － 生涯学習課 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

８ 学校・家庭・地

域パートナーシ

ップ推進事業 

学校・家庭・地域と
公民館が互いに連携
しながら、地域の人
材・環境等を活用し、
子どもたちの「生きる
力」を育む様々な体
験・交流活動等を行う
とともに、地域ぐるみ
で子どもを守り育て
る協力体制を整備し、
以って地域とともに
ある学校づくり及び
学校を核とした地域
づくりを推進する。 

・全市立小・中学校に
おいて、家庭・地域や
公民館と連携した取
り組みを実施する。 

・学校・家庭・地域と
公民館との連携体制
を強化する。 

・「事業推進コーディ
ネーター」を配置し、
関係者に対する助言・
指導等を行う。 

・連携・協働のコーデ
ィネート役である公
民館職員等のスキル
アップと関係者の理
解促進を図るための
研修を行う。 

小学生 

中学生 

学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

９ 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

10 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

公民館が持つ地域
の教育資源（ひと・も
の・こと）を活用し、
学校との連携・融合の
コーディネートや情
報の提供等を行う。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 子どもを守ろ

う！見守りサポ

ーター養成事業 

子どもへの虐待防
止プログラムを県民
に広く実施し、見守
りサポーターを養成
することにより子ど
もの権利を尊重し、
子どもを虐待から守
る県民の児童虐待防
止の意識醸成を図り
ます。 
また、子どもが自ら
の権利や虐待から身
を守る方法を学びま
す。 

子どもへの暴力防
止プログラムとし
て、CAP（子どもへの
暴力防止プログラ
ム）を実施する。 

小・中学生

一般市民 

－ ＣＡＰいわき 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 思春期講座 思春期の子どもたち
に自分の心と体を守
るためにできること
を伝える。 

各クラスごとに自分
の心と体を守るため
にできることをグル
ープワーク等で具体
的に伝える。 

高校 1
年生 

高校 ＣＡＰいわき 

３ フードバンクを

知るための学習

会 

本会では食品廃棄
物削減並びに生活困
窮者支援の目的で、
「フードバンクいわ
き」の運営を行ってい
る。身近な生活の中で
食品廃棄物がどのよ
うに生まれているの
かを知る機会を設け
るとともに、各人の生
活の中でできる消費
行動の見直し、生活困
窮者支援ボランティ
ア活動の実践例とし
てフードバンク事業
について広く学んで
もらう機会を設ける。 

直近のデータに基
づく食品廃棄物の現
状に関する講話。 

「フードバンクい
わき」支援事例に基づ
くフードバンク事業
の概要説明と、いわき
での生活困窮者の状
況報告。 

実際に各人の家庭
から食品廃棄物を出
さないようにするた
めの工夫を考えるワ
ークショップ。 

一般市民 市内公
共施設 

特定非営利活

動法人ザ・ピ

ープル 

４ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育応

援企業の募集 

家庭教育を推進す
るための環境づくり
に取り組む企業等を
募集し、資料の提供、
運営のアドバイス、講
師の紹介等の支援を
行い、地域の家庭教育
の推進を働きかける。 

・家庭教育の推進に関
する下記の取組を実
施する企業等を募集
する。 

１職場の家庭教育推
進 

２生活習慣を向上さ
せる取組 

３学校行事への参加
促進 

４職場見学・体験の実
施 

５地域行事への協力・
支援 

企業・
事務所
等に従
事する
経営者
及び職
員 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

５ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 親子の学び

応援講座 

いわき地域におけ
る家庭教育を推進す
るため、モデル連合Ｐ
ＴＡ校を設置して、
「親子の学び応援講
座」を開催し、親の学
び・家庭での実践活動
を支援する。 

モデル連合ＰＴＡ
校の児童・生徒の実態
や、学校・地域の課題
に合わせて、講座内容
を検討し実施する。 

小学生 

中学生 

保護者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 

６ 地域でつながる

家庭教育応援事

業 家庭教育支

援者域別研修 

地域の課題を受け、
その解決に向けた研
修会を行うとともに、
地域の家庭教育支援
者の実践力を高める。 

講義や演習を中心
に行い、受講者が支援
活動に活かすことが
できるようにする。 

受講者同士の交流
が図られる実践的な
内容とする。 

家庭教
育支援
者 

小学生 

中学生
の保護
者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 



 第６章 学習機会の整備 ３ 家庭、学校、社会教育の充実と連携  

- 137 - 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ 読書活動支援者

育成事業 

（１）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティアの
新規の人材育成や資
質向上を図る。 

（２）学校や図書館な
ど地域で活躍できる
読書ボランティア経
験者においては、さら
に専門的な知識・技能
の向上を図る。 

① 教育事務所ごとに
研修会を１日実施す
る。 

② 教育事務所ごとの
研修会とは別に、浜通
り研修会を１日実施
する。なお、浜通りは
相双・いわきが連携し
て行う。 

③ 内容、開催期日、会
場等は教育事務所の
計画による。 

④ 研修内容として、
「実践者による事例
発表」や「学校図書館
関係」等の講座を入れ
る。読書活動に長けた
方に講演をお願いし
てもよい。 

⑤ 浜通り研修会の開
催日に、「ビブリオバ
トル福島県大会地区
予選会（高校生）」を実
施する。 

一般市民 

高齢者 

－ 福島県教育庁

いわき教育事

務所 
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第４節 コミュニティづくり、地域づくり活動の促進 
 少子高齢化、核家族化等の影響等により、地域のつながりが希薄化するなど、家庭や地域を取り

巻く環境が変化してきています。 

災害時などに真っ先に助け合わなければならないのが地域の人々であり、人々が社会の中でより

良く生きていくためには、地域コミュニティは重要なものであり、地域が連携して生活課題に対応

していく必要があります。 

 このため、活力あるコミュニティづくりを目指し、地域づくりやまちづくり、交流等に関する学

習機会の充実、社会教育関係団体の育成等に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 森林ボランティ

ア活動支援事業 

市民ボランティア
との協力・連携のもと
に、広葉樹の植栽や水
源林等の整備を図る。 

市民団体の自主的
な森林の整備活動に
対して補助金を交付
する。 

成人 

高齢者 

－ 林務課 

２ いわき市都市緑

化まつり 

緑を守り、増やし、
育てる知識を深めて、
身近な緑化運動を始
める契機とすること
を目的とする。 

市保存樹木・樹林に
関するパネル展示 

みどりに関する相談
コーナー 

一般市民 21世紀
の森公
園 

公園緑地課 

３ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、都
市景観に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 下川・泉もえぎ

台のまちづくり 

下川区及び泉もえ
ぎ台区の地域振興と
環境の改善を図るこ
とを目的とする。 

定例会、釜戸川遊歩
道の草刈り、企業との
懇談会で環境改善活
動、工場見学会から地
域環境状況を学ぶ、市
役所の出前講座勉強
会、ふるさと下川を知
ろうウォーク 

一般市民 泉もえ
ぎ台集
会所 

下川を考える

会 

 

 

 

 

１ 美しい都市景観の創出 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 明日をひらく人

づくり事業補助

金 

将来のまちづくり
を担う創造性豊かな
人材の育成を図る。 

いわき市に所在す
る団体等が実施する
研修や交流事業など
を実施する際に、必要
な経費の一部を補助
する。 

団体等 － 地域振興課 

② まちづくり・未

来づくり講演会 

市民一人ひとりが
主体的に活動し、協働
によるまちづくりを
推進することを目的
とする。 

市民活動団体向け
のセミナー、地域づく
りについての講演会、
市民活動団体の活動
事例発表会 

一般市民 文化セ
ンター
ほか 

地域振興課 

３ 支所と公民館と

の連携によるま

ちづくり 

支所・公民館が情報
提供や地域課題に応
じた講座の実施によ
る人材育成などを連
携して、まちづくり活
動の実践の場を提供
する。 

・管内連絡会議 

・まちづくり情報の提
供 

・まちづくり団体への
関与 

・地域課題に対応する
講座の企画立案 

一般市民 － 地域振興課 

４ ユニバーサルデ

ザイン・ワーク

ショップ 

 年齢や性別、国籍、
能力などにかかわら
ず、はじめからすべて
の人が利用しやすい
まちや施設、物（製
品）、サービスをつく
ろうとする「ユニバー
サルデザイン」の意識
醸成を目的とする。 

 ユニバーサルデザ
インのなかでも、「や
さしさ」や「思いやり」
といった「こころのユ
ニバーサルデザイン」
に焦点を当て、スポー
ツ等市民の関心の高
いイベントを通じて、
参加者が自然な形で
個性や違いを認め合
い、理解し合える誰で
も参加できるワーク
ワークショップを実
施する。 

一般市民 － 市民生活課 

5 学習資料配布事

業 

本市の農業の特色
や復興への姿を紹介
した学習資料を子ど
もたちに配布するこ
とにより、本市農業へ
の理解の醸成を図る。 

本市の農林水産業
の特色や、作物の栽培
方法、震災から復興へ
向かう姿等を紹介し
た学習資料を作成し、
市内の全小学五年生
へ配布し、社会科の時
間等の授業で使用し
てもらう。 

小学校
５年生 

－ 農政流通課 

６ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、ま
ちづくりに関する学
習メニューを設け、市
民の要請に基づき、出
前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

  

２ 地域づくり・まちづくり学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

７ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

まちづくりや地域
の歴史、文化等に関す
る教室・講座等を開催
する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

 

８ 市民大学（ヒュ

ーマンカレッ

ジ） 

市民の高度で専門
的な学習ニーズに応
え、学習機会の拡充を
図ると共に、豊かな市
民生活に資すること
を目的とする。 

生涯学習支援ボラ
ンティアの会、市内高
等教育機関及び福島
大学が連携・協力し、
４学部の多種・多様な
講座と特別講座を企
画・開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ等 

生涯学習課 

（生涯学習プ

ラザ） 

9 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

地域づくり・まちづ
くりに関する教室・講
座等を開催するとと
もに、市民講師やボラ
ンティアコーディネ
ーターの養成を図り、
地域づくりにつなげ
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき湯本温泉

源泉揚湯場施設

見学 

千有余年の歴史を
持つ、いわき湯本温泉
の源泉揚湯場の施設
見学を通して、多くの
市民の方にいわき市
の貴重な財産であり、
観光資源でもある温
泉を身近に感じても
らい、いわきの復興、
創生そして観光まち
づくりの一助として
いくことを目的とす
る。 

小学校や中学校は
もとより、あらゆる年
代 の い わ き 市 民 の
方々による施設見学
を受け入れる。 

（対象はいわき市民
以外でも受け入れる） 

一般市民 源泉揚
湯場 

常磐湯本温泉

株式会社 

２ 四倉夏まつりと

いわきおどりの

夕べ 

市内では四倉町で
しか見ることができ
ない「ねぶた」といわ
き踊りを活用し、町に
人を呼び込み地域活
性化を図る。 

いわき踊りの実施 

ねぶたの披露 

ＹＯＳＡＫＯＩの演
舞 

一般市民 四倉町
内 

四倉夏まつり

実行委員会 

３ 福島県水産事務

所出前講座 

福島県の水産業の
現状と、漁業全般に関
する知識を深め、地域
の重要な産業である
水産業の発展を促進
する。 

・福島県の漁業の現状
について（大人向け） 

・放射性物質モニタリ
ング結果について（大
人向け） 

・つくり育てる漁業に
ついて（小中学生向
け） 

一般市民 学校等 福島県水産事

務所 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

４ 職場体験学習及

び巡視船一般公

開 

小名浜地区の学生
や市民の方々に小名
浜港の在所の巡視船
一般公開をはじめ、職
場体験学習を通じ、小
名浜港及び海につい
ての理解と関心を深
める。 

「おなはま海遊祭」
の巡視船一般公開、
「おなはま・みなとし
ごと塾」開講協力や職
場体験学習により、各
種訓練等を行う。 

小学生 

中学生 

一般市民 

－ 福島海上保安

部 

５ 下川・泉もえぎ

台のまちづくり 

下川区及び泉もえ
ぎ台区の地域振興と
環境の改善を図るこ
とを目的とする。 

定例会、釜戸川遊歩
道の草刈り、企業との
懇談会で環境改善活
動、工場見学会から地
域環境状況を学ぶ、市
役所の出前講座勉強
会、ふるさと下川を知
ろうウォーク 

一般市民 泉もえ
ぎ台集
会所 

下川を考える

会 

６ 空き家を活用し

たシェアハウス

づくり 

いわき市中之作は、
震災と津波による被
害を受けたが、地形な
ど様々な要因により、
奇跡的に多くの建物
が残された港町であ
る。しかし、少子化、
高齢化、核家族化、過
疎化などの社会問題
により、港町の風景を
次の世代に伝え、地域
コミュニティの再建
と若い移住者を増や
す取り組みが目的で
ある。 

空き家を活用した
シェアハウス実現に
向けて、ＤＩＹ教室を
行っている。これまで
に「コンクリート打ち
教室」「壁下地作り教
室」「浄化槽設置教室」
などを行ってきた。今
後、「外壁トタン張り」
「内装ボード貼り」
「床タイル張り」「天
井塗装」教室などを行
う予定である。 

一般市民 中之作
コウノヤ 

ＮＰＯ法人 

中之作プロジ

ェクト 

7 防災訓練 春：救護、救急訓練 

秋：初期消火訓練 

常磐消防署の協力
を得て、救護、救急及
び消火の実際を体験
する。 

自治会
役員 

高齢者 

若葉台
集会所 

若葉台
北公園 

若葉台自治会 

8 交通安全教室 交通事故防止と交
通安全意識の高揚 

福島県警の協力を
得て、横断歩行のシミ
ュレーションを体験
する。 

自治会
役員 

高齢者 

若葉台
集会所 

若葉台自治会 

9 秋まつり「ウォ

ーキング」 

紅葉シーズンに地
域住民及び他地区か
らの参加者との交流
を図ると共に、地域の
歴史ある構造物や炭
鉱遺産等を巡り、歴史
を学び、周知を図るこ
とを目的とする。 

参加者が１㎞と３
㎞の２つのコースに
分かれ、白水地区の遺
産を巡るウォーキン
グを行う。 

一般市民 白水地
区 

白水地区を元

気にする会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

10 海と山夏休み漁

業体験交流会 

漁船の乗船体験と
水産業の学習を通し
て、漁業と水産資源へ
の理解を深め、地場産
業の振興と地域の食
文化継承の重要性を
学ぶ機会を設ける。 

石川町と久之浜・大
久地区の子どもたち
と保護者等が、本市の
水産業の現状を学ぶ
とともに、漁船の乗船
体験を行う。 

小学生 

とその 

保護者 

等 

久之浜
漁港 

久之浜・大久

地域づくり協

議会 

11 工事現場見学会 磐城国道事務所管
内の現場見学を通じ
て、道路（橋、トンネ
ル等）がどのようにし
てつくられているか
見学していただき、道
路事業の理解を深め
ていただく。中学生や
高校生など若年者に
おいては、建設業界の
役割や魅力を伝え、職
業意識を高めてもら
うことを目的に実施
するもの。 

中学生・高校生や各
種団体による工事現
場見学の受け入れを
行う。 

中学生 

一般市民 

磐城国
道事務
所管内
の工事
現場 

磐城国道事務

所 

12 本社ならびに物

流センターの見

学 

いわきを拠点に、婦
人服において全国展
開する当社の本社な
らびに物流センター
（全国に１ヶ所）を見
学してもらい、いわき
市から全国に拡大し
た経緯や「モノ」の流
れを理解し、就業意識
の向上に役立てても
らいたい。 

小中学校や高校を
対象とした本社なら
びに物流センター見
学の受け入れを行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

㈱ハニ
ーズホ
ールデ
ィング
ス物流
センタ
ー 

(株)ハニーズ

ホールディン

グス 

13 地域協調活動 火力発電所の見学
やエネルギー出前教
室を通じて、発電の仕
組みやエネルギー資
源の大切さを理解し
てもらい、地域と結び
ついた発電所として、
身近に感じてもらう
とともに、地域経済の
発展と地元就職の促
進を図る。 

・小学校や中学校、各
種団体による発電所
見学の受け入れ 

・市内の小学校を対象
とした環境エネルギ
ー出前教室の実施 

・植田小学校５年生を
対象とした環境エネ
ルギー教室の実施（当
社にて開催） 

・市内の中学生を対象
とした職場体験学習
の受け入れ 等 

小学生 

中学生 

一般市民 

常磐共
同火力
株式会
社勿来
発電所
等 

常磐共同火力

株式会社勿来

発電所 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯学習フェス

ティバル事業 

生涯学習プラザを
拠点に活動する団体・
サークルの活動成果
の発表をとおして、市
民や各種団体との交
流を図る。 

生涯学習フェステ
ィバルを開催し、利用
団体等の作品展示、活
動発表、講演会や市民
の参加をとおして交
流を図り、生涯学習の
普及啓発に努める。 

一般市民 

団体 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 四倉夏まつりと

いわきおどりの

夕べ 

市内では四倉町で
しか見ることができ
ない「ねぶた」といわ
き踊りを活用し、町に
人を呼び込み地域活
性化を図る。 

いわき踊りの実施 

ねぶたの披露 

ＹＯＳＡＫＯＩの演
舞 

一般市民 四倉町
内 

四倉夏まつり

実行委員会 

２ 空き家を活用し

たシェアハウス

づくり 

いわき市中之作は、
震災と津波による被
害を受けたが、地形な
ど様々な要因により、
奇跡的に多くの建物
が残された港町であ
る。しかし、少子化、
高齢化、核家族化、過
疎化などの社会問題
により、港町の風景を
次の世代に伝え、地域
コミュニティの再建
と若い移住者を増や
す取組が目的である。 

空き家を活用した
シェアハウス実現に
向けて、ＤＩＹ教室を
行っている。これまで
に「コンクリート打ち
教室」「壁下地作り教
室」「浄化槽設置教室」
などを行ってきた。今
後、「外壁トタン張り」
「内装ボード貼り」
「床タイル張り」「天
井塗装」教室などを行
う予定である。 

一般市民 中之作   

コウノヤ 
ＮＰＯ法人 

中之作プロジ

ェクト 

３ 秋まつり「ウォ

ーキング」 

紅葉シーズンに地
域住民及び他地区か
らの参加者との交流
を図ると共に、地域の
歴史ある構造物や炭
鉱遺産等を巡り、歴史
を学び、周知を図るこ
とを目的とする。 

参加者が１㎞と３
㎞の２つのコースに
分かれ、白水地区の遺
産を巡るウォーキン
グを行う。 

一般市民 白水地
区 

白水地区を元

気にする会 

４ 海と山夏休み漁

業体験交流会 

漁船の乗船体験と
水産業の学習を通し
て、漁業と水産資源へ
の理解を深め、地場産
業の振興と地域の食
文化継承の重要性を
学ぶ機会を設ける。 

石川町と久之浜・大
久地区の子どもたち
と保護者等が、本市の
水産業の現状を学ぶ
とともに、漁船の乗船
体験を行う。 

小学生 

とその 

保護者 

等 

久之浜
漁港 

久之浜・大久

地域づくり協

議会 

  

３ 地域間の交流事業の推進 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 社会教育指導員

の配置 

社会教育に関する
指導、助言を行い、社
会教育の振興を図る。 

各連絡調整館（平地
区のみ中央台公民館）
に配置し、主に次の業
務を行う。 

・公民館市民講座等の
指導及び助言 

・社会教育関係団体の
育成支援 

・小中学校巡回による
学校のニーズの把握
及び学校と地域を結
ぶコーディネート（学
校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業） 

－ － 生涯学習課 

２ 駒澤嘉いわき生

涯学習振興基金 

公民館等で活躍す
る社会教育団体等が、
広く市民向けに主催
する事業を支援する。 

助成金の交付 
○年間スケジュール：
２～３月 次年度助
成団体募集 
５月 運営委員会開
催（助成団体選考） 
６～７月 助成決定
（助成金支給） 

社会教
育団体
等 

－ 駒澤嘉いわき

生涯学習振興

基金事務局 

（生涯学習

課） 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

各種社会教育関係
団体の育成のため、指
導・助言を行うととも
に、公民館まつり等へ
の参画をすすめる。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 社会教育関係団体等の育成及び連携 
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第５節 ボランティア活動の促進 
生涯学習の推進にあたっては、学級や講座の受講生となって学習するだけではなく、各人の知識

や経験、学びの成果等を地域社会に還元することも重要です。そのひとつの手法としてボランティ

ア活動があります。 

ボランティア活動は、阪神淡路大震災を契機にその役割や重要性が見直され、近年では、東日本

大震災や各地の豪雨被害の際に、多くのボランティアが日本各地から現地に駆け付け復旧作業に活

躍しました。 

これらを含め様々なボランティア活動の促進を図るため、ボランティアとして活動するための基

礎的な学習機会や情報の提供の充実、学習の成果と能力を生かした活動の場の創出に努めるととも

に、ボランティア活動を支援するボランティア・コーディネーターの養成等に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市民活動ガイド 市民の方々がボラ
ンティア活動に参加
するきっかけづくり
や、ボランティア活動
団体間のネットワー
クづくりに役立てて
いただくことを目的
とする。 

市民活動団体等の
最新情報や市民活動
に役立つ情報を市公
式ホームページで掲
載している。 

一般市民 － 地域振興課 

２ いわき市シルバ

ーリハビリ体操

事業 

市民自らが体操指
導士となり、地域の高
齢者等を対象にシル
バーリハビリ体操の
普及と体操の実践・指
導を行うことで、介護
予防意識の要請と高
齢者の社会参加、生き
がいづくり活動の推
進を図る。 

①シルバーリハビリ
体操指導士の養成 

②シルバーリハビリ
体操指導士の派遣調
整 

高齢者 － 地域包括ケア

推進課 

３ いきいきシニア

ボランティアポ

イント事業 

高齢者の自主的な
介護予防活動活動及
び地域福祉活動等を
奨励・支援するため、
市が指定するボラン
ティア活動等に参加
した高齢者にポイン
トを付与し、当該ポイ
ントを商品等に還元
することにより、高齢
者の社会参画の促進
と介護予防を推進す
ることを目的とする。 

市が指定する活動
を概ね１時間行うこ
とで１ポイントを付
与し、ポイント数に応
じて商品と交換でき
るもの。（１日の上限
は２ポイント・年間の
上限は 50ポイント） 

65歳以
上のい
わき市
民 

－ 地域包括ケア

推進課 

４ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、ボ
ランティアに関する
学習メニューを設け、
市民の要請に基づき、
出前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

１ ボランティア情報の収集・提供 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

５ 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

６ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

各種講座等で養成
したボランティアに
関する情報や、ボラン
ティア活動に関する
情報を収集し、提供す
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ フードバンクを

知るための学習

会 

本会では食品廃棄
物削減並びに生活困
窮者支援の目的で、
「フードバンクいわ
き」の運営を行ってい
る。身近な生活の中で
食品廃棄物がどのよ
うに生まれているの
かを知る機会を設け
るとともに、各人の生
活の中でできる消費
行動の見直し、生活困
窮者支援ボランティ
ア活動の実践例とし
てフードバンク事業
について広く学んで
もらう機会を設ける。 

直近のデータに基づ
く食品廃棄物の現状
に関する講話。 

「フードバンクいわ
き」支援事例に基づく
フードバンク事業の
概要説明と、いわきで
の生活困窮者の状況
報告。 

実際に各人の家庭か
ら食品廃棄物を出さ
ないようにするため
の工夫を考えるワー
クショップ。 

一般市
民 

市内公
共施設 

特定非営利活

動法人ザ・ピ

ープル 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき市環境ア

ドバイザー事業 

市民が自発的な環
境保全活動に取組む
ために必要な知識の
提供を図る。 

環境アドバイザー
を公募・登録し、市民
の要請に応じて派遣
する。 

一般市民 － 環境企画課 

２ いわき・ふれあ

い・ふくし塾 

できるだけ多くの
市民が福祉の問題に
関心を持ち、福祉の心
を育み、ふくし塾受講
後に、ボランティア活
動や地域福祉活動等
の福祉のまちづくり
に参加する市民を育
成することを目的と
する。 

 福祉に関する講義
及び障害者施設等で
の課外活動による実
践的学習を行う。 

市内に
居住、
または
通勤、
通学し
ている
方で福
祉に関
心があ
る方 

－ 保健福祉課 

３ 健康増進事業 市民の健康づくり
推進のため、いわき市
健康推進員の養成と、
地区組織活動推進を
図る。 

①健康づくり伝達講
習会 
 健康推進員が研修
受講した内容を地区
住民に伝達する 
②健康づくり普及活
動 
 地区住民への各種
啓発活動 
③健康推進員育成研
修 
 健康推進員育成の
ための研修 
④健康づくり講座 
 一般市民と健康推
進員のための健康づ
くり講座 

いわき
市健康
推進員
協議会
の会員
及び市
民 

各回に
より異
なる 

保健所地域保

健課 

４ 森林ボランティ

ア活動支援事業 

市民ボランティア
との協力・連携のもと
に、広葉樹の植栽や水
源林等の整備を図る。 

市民団体の自主的
な森林の整備活動に
対して補助金を交付
する。 

成人 

高齢者 

－ 林務課 

５ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

公民館が持つ地域
の教育資源（ひと・も
の・こと）を活用し、
学校との連携・協働に
おいてボランティア
を活用し情報の提供
等を行う。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

２ 学習成果を活かすことのできるボランティア環境の創出 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、ボラ
ンティアを活用し、子
どもたちにとって豊
かで有意義な土曜日
を実現するとともに、
地域教育力の向上を
図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

7 生涯学習市民講

師活用事業にお

ける市民講師の

派遣 

市民が自主的に行
う学習活動などへ市
民講師を派遣するこ
とで、生涯学習に関す
る様々な学習機会の
創出を図る。 

市民講師の人材発
掘及び登録、生涯学習
情報サイト「いわきま
なびあいバンク」にお
ける情報提供、市民講
師の派遣を行う。 

一般市民 － 生涯学習課 

8 青少年ボランテ

ィア事業 

ボランティア活動
を通して、青少年の社
会貢献意識の高揚を
図るとともに、自らの
成長や地域との交流
の機会を提供する。 

市内の中学生や高
校生等からボランテ
ィア活動への参加希
望者を募り、ボランテ
ィアを必要とする事
業主へ派遣する。 

中学生 

高校生
等 

16歳以
上 25
歳未満
の方 

－ 生涯学習課 

9 市民大学（ヒュ

ーマンカレッ

ジ） 

市民の高度で専門
的な学習ニーズに応
え、学習機会の拡充を
図ると共に、豊かな市
民生活に資すること
を目的とする。 

生涯学習支援ボラン
ティアの会、市内高等
教育機関及び福島大
学が連携・協力し、４
学部の多種・多様な講
座と特別講座を企画・
開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ等 

生涯学習課 

（生涯学習プ

ラザ） 

10 ＩＴボランティ

アリーダー企画

講座 

ＩＴボランティア
リーダーに活躍の場
を提供し、自主的な講
座運営を支援する。 

ＩＴボランティア
による講座の企画・運
営 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

11 市民講師養成講

座 

まなびあいバンク
登録者や市民講師に
関心のある市民のス
キルアップを図り、市
民講師として活躍で
きる機会を提供する。 

市民講師に必要な
基礎を学ぶ。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

12 ボランティア養

成講座 

ボランティアやコ
ーディネーターの養
成を目的とする。 

ボランティアを養
成し、生涯学習のまち
づくりを推進する。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

13 生涯学習フェス

ティバル事業 

生涯学習プラザを
拠点に活動する団体・
サークルの活動成果
の発表をとおして、市
民や各種団体との交
流を図る。 

生涯学習フェステ
ィバルを開催し、利用
団体等の作品展示、活
動発表、講演会や市民
の参加をとおして交
流を図り、生涯学習の
普及啓発に努める。 

一般市民 

団体 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

14 いわき市暮らし

の伝承郷事業 

地域の文化伝承と
生涯学習活動の拠点
として、伝統的民家・
民具・生活・行事など
の保存・継承を図ると
ともに、市民に気軽に
体験・学習していただ
くため各事業を開催
する。 

 常設展、企画展、伝
承郷講座、キッズ民話
語り部教室のほか、竹
馬やケン玉といった
昔遊び、収穫祝いの餅
つきなど、世代を問わ
ず楽しみながら先人
の知恵を体験し、地域
文化を伝承する事業
を実施する。また、市
民による展示会の開
催やガイドボランテ
ィアによるガイドを
実施する。 

一般市民 いわき
市暮ら
しの伝
承郷 

いわき市暮ら

しの伝承郷 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ＩＴリーダー企

画講座 

ＩＴ講習会の企画
運営などのいわき市
情報化事業への協力
を行い、地域社会に貢
献する。 

５月マイクロソフト
アウトルック講座、６
月アクセス入門講座、
７月エクセル中級講
座、８月親子ペアバッ
ク作成講座、９月パワ
ーポイント講座、10月
グーグル便利技講座、
11 月はがきデザイン
キットで年賀状作成
講座、12月親子でラベ
ル作成講座、１月テキ
スト作成講座、２月ワ
ード中級講座、３月グ
ーグルフォト講座 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

ＩＴサポータ

ーいわき 

２ ボランティア ボランティアに参
加することにより、地
域の人々と交流をも
ち、さらにボランティ
ア精神を培う。 

施設行事への支援、
保健啓蒙活動への支
援、団地集会所での健
康講話、手浴、ハンド
マッサージ、血圧測定 
等 

一般市民 － 松村看護専門

学校 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 

 

市民講師養成講

座 

まなびあいバンク
登録者や市民講師に
関心のある市民のス
キルアップを図り、市
民講師として活躍で
きる機会を提供する。 

市民講師（ボランテ
ィアを含む）に必要な
基礎を学ぶ。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

2 

 

ボランティア養

成講座 

ボランティアやコ
ーディネーターの養
成を目的とする。 

ボランティアを養
成し、生涯学習のまち
づくりを推進する。 

高校生
を除く
18歳以
上の方 

生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ サマーショート

ボランティアス

クール 

 

 市内の高等学校の
生徒の皆さんに、夏休
みを中心とした一定
期間、ボランティア活
動を体験する場を提
供することにより、自
分たちが住む地域社
会の福祉の現状や問
題を理解していただ
き、今後のボランティ
ア活動への積極的な
参加を促し振興を図
ることを目的として
いる。 

開校式・閉校式を含
め、市内の福祉施設や
ボランティア団体に
おいて５日間ボラン
ティア活動を行う。 

高校生 市内福
祉施設
等 

いわき市社会

福祉協議会 

２ ボランティア養

成講座 

ボランティア活動
を通した新しい出会
い、自己実現、生きが
いづくりを支援する
と共に、自然体験活動
のよき理解者や支援
づくりを目指す。 

グループワーク、活
動プログラム研修、講
義等 

一般市民 いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

３ ボランティア・コーディネーターの養成 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 日本語普及事業 

（日本語教室・

日本語支援ボラ

ンティア養成講

座等） 

市内居住外国人を
対象とした日本語教
室を開講し、日本語学
習を通じて、日本文化
や習慣等についても
知識を深めてもらう。
また、日本語支援がで
きるボランティアを
養成し、日本語学習支
援と交流を通じて、地
域社会において多文
化共生社会の意識の
醸成を図る。外国にル
ーツをもつ小・中学生
への日本語支援を通
じ、未来の担い手とな
る子どもたちの成長
を支える。 

・日本語教室：日本語
をクラス形式で学ぶ
機会を提供し、前・後
期各４クラス開講す
る。 
・日本語支援ボランテ
ィア養成講座他：日本
語教授の専門家を講
師に迎えて教授法等
を学ぶ講座を開講し、
日本語支援ボランテ
ィアを養成するほか、
ボランティア同士の
情報共有の場を創出
する。 
・日本語支援活動：主
にボランティアとの
マンツーマン形式に
より日本語を学ぶ機
会を提供する。小中学
校の子どもたちに対
しては学校において
日本語支援活動を行
う。 

外国に
ルーツ
を持つ
方 
日本語
支援活
動に関
心があ
る方 

生涯学
習プラ
ザ等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市民活動ガイド 市民の方々がボラ
ンティア活動に参加
するきっかけづくり
や、ボランティア活動
団体間のネットワー
クづくりに役立てて
いただくことを目的
とする。 

市民活動団体等の
最新情報や市民活動
に役立つ情報を市公
式ホームページで掲
載している。 

一般市民 － 地域振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ボランティア団体のネットワーク化 
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第６節 企業における生涯学習の奨励 
 経済のグローバル化や少子高齢化による国内市場の縮小、労働力人口の減少、雇用形態の多様化

など、企業を取り巻く社会環境が大きく変化しています。また、女性の活躍や高齢者の活用が進む

一方、仕事以外の余暇の時間を重視する人も増えるなど、勤労世代の価値観や生活、働き方に対す

るニーズも多様化してきています。 

このような中、企業にとっては、大切な経営資源となる「人」を対象とした企業内教育は重要で

あるとともに、地域社会の一員としての地域貢献も望まれています。このため、勤労世代を対象と

した学習機会の充実に努めるとともに、子どもたちへのキャリア教育の中で、企業の持つ教育的資

源を地域に還元してもらう機会を設けるなど、「共創」のまちづくりにつなげていきます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ Society5.0 

Study 

Meeting 

 市では、人とモノ

が IoT でつながり、

必要な人に必要な情

報が届く社会 

“Society5.0” の実

現に向け、AI・RPA

等を活用した地域社

会・行政の DX 推進

や MaaS 等の次世代

モビリティサービ

ス、Iot を活用したス

マートライフの推進

など、様々な取組み

を実施しており、今

後、これらの取組み

を強化しながら、市

全体におけるスマー

トシティの推進を図

っていく。 

 市全体での

Society5.0 実現に係る

取組みの更なる強

化・深化や、

Society5.0 を牽引する

人材の発掘・育成に

向け、新たなデジタ

ル技術のトレンドや

事例に関する理解を

深めるとともに、地

域のネットワークづ

くりを目的とした勉

強会「Society5.0 

Study Meeting」を開

催する。 

・市職員または連携協

定締結企業の社員等

を講師に、テーマに基

づく講義・講演を聴

講。 

・講義、講演内容に対

する質疑応答や、講

師・参加者相互の意見

交換を実施。 

：セミナーとワークシ

ョップのハイブリッ

ド方式 

市職員

のほ

か、市

と連携

協定を

締結し

ている

企業や

商工会

議所・

経済同

友会に

加盟す

る事業

所社

員、青

年会議

所等の

地域団

体の会

員等を

対象 

会場・

オンラ

イン併

用開催 

スマート 

社会推進課 

  

１ 勤労者の学習機会の充実 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に一
般メニューを設け、市
民の要請に基づき、出
前講座を実施する。 

企業内における勤
労者を対象とした学
習（営利目的につなが
らないもの）にも派遣
する。 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

一般教養やライフ
プラン、現代的課題等
に関する教室・講座等
を開催するとともに、
人生を豊かにするた
めの趣味に関する学
習機会も設ける。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

実用パソコンや実
用英語、ライフプラ
ン、現代的課題に関す
る教室・講座等開催す
るとともに、人生を豊
かにするための趣味
に関する学習機会も
設ける。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 創業セミナー～

新たな事業を始

めるみなさまに

～ 

操業を考えている
が、何から手を付けれ
ばよいかわからない
方、これから具体的な
計画を練ろうとして
いる方などを対象に
操業に必要な知識や
情報、事業計画や資金
計画の立て方などを
わかりやすく解説。不
安や準備不足を解消
する。 

講師を派遣する。 成人 － 株式会社日本

政策金融公庫

いわき支店 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 食の子ども探険

隊（一日食品衛

生監視員体験）

実施事業 

 小学生（高学年）を

対象に、食の安全を確

保するための行政の

取り組みや、大型小売

店（スーパーマーケッ

ト）における、食品の

衛生的取扱いに対す

る取り組みを確認し

てもらいながら、食品

衛生に関する知識の

醸成を目的とする。 

 普段は立入ることが

できない、大型小売店

（スーパー）のバック

ヤードへ保健所職員と

ともに立入り、食品事

業者がどのように食の

安全に取り組んでいる

のか、どのようにして

消費者に安全・安心な

食品を届けているのか

を実際に見て、聞いて

体験をすることで、食

品の安全性について考

え、自主的に食の安全・

安心の確保に取り組む

姿勢を育むことを目的

とし、一日食品衛生監

視員体験会を開催す

る。 

小学生 

５～６ 

年生 

イオン

いわき

店 

保健所生活衛

生課 

2 土曜学習推進事

業 

子どもたちが土曜
日を有意義に過ごす
ことができるよう、学
校・家庭・地域と公民
館が連携し、役割を分
担しながら、子どもた
ちの土曜日の教育環
境を豊かなものにす
る。 

 学校・家庭・地域と
公民館が連携し、地域
の多様な経験や技能
を持つ人材・企業等の
協力を得ながら、主と
して土曜日に、体系
的・継続的なプログラ
ムを計画・実施するこ
とにより、子どもたち
にとって豊かで有意
義な土曜日を実現す
るとともに、地域教育
力の向上を図る。 

小学生 学校、
地域、
社会教
育施設
等 

生涯学習課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

公民館が持つ地域
の教育資源（ひと・も
の・こと）を活用し、
学校との連携・協働の
コーディネートや情
報の提供等を行う。 

また、企業の持つ専
門的知識を、市民講座
や子どもたちの体験
学習等で活かす。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

 

 

 

 

２ 企業のもつ教育力の地域への還元 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ジュニアエコノ

ミーカレッジ in

いわき 

いわき市内小学校
高学年の児童を対象
とした起業体験プロ
グラム。参加者には商
売の基本や社会のル
ールを学んでもらい、
働くことの喜びや企
業家精神を養う。将来
のいわきにおいて、一
人でも多い創業者が
生まれることを目的
する。 

市内の小学校５・６
年生が模擬の株式会
社をつくり、商品計画
や収支計画を取りま
とめ、会社経営を体験
する。 
学んだことの総決算
として、市内スーパー
で販売実践を行う。 
最後に決算をまとめ、
セミナーの成績や販
売実践の実績を総合
的に評価して、最も優
秀なチームをグラン
プリとして表彰する。 

小学校
５・６
年生 

いわき
海浜自
然の家
ほか 

いわき商工会

議所青年部 

２ 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて、
多くの市民の方に、市
内に立地している工
場を知ってもらい、地
域と結びついた工場
として、身近に感じて
もらうとともに、地域
経済の発展と地元就
職の促進を図る。 

小中学校、学生を対
象とした工場見学の
受け入れを行う。 

小学校
３～６
年生 

中学生 

日東電
工株式
会社 

日東電工株式

会社 

 

３ 出前授業「おな

か元気教室」、健

康教室の開催 

出前授業、健康教室
を通して、多くの市民
の方に健康づくりの
きっかけとなる情報
を提供していく。 

学習機会の創出と健
康維持増進が目的と
なる。 

■小・青年期（小・中・

高】対象 

出前授業「おなか元気

教室」の開催（45 分） 

おなかのしくみ～おな

かには菌が住んでいる

～うんちから学ぶ生活

リズム（早ね・早起き・

朝ごはん・朝うんち）の

大切さを学ぶ。 

■成人・高齢期対象 

ヤクルト健康教室の開

催（60 分） 

消化管の働きや腸内細

菌の役割など、腸内環

境の大切さを学び、腸

年齢チェックや健腸体

操などを交え、健康的

な生活習慣などの幅広

い健康情報を提供す

る。 

小学生 

中学生 

保護者 

教職員 

随時相
談 

いわきヤクル

ト販売株式会

社 

４ 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの市民の方々に
日産自動車いわき工
場を知っていただき
日産ファンを一人で
も多く増やすことと、
地元就職促進を図る
ことを目的としてい
る。 

小学生、中学生、高
校生、一般企業、各種
団体を対象とした工
場見学の受け入れを
行う。 

一般市民 日産自
動車株
式会社
いわき
工場 

日産自動車株

式会社 いわ

き工場 

  



 第６章 学習機会の整備 ６ 企業における生涯学習の奨励  

 

- 156 - 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

５ 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの方に、工場のも
のづくりを知っても
らうと共に、地域に根
付いた工場として身
近に感じてもらい、地
域経済の発展と地元
就職の促進を図る。 

小学校や中学校の
社会科見学、高校の就
職検討のための工場
見学の受け入れを行
う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

保護者 

教職員 

株式会
社アブ
クマい
わき工
場 

株式会社アブ

クマ いわき

工場 

６ 本社ならびに物

流センターの見

学 

いわきを拠点に、婦
人服において全国展
開する当社の本社な
らびに物流センター
（全国に１ヶ所）を見
学してもらい、いわき
市から全国に拡大し
た経緯や「モノ」の流
れを理解し、就業意識
の向上に役立てても
らいたい。 

小中学校や高校を
対象とした本社なら
びに物流センター見
学の受け入れを行う。 

小学校
４～６
年生 

中学生 

高校生 

㈱ハニ
ーズホ
ールデ
ィング
ス物流
センタ
ー 

(株)ハニーズ

ホールディン

グス 

７ 地域協調活動 火力発電所の見学
やエネルギー出前教
室を通じて、発電の仕
組みやエネルギー資
源の大切さを理解し
てもらい、地域と結び
ついた発電所として、
身近に感じてもらう
とともに、地域経済の
発展と地元就職の促
進を図る。 

・小学校や中学校、各
種団体による発電所
見学の受け入れ 

・市内の小学校を対象
とした環境エネルギ
ー出前教室の実施 

・植田小学校５年生を
対象とした環境エネ
ルギー教室の実施（当
社にて開催） 

・市内の中学生を対象
とした職場体験学習
の受け入れ 等 

小学生 

中学生 

一般市民 

常磐共
同火力
株式会
社勿来
発電所 

等 

常磐共同火力

株式会社勿来

発電所 

８ 出張食育事業 希望があった市内
の小学校及び保育園
へ、料理講師と社員を
派遣し、家庭科授業時
に環境に優しく資源
を無駄遣いしない事、
また火を使用するこ
とに主眼を置いた調
理実習を行う。 

料理講師と当社社
員の説明指導のもと、
児童や園児親子と楽
しく学びながら料理
を作成、試食する。 

幼児 

小学生 

とその 

保護者 

各保育
園、各
小学校 

東部ガス福島

支社平事業所 

９ 工場見学の受け

入れ 

工場見学を通じて
多くの市民の方に、市
内に立地している工
場を知っていただき、
地域と結びついた工
場として身近に感じ
てもらうと共に、地域
経済の発展と地元就
職の促進を図る。 

 小中学校、各種団体
を対象とした工場見
学の受け入れを行う。 

小学生 

中学生 

一般市民 

株式会
社クレ
ハいわ
き事務
所 

株式会社クレ

ハいわき事務

所 

 

 

 

 

 



第６章 学習機会の整備 ６ 企業における生涯学習の奨励   

 

- 157 - 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

1 

 

Society5.0 

Study 

Meeting 

 市では、人とモノ

が IoT でつながり、

必要な人に必要な情

報が届く社会 

“Society5.0” の実

現に向け、AI・RPA

等を活用した地域社

会・行政の DX 推進

や MaaS 等の次世代

モビリティサービ

ス、Iot を活用したス

マートライフの推進

など、様々な取組み

を実施しており、今

後、これらの取組み

を強化しながら、市

全体におけるスマー

トシティの推進を図

っていく。 

 市全体での

Society5.0 実現に係る

取組みの更なる強

化・深化や、

Society5.0 を牽引する

人材の発掘・育成に

向け、新たなデジタ

ル技術のトレンドや

事例に関する理解を

深めるとともに、地

域のネットワークづ

くりを目的とした勉

強会「Society5.0 

Study Meeting」を開

催する。 

・市職員または連携協

定締結企業の社員等

を講師に、テーマに基

づく講義・講演を聴

講。 

・講義、講演内容に対

する質疑応答や、講

師・参加者相互の意見

交換を実施。 

：セミナーとワークシ

ョップのハイブリッ

ド方式 

市職員

のほ

か、市

と連携

協定を

締結し

ている

企業や

商工会

議所・

経済同

友会に

加盟す

る事業

所社

員、青

年会議

所等の

地域団

体の会

員等を

対象 

会場・

オンラ

イン併

用開催 

スマート 

社会推進課 

2 

 

男女共同参画の

日事業 

 男女共同参画につ
いての理解と関心を
深め、男女が共に社会
のあらゆる分野の活
動に自ら積極的に参
画する意欲を高める
ことを目的とする。 

 毎年 11 月の第２日
曜日の「男女共同参画
の日」にトークショー
や市民参加型イベン
ト等を実施する。 

一般市民 － 男女共同参画

センター 

3 

 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業 

就労と子育てが両
立できる環境づくり
のため、広く児童の福
祉に資することを目
的とする。 

・相互援助活動 

・会員募集・登録 

・講習会の開催 

・説明会の開催等 

一般市民 － こども支援課 

  

３ 労働環境の向上 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ マザーズハロー

ワーク事業 

少子高齢化の急速
な進展や団塊の世代
の引退に伴い、女性の
労働市場への参加を
促進することがます
ます重要となってお
り、女性が様々な領域
で活躍できる環境を
整備するとともに、結
婚、出産、子育てなど
ライフサイクルの中
で女性が意欲と能力
を十分に発揮して働
けるようにすること
を目的として、関係機
関等との連携の下、子
育てしながら就職を
希望する方に対して
就職支援を行う。 

①職業相談、職業紹介 

②就職可能性を高め
るための各種就職支
援 

③仕事と子育てが両
立しやすい求人の確
保・事業所情報の収集
及び情報提供 

④子育て中の求職者
のための保育サービ
ス関連情報等の提供 

⑤子育て女性等就職
支援ネットワークの
構築 

⑥子育てをしながら
就職活動が行いやす
い施設の整備及びサ
ービスの充実 

⑦広報その他事業の
円滑な推進に必要な
事項 

子育て
をしな
がら就
職を希
望する
方 

仕事と
家庭の
両立の
ため転
職を希
望する
方 

母子家
庭の母
等で就
職を希
望する
方 

いわき
公共職
業安定
所 

いわき公共職

業安定所 
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第７節 地球環境問題への取り組み 
 これまでの大量生産・大量消費型の経済社会は、それに伴う資源・エネルギーの大量消費、膨大

な廃棄物の発生等を招き、地球環境に大きな負荷をかけてきたものであり、そこからの脱却を図り、

持続可能な循環型社会の構築に向けた取り組みが始まっています。 

このような中、内閣府による将来推計人口では、日本の総人口は、今後、長期にわたり減少して

いくと見込まれていますが、国際連合の世界人口推計によると、世界の人口は今後も増加していく

とともに高齢化も進むと予測されており、地球環境に関する新たな課題も懸念されています。 

次代を担う子どもたちに住みよい環境を残していくのは、現代の私たちの使命であり、自らでき

ること、自分の住んでいる地域社会から行動すること等を積み重ね、地球環境問題にも取り組んで

いけるよう、環境保全や資源リサイクル、省エネルギー等に関する学習機会の充実に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき市環境ア

ドバイザー事業 

市民が自発的な環
境保全活動に取組む
ために必要な知識の
提供を図る。 

環境アドバイザー
を公募・登録し、市民
の要請に応じて派遣
する。 

一般市民 － 環境企画課 

２ 再生可能エネル

ギー普及促進事

業 

市民（主に次世代を
担う小学生）の再生可
能エネルギーに対す
る理解と意識の高揚
を図る。 

副読本「みんなの再
生可能エネルギータ
ウン」を作成・配布す
る。 

一般市民 － 環境企画課 

３ 星空観察 星空の観察という
身近な方法を通して、
大気環境保全への意
識高揚を図る。 

いわき天文同好会
との共催により、夏期
と冬期に星空観察会
を実施する。 

一般市民 － 環境企画課 

４ クリンピーの家

リサイクル啓発

事業 

 リサイクルプラザ
クリンピーの家にお
いて、施設見学や体験
学習等を開催し、ごみ
の減量化やリサイク
ルに対する市民意識
の醸成を図る。 

○施設見学･･･資源選
別の様子の見学やリ
サイクルの仕組を解
説 
○体験学習等･･･リサ
イクル教室（月例体験
学習）、修理再生品の
提供、リサイクルフェ
アの開催 

施設見
学者 

クリン
ピーの
家 

ごみ減量推進

課（クリンピ

ーの家） 

 

５ 「ごみのおはな

し」作成及び配

布 

 ごみの減量化意識
の啓発と、本市のごみ
処理の現状について
の理解を図るため、小
学４年生向けの副読
本を作成・配布し、授
業等において活用す
るとともに、一般向け
の施設講座用として
も活用する。 
 

副読本「ごみのおは
なし」の作成・配布 
・作成時期 3月（新 4
年生分を各学校に配
布） 
・作成部数 4,800 冊
（18頁） 

小学校
４年生 
等 

各小学
校、ご
み処理
施設等 

ごみ減量推進

課 

１ 環境保全に関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 中山間ふるさ

と・水と土保全

基金事業 

中山間地域におけ
る農地等の維持につ
ながる集落共同活動
に対する支援を実施
する。 

中山間地域（田人地
区）で実施する小中学
生を対象とした農業
体験「田人コンニャク
作り」に係る助成を行
う。 

小学生 

中学生 

田人公
民館 

農地課 

７ 森林ボランティ

ア活動支援事業 

市民ボランティア
との協力・連携のもと
に、広葉樹の植栽や水
源林等の整備を図る。 

市民団体の自主的
な森林の整備活動に
対して補助金を交付
する。 

成人 

高齢者 

－ 林務課 

８ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、環
境保全に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

９ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

環境保全に関する
教室・講座等の開催、
見学学習等を実施す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

10 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

環境保全に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

11 水道水源地・施

設見学会 

水道水源保護の重
要性や良質な水を安
定供給している水道
についての市民の認
識を深めてもらうこ
とを目的とする。 

水道水源地の散策
及び浄水施設の見学 

小学生
以上の 

一般市民 

水道水
源地 

浄水施
設 

水道局浄水課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 下川・泉もえぎ

台のまちづくり 

下川区及び泉もえ
ぎ台区の地域振興と
環境の改善を図るこ
とを目的とする。 

定例会、釜戸川遊歩
道の草刈り、企業との
懇談会で環境改善活
動、工場見学会から地
域環境状況を学ぶ、市
役所の出前講座勉強
会、ふるさと下川を知
ろうウォーク 

一般市民 泉もえ
ぎ台集
会所 

下川を考える

会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 幼稚園・学校等

における環境教

育支援 

幼稚園、学校におい
ては、木工クラフトや
園、校外での自然体験
活動等は種々の面で
なかなか困難だとの
声が多くあるため、そ
れに対して、場所の提
供や人的、物的な支援
を行うことを目的と
する。 

主に支援の内容面
では、幼稚園では木工
クラフト、小学校では
生活科、総合学習の中
で自然と触れ合うこ
と、人と自然との関係
を学び、自然（植物・
動物）を観察するこ
と、それに木工クラフ
トを行う。 

幼児 

小学生 

湯ノ岳
山荘、
各幼稚
園・各
学校等
の周辺 

ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

３ 自然観察会 いわき市民になじ
みのある湯ノ岳の四
季の移ろいを、市民に
知ってもらうことを
目的とする。 

自然観察の実施 一般市民 湯ノ岳 ＮＰＯ法人 

いわきの森に

親しむ会 

４ 地域協調活動 火力発電所の見学
やエネルギー出前教
室を通じて、発電の仕
組みやエネルギー資
源の大切さを理解し
てもらい、地域と結び
ついた発電所として、
身近に感じてもらう
とともに、地域経済の
発展と地元就職の促
進を図る。 

・小学校や中学校、各
種団体による発電所
見学の受け入れ 

・市内の小学校を対象
とした環境エネルギ
ー出前教室の実施 

・植田小学校５年生を
対象とした環境エネ
ルギー教室の実施（当
社にて開催） 

・市内の中学生を対象
とした職場体験学習
の受け入れ 等 

小学生 

中学生 

一般市民 

常磐共
同火力
株式会
社勿来
発電所 

等 

常磐共同火力

株式会社勿来

発電所 

５ みんなで育てよ

う！オーガニッ

クコットン 

震災をきっかけと
していわき市を中心
に始められた「ふくし
まオーガニックコッ
トンプロジェクト」の
取り組みを、実際の栽
培体験を通して知る
ことで、自分たちの衣
服の原料について、環
境に配慮した暮らし
について、震災が地域
にもたらした影響に
ついて学ぶ機会とす
る。 

①種や栽培方法のマ
ニュアルを提供する
形でのコットン栽培
の実施             

②収穫したコットン
を使用しての糸紡ぎ
体験やコットンベイ
ブづくり教室の開催 

小学生 各小学
校 

特定非営利活

動法人 ザ・

ピープル 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ クリンピーの家

リサイクル啓発

事業 

 リサイクルプラザ
クリンピーの家にお
いて、施設見学や体験
学習等を開催し、ごみ
の減量化やリサイク
ルに対する市民意識
の醸成を図る。 

○施設見学･･･資源選
別の様子の見学やリ
サイクルの仕組を解
説 
○体験学習等･･･リサ
イクル教室（月例体験
学習）、修理再生品の
提供、リサイクルフェ
アの開催 

施設見
学者 

クリン
ピーの
家 

ごみ減量推進

課（クリンピ

ーの家） 

 

２ 「ごみのおはな

し」作成及び配

布 

 ごみの減量化意識
の啓発と、本市のごみ
処理の現状について
の理解を図るため、小
学４年生向けの副読
本を作成・配布し、授
業等において活用す
るとともに、一般向け
の施設講座用として
も活用する。 
 

副読本「ごみのおは
なし」の作成・配布 
・作成時期 3月（新 4
年生分を各学校に配
布） 
・作成部数 4,800 冊
（18頁） 

小学校
４年生 
等 

各小学
校、ご
み処理
施設等 

ごみ減量推進

課 

３ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、資
源リサイクル・省エネ
ルギーに関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

４ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 資源リサイクルや
省エネルギーに関す
る教室・講座等の開
催、見学学習等を実施
する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 福祉事業所見学

の受け入れ 

当該施設は障がい
のある方々が市民の
皆さんから提供され
た古着を工業用ウエ
スに加工して、地域の
会社（精密加工、鉄工
所（自動車関係等））で
役立ててもらってい
る。作業を通して、仲
間意識や生産力アッ
プを目指して、地域で
豊かに暮らしていけ
ることを目標として
いる。 

古着を再利用して
工業用ウエスをつく
る工程の見学を行う。 

一般市民 特定非
営利活
動法人
ワーク
ショッ
プあい
あい 

特定非営利活

動法人 ワー

クショップあ

いあい 

２ 資源リサイクル・省エネルギーに関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

2 フードバンクを

知るための学習

会 

本会では食品廃棄
物削減並びに生活困
窮者支援の目的で、
「フードバンクいわ
き」の運営を行ってい
る。身近な生活の中で
食品廃棄物がどのよ
うに生まれているの
かを知る機会を設け
るとともに、各人の生
活の中でできる消費
行動の見直し、生活困
窮者支援ボランティ
ア活動の実践例とし
てフードバンク事業
について広く学んで
もらう機会を設ける。 

直近のデータに基
づく食品廃棄物の現
状に関する講話。 

「フードバンクい
わき」支援事例に基づ
くフードバンク事業
の概要説明と、いわき
での生活困窮者の状
況報告。 

実際に各人の家庭
から食品廃棄物を出
さないようにするた
めの工夫を考えるワ
ークショップ。 

一般市
民 

市内公
共施設 

特定非営利活

動法人ザ・ピ

ープル 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき市生き物

調査 

市民の生物多様性
に関する理解や環境
保全意識の向上、外来
生物の分布に係るモ
ニタリング、子どもへ
の環境教育を図る。 

市内の小学４年生
などに「生き物調査シ
ート」を配布し、身近
な場所で調査対象種
（外来生物）などの生
息状況を調査しても
らい、その結果を回収
する。 

調査結果は小学校へ
配布及び市ＨＰへ掲
載する。 

一般市民 － 環境企画課 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、地
域生態系に関する学
習メニューを設け、市
民の要請に基づき、出
前講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域生態系の調査研究活動の推進 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ いわき市都市緑

化まつり 

緑を守り、増やし、
育てる知識を深めて、
身近な緑化運動を始
める契機とすること
を目的とする。 

市保存樹木・樹林に
関するパネル展示 

みどりに関する相談
コーナー 

一般市民 21世紀
の森公
園 

公園緑地課 

２ 飼い犬のしつけ

方教室 

犬のしつけ方につ
いて関心を持つ市民
に対し、犬の本能や修
正に基づいたしつけ
方法を学ぶ機会を設
け、その理解を深める
ことにより、参加者を
軸に犬の正しい飼い
方が地域に広まるこ
とを目指すものであ
る。 

犬のしつけ方に関
し知識を持つ者（保健
所職員、獣医師会会員
など）が講師となり、
学科講習を行い、犬の
しつけ方に関する知
識を習得していただ
いた後、実際に飼い犬
を伴い実技講習を行
う。 

一般市民 総合保
健福祉
センタ
ー 

保健所生活衛

生課 

３ 水道水源地・施

設見学会 

水道水源保護の重
要性や良質な水を安
定供給している水道
についての市民の認
識を深めてもらうこ
とを目的とする。 

水道水源地の散策
及び浄水施設の見学 

小学生
以上の 

一般市民 

水道水
源地 

浄水施
設 

水道局浄水課 

４ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、排
水対策等の清潔でき
れいなまちづくりに
関する学習メニュー
を設け、市民の要請に
基づき、出前講座を実
施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

５ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

地球環境を守り、清
潔できれいなまちづ
くりにつながるよう、
環境や自然に親しむ
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 下川・泉もえぎ

台のまちづくり 

下川区及び泉もえ
ぎ台区の地域振興と
環境の改善を図るこ
とを目的とする。 

定例会、釜戸川遊歩
道の草刈り、企業との
懇談会で環境改善活
動、工場見学会から地
域環境状況を学ぶ、市
役所の出前講座勉強
会、ふるさと下川を知
ろうウォーク 

一般市民 泉もえ
ぎ台集
会所 

下川を考える

会 

４ 清潔できれいなまちづくり 
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第８節 健康・スポーツの振興 
 「人生 100 年時代」を考えるほど、長寿社会を迎えた今日、生涯にわたり充実した生活を送り、

明るく活力のある社会を形成していくためには、各人の生きがいづくりとともに、心身の健康の保

持増進が必要です。 

特に、都市化や生活の利便性の向上等により、日常生活上で身体活動の機会や場が減少している

とともに、家庭の教育力の低下等から、食生活をはじめとする基本的な生活習慣も身についていな

い例も多いことから、運動、栄養及び休養等の調和のとれた生活習慣の確立、自分自身を大切にす

ること等の学習機会の提供に努めます。 

また、スポーツは、身体を動かすという爽快感、達成感、他者との連携、交流、楽しさ、喜び等

も得ながら、体力向上や健康の保持増進につながるものであることから、生涯スポーツの推進に努

めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ シルバーピアー

ド（高齢者スポ

ーツ大会）補助

事業 

スポーツを通じて
健康増進を図るとと
もに、相互の親睦交流
を深めることを目的
とする。 

市内の老人クラブ
の会員を対象に運動
会を開催する。 

高齢者 総合体
育館 

介護保険課 

２ 食の子ども探険

隊（一日食品衛

生監視員体験）

実施事業 

 小学生（高学年）を

対象に、食の安全を確

保するための行政の

取り組みや、大型小売

店（スーパーマーケッ

ト）における、食品の

衛生的取扱いに対す

る取り組みを確認し

てもらいながら、食品

衛生に関する知識の

醸成を目的とする。 

 普段は立入ることが

できない、大型小売店

（スーパー）のバック

ヤードへ保健所職員と

ともに立入り、食品事

業者がどのように食の

安全に取り組んでいる

のか、どのようにして

消費者に安全・安心な

食品を届けているのか

を実際に見て、聞いて

体験をすることで、食

品の安全性について考

え、自主的に食の安全・

安心の確保に取り組む

姿勢を育むことを目的

とし、一日食品衛生監

視員体験会を開催す

る。 

小学生 

５～６ 

年生 

イオン

いわき

店 

保健所生活衛

生課 

  

１ 健康の維持増進に関する学習 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ 健康増進事業 市民の健康づくり
推進のため、いわき市
健康推進員の養成と、
地区組織活動推進を
図る。 

①健康づくり伝達講
習会 
 健康推進員が研修
受講した内容を地区
住民に伝達する 
②健康づくり普及活
動 
 地区住民への各種
啓発活動 
③健康推進員育成研
修 
 健康推進員育成の
ための研修 
④健康づくり講座 
 一般市民と健康推
進員のための健康づ
くり講座 

いわき
市健康
推進員
協議会
の会員
及び市
民 

各回に
より異
なる 

保健所地域保

健課 

４ 思春期保健セミ

ナー 

「いわき市『いのち
を育む教育』の指針」
に基づき、子どもたち
の自己肯定感を高め
ながら、健康で豊かに
生きる力を育むこと
ができるよう、思春期
の生と性、命の大切さ
等について、市民を対
象に講演会を開催す
る。 

思春期保健分野に
携わる専門家等によ
る講演会を行う。 

一般市民 － こども家庭課 

５ 発達学習会等の

講演会 

児童の特性に合わ
せた配慮と支援方法
についての学習機会
を提供し、発達支援に
係る普及啓発を図る。 

発達支援分野の専
門家を講師に招き、対
象やテーマに応じた
講演会を開催する。 

一般市民 ― 

 
こども家庭課 

６ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、健
康に関する学習メニ
ューを設け、市民の要
請に基づき、出前講座
を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

７ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 

心と体の健康づく
りや食生活、生活習慣
病等に関する教室・講
座等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

８ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

 

健康体力づくり講
座等、健康に関する教
室・講座等を開催す
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

９ 学校給食食育推

進事業 

 子どもたちの豊か
な心と体を育むため
には、食に関して、家
庭や地域が世代を超
えて、連携強化を図っ
ていく必要があるこ
とから、「ひと・食・環
（わ）」をコンセプト
として、学校と学校給
食共同調理場が家庭
や地域と連携を図り
ながら、食育を推進す
る。 

【メイン事業】 
ふれあい弁当デーの
全校実施 
【サブ事業】 
地元高校との連携に
よる交流会食会の開
催 
地元料理人との連携
による交流会食会の
開催 
【その他】 
学校給食共同調理場
体験ツアーの開催 
お弁当講座の開催 

小学生 

中学生 

各小中
学校等 

学校支援課 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 春のオープンデ

ー、秋のオープ

ンデー 

いわき海浜自然の
家を広く開放し、野外
炊飯やクラフト活動
など活動プログラム
を体験してもらい、理
解を深める。 

野外炊飯やニュー
スポーツ、創作活動、
入浴体験など 

一般市民 いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

2 健康増進事業

（いわき市保健

所からの受託事

業） 

健康推進員が講習
会等を開催し、市民の
健康づくりの推進を
図る。 

また、訪問や健康相
談の協力活動、関係機
関からの依頼事業を
通じて、健康づくりに
かかる各種啓発を図
る。 

・健康づくり伝達講習
会：健康推進員が育成
支援研修で得た知識
と技術をもとに、企
画・運営を担い、市民
へ伝達する教室 

・健康づくり普及活
動：公民館や他団体等
から依頼を受け、健康
推進員が講師をつと
めた調理実習、運動指
導。個別の対話訪問の
実施 

・健康づくり講座：外
部講師を依頼し、一般
市民と健康推進員を
対象とした、健康づく
りのための講演会 

一般市民 － いわき市健康

推進員協議会 

3 しらゆり祭（文

化祭） 

地域の人々に看護
について関心を持っ
てもらうため、一般公
開として交流の機会
とする。 

看護紹介、血圧測
定、手浴、ハンドマッ
サージ、バザー、学校
紹介等 

一般市民 松村看
護専門
学校 

松村看護専門

学校 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

4 サンアビスポー

ツ塾 

障がい者スポーツ
を通して、障がい者の
健康増進、社会参加、
コミュニケーション
の場として、健常者に
は、障がい者スポーツ
を通し、障がい者理
解、障がい者スポーツ
への理解を深めるこ
とを目的とする。 

障がいの程度、体力
などに合わせた、障が
い者スポーツの場を
提供する。 

市内在
住の身
体、知
的、精
神障が
い者 

いわき
サン・
アビリ
ティー
ズ 

いわきサン・

アビリティー

ズサポーター

ズクラブ 

5 健康増進動画の

配信 

市民の健康活動の
支援を図る。 

YouTube の医療創
生大学公式チャンネ
ルにて、本学教員と学
生らによる健康増進
動画を配信し、市民の
健康活動を支援する。 

一般市民 － 医療創生大学 

6 HEaLTH セン

ターの設立 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士のリカレント教
育の機会を設け、各自
のスキルアップを目
指す。 

また、市民の健康の
維持増進の支援を図
る。 

いわき市で活躍す
る作業療法士・理学療
法士に対し、講義やワ
ークショップを、セミ
ナーを提供する。 

また、いわき市民
に、健康とフィットネ
スについての講義を
定期的に実施する。 

一般市民 医療創

生大学 

医療創生大学 

7 出前授業「おな

か元気教室」、健

康教室の開催 

出前授業、健康教室
を通して、多くの市民
の方に健康づくりの
きっかけとなる情報
を提供していく。 

学習機会の創出と健
康維持増進が目的と
なる。 

■小・青年期（小・中・
高】対象 

出前授業「おなか元気
教室」の開催（45分） 

おなかのしくみ～お
なかには菌が住んで
いる～うんちから学
ぶ生活リズム（早ね・
早起き・朝ごはん・朝
うんち）の大切さを学
ぶ。 

■成人・高齢期対象 

ヤクルト健康教室の
開催（60分） 

消化管の働きや腸内
細菌の役割など、腸内
環境の大切さを学び、
腸年齢チェックや健
腸体操などを交え、健
康的な生活習慣など
の幅広い健康情報を
提供する。 

小学生 

中学生 

保護者 

教職員 

随時相
談 

いわきヤクル

ト販売株式会

社 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

8 ビューティフェ

スティバル 

子どもからお年寄
りまで、広く一般に、
利用・美容の技術、価
値を提供し、社会全体
における健康・文化の
向上に資する。 

・来場者にネイル、メ
イク、ヘアアレンジを
施し、ドレスアップま
たは浴衣を着付けし、
プロのカメラマンに
よる写真撮影を行う。 

・ネイルアート、メイ
クアップ、ヘアアレン
ジ、ボディーアートの
施術を体験してもら
う。 

・子供向け娯楽スペー
スを設置。 

・「いわき市明日をひ
らく人づくり基金」の
募金活動 

一般市民 学校法
人
iwaki
ヘアメ
イクア
カデミ
ー 

学校法人

iwaki ヘアメ

イクアカデミ

ー 

9 ノルディックウ

ォーキング 

ノルディックウォ
ーキングで健康維持 

市内各所で四季を
感じながらノルディ
ックウォーキングを
する。 

一般市民 市内各
地 

いわきノルデ

ィックウォー

キングクラブ 

10 園芸療法・園芸

福祉の体験学習 

心身の健康回復・維
持を図る目的とした
園芸活動の手法を座
学と実習を通して学
ぶ。この学習の機会を
通じて地域住民との
交流を図る。 

植物や園芸活動が
心身に及ぼす効果を
実際に体験・体感して
身につけ、生活に潤い
を充していく。 

市内の
復興公
営住
宅、災
害公営
住宅の
居住者
と周辺
地域の
住民 

復興・
災害公
営住宅 

特定非営利活

動法人 園芸

療法園芸福祉

協会 

11 料理教室（各種） 様々なジャンルの
料理教室を開催し、参
加されたお客さまへ
楽しんで頂きながら
料理を学んでいただ
く。 

料理講師の説明指
導のもと、参加者が料
理を作成、試食する。 

一般市民 東部ガ
スショ
ールー
ム 

東部ガス福島

支所平事業所 

12 出張食育事業 希望があった市内
の小学校及び保育園
へ、料理講師と社員を
派遣し、家庭科授業時
に環境に優しく資源
を無駄遣いしない事、
また火を使用するこ
とに主眼を置いた調
理実習を行う。 

料理講師と当社社
員の説明指導のもと、
児童や園児親子と楽
しく学びながら料理
を作成、試食する。 

幼児 

小学生 

とその 

保護者 

各保育
園、各
小学校 

東部ガス福島

支社平事業所 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 生涯スポーツ振

興事業 

 子どもから高齢者
まで、幅広い世代・層
に対し生涯スポーツ
の振興を図り、市民の
健康増進や体力の向
上を図る。 

・体操教室やなわとび
教室など各種市民ス
ポーツ教室の開催 

・子どもの日及び体育
の日に合わせた体育
施設無料開放事業の
実施 

・家庭で取り組むこと
ができる運動を親子
で体験する「親子体力
向上セミナー」 など 

一般市民 市内体
育施設
等 

スポーツ振興

課 

２ いわき市シルバ

ーリハビリ体操

事業 

市民自らが体操指
導士となり、地域の高
齢者等を対象にシル
バーリハビリ体操の
普及と体操の実践・指
導を行うことで、介護
予防意識の要請と高
齢者の社会参加、生き
がいづくり活動の推
進を図る。 

①シルバーリハビリ
体操指導士の養成 

②シルバーリハビリ
体操指導士の派遣調
整 

高齢者 － 地域包括ケア

推進課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

生涯にわたって親
しめるスポーツに関
する教室・講座等を開
催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 市民サイクリン

グ 

自転車の走る町「い
わき」をアピールし、
サイクリングロード
の活用・生涯スポーツ
としてのサイクリン
グの普及発展を目的
とする。 

年間計画「年間テー
マ」を立てそれに沿っ
てサイクリングを行
う。 

市内 水に関する
場所のサイクリング 

一般市民 いわき
市内 

いわき市サイ

クリング協会 

２ ツールドいわき 市内をめぐり、あら
たな発見をする。 

小学４年生以上の
健康な男女でコース
の制限時間内に完走
する。（コースにより
参加者区分有り） 

小学 

４年生
以上 

未定 いわき市サイ

クリング協会 

  

２ 生涯スポーツの推進 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

３ サッカーを中心

とするスポーツ 

サッカーを中心と
するスポーツを通し
て、青少年の心身の健
全育成を図り、生涯ス
ポーツの基礎となる
運動の楽しさを味わ
わせる。 

○サッカー及び各種
スポーツを通じた健
全な青少年育成に関
する事業キッズ,ジュ
ニア,ジュニアユース
スクール 

○サッカー及び各種
スポーツの指導者育
成に関する事業・指導
者講習会の受講・審判
講習会の受講                                                

○サッカー及び各種
スポーツの普及のた
めの各種イベントの
管理運営に関する事
業・ジュニアチーム・
ジュニアユースチー
ム交流会 他チーム
を招待しての交流会
【小学生・中学生】・プ
ロサッカーコーチを
招聘しての地域サッ
カースクール 

小学生 
中学生 

好間多
目的グ
ラウン
ド等 

特定非営利活

動法人 水石

フットボール

クラブ 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 総合型地域スポ

ーツクラブ育成

支援事業 

 市民の健康・体力の
保持・増進等に向け、
総合型地域スポーツ
クラブの設立・育成や
地域への定着を支援
する。 

・総合型地域スポーツ
クラブに係る周知 

・いわき地区総合型ス
ポーツクラブ連絡協
議会が実施するイベ
ントの開催支援 

一般市民 － スポーツ振興

課 

３ スポーツ団体・グループ及び指導者の育成 
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第９節 文化の振興 
 東日本大震災により各地に被害がもたらされ、多くの方が被災されるとともに、芸術文化活動等

も制約を受け、練習や発表の場が十分に確保できない時期がありました。 

その後、少しずつ活動が再開され、各地で開催された市民文化祭等では、安らぎと潤い、復興へ

向けての活力や元気、明日への希望等を感じることができました。 

このように、芸術文化は、私たちの心のよりどころとして、生きがいをもたらしてくれるもので

あり、多彩な活動を支援するとともに、地域の伝統や文化を次世代につなぐなど、文化の振興に資

する学習機会の充実に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 文字に描く夢講

座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

物語を書くことに
興味がある人向けの
講座として、書くきっ
かけを作る入門コー
ス（１回／年）を実施
する。 

中学生 

高校生 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

２ 文章づくりのい

ろは 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

ジャンルを問わず、
文章創作の基本を学
ぶ初級編の講座。（年
１回（２日間）） 

中学生
以上 

生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

３ 芥川賞作家に学

ぶ小説講座 

日本語の美しさや
書くことの楽しさを
発見し、豊かな表現を
身につけ、「吉野せい
賞（文学賞）」への応募
につなげることを目
的とする。 

プロの小説家の感
覚に触れることがで
きる本格的に小説を
書きたい人向けの上
級編の講座（年１回
（２日間）） 
 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

文化振興課 

４ おでかけアリオ

ス 

学校や地域コミュ
ニティなどにアーテ
ィストとともに出向
き、生の芸術体験をよ
り多くの市民に親し
みやすい形で届ける。 

音楽・演劇等の普及
型公演を行う。 

小学生 
中学生 

市内小
中学校
等 

いわき芸術文

化交流館 

５ アリオス 子ど

もの弦学校/ア

リオス 大人の

弦学校 

いわき市内で弦楽
器を習う子どもの人
口増、弦楽器愛好家の
下支えと底上げ 

 市内で弦楽器を習
う子ども・大人を対象
に、プロの弦楽器奏者
による指導を行う。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

  

１ 芸術・文化活動の普及、奨励 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

６ 舞台技術基礎講

座 

「はじめの一歩」
は、舞台技術者を目指
す方、芸術活動を行っ
ている方に舞台技術
を学ぶ機会を設け、舞
台技術に対する知識
や関心を持ってもら
うことを目的として
行う。「ステップ２」
は、「はじめの一歩」で
学ぶ基礎知識のみに
とどまらず、次のステ
ップとして、舞台技術
に関わる市民の継続
的な人材育成を目的
に行う。 

アリオスの舞台ス
タッフを講師とした、
舞台技術（舞台・照明・
音響）に関する講座。
初心者向けの「はじめ
の一歩」（対象：中学生
以上）と、よりステッ
プアップした「ステッ
プ２」（対象：高校生以
上）からなる。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館 

いわき芸術文

化交流館 

７ 美術館教育普及

事業 

多様な美術や芸術
文化を身近に体験す
ることで親しみと理
解を深める機会を提
供し、日常的にアート
を楽しむこと、活用す
ることへの興味や関
心を促す。 

企画展や所蔵作家・
作品に関連させた講
演会やギャラリート
ーク、所蔵作家などに
よるワークショップ、
実技講座、公開制作、
移動美術館（アートキ
ャラバン）、多様な表
現を身近に感じられ
るコンサートやパフ
ォーマンスなど 

一般市民 いわき
市立美
術館等 

いわき市立美

術館 

８ 輝く年輪パワー

発表会（シルバ

ーフェア） 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公開展示する機会
（創作展）や、サーク
ル活動等を通して学
んだ民謡や舞踊など
を発表する機会（芸能
祭）を通して、高齢者
の制作意欲の向上と
積極的な社会参加を
促し、高齢者のいきが
いづくりを支援する。 

市内に居住する高
齢者が制作した作品
を公募・公開展示し、
優秀作品等を表彰す
る（いわき市老人クラ
ブ連合会に委託）。 

高齢者 文化セ
ンター 

 

長寿介護課 

９ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

出前講座の中に、芸
術・文化に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

10 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

芸術・文化に関する
教室・講座等を開催す
るとともに、公民館ま
つり等、成果発表の機
会を設ける。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

11 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

芸術・文化に関する
教室・講座等を開催す
るとともに、生涯学習
フェスティバルで成
果発表の機会を設け
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

12 いわき市暮らし

の伝承郷事業 

地域の文化伝承と
生涯学習活動の拠点
として、伝統的民家・
民具・生活・行事など
の保存・継承を図ると
ともに、市民に気軽に
体験・学習していただ
くため各事業を開催
する。 

 常設展、企画展、伝
承郷講座、キッズ民話
語り部教室のほか、竹
馬やケン玉といった
昔遊び、収穫祝いの餅
つきなど、世代を問わ
ず楽しみながら先人
の知恵を体験し、地域
文化を伝承する事業
を実施する。また、市
民による展示会の開
催やガイドボランテ
ィアによるガイドを
実施する。 

一般市民 いわき
市暮ら
しの伝
承郷 

いわき市暮ら

しの伝承郷 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 森の音楽会 音楽や楽器に対す
る関心を高め、文化活
動に参加する機会を
提供する。 

ディナーバイキン
グを食べて、楽器演奏
を鑑賞する。 

一般市民 いわき
海浜自
然の家 

福島県いわき

海浜自然の家 

２ 謡曲と仕舞 日本の伝統芸能を
多くの人に知ってい
ただきたいので、謡曲
を謡えるように指導
したい。毎週火曜日に
文化センターで行っ
ている。 

小中学生に知って
ほしいので、月１回文
化センターで午後６
時から謡曲と仕舞の
指導を行っている。 

一般市民 文化セ
ンター 

いわき宝生会 

３ 小名浜ポートア

イランドビッグ

バンドフェステ

ィバル 

街の活性化と元気
で健康な地域活動の
振興、音楽を聴いてい
ただくことにより、癒
しの気持ちを持って
いただく。 

２日間にわたりビ
ッグバンドのコンサ
ートを開催 

県内外のバンドを招
致予定 

一般市民 小名浜
市民会
館 

ブルースカ

イ・サウンズ・

オーケストラ 

４ 日本民謡学習会 三味線、太鼓、唄な
ど、日本音楽の継承及
び普及 

三味線、太鼓、唄な
ど、日本音楽の継承及
び普及 

一般市民 文化セ
ンター 

尚帆民謡会 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

５ ハーモニーの喜

びコンサート 

声楽家の蛭田優子
氏の指導を受けてい
るコーラスグループ
４団体が実行委員会
を設立し、２年に１
度、ハーモニーの喜び
コンサートとして演
奏会を開催し、会員相
互親睦を図ると共に、
会員相互の技術向上
に向けた日頃の練習
の成果を市民の皆様
に聴いていただくこ
とで、地域の芸術文化
振興に寄与すること
を目的としている。 

４団体の中には指
導者がボランティア
活動として、原発事故
で避難を余儀なくさ
れた双葉地区の方を
中心に開いた交流サ
ロンがきっかけで結
成されたコーラスグ
ループもある。それぞ
れの個性を生かした
合唱を演奏した後、10
回目のコンサートを
記念して指導者が作
詞作曲したコンサー
トのテーマでもある
「ハーモニーの喜び」
を全員で合唱し、終演
となる予定である。 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館アリ
オス 

レーベンスコ

ール 

（ヴォイス・

イーゼル、コ

ーラスこだ

ま、さくらコ

ーラス、レー

ベンスコー

ル） 

６ 将棋の普及 将棋の普及。地域交
流。 

将棋による交流 一般市民 － 日本将棋連盟

いわき棋友会

支部 

７ すずめの学校 

童謡と歌う学校 

なつかしい童謡を
次の世代へバトンを
渡すことを目的とし
ている。 

毎月、童謡を歌う学
校を、童謡館で行って
いる。 

第２・４土曜日の午後
１時 30分～３時まで。 

一般市民 童謡館 童謡の街づく

りをすすめる

会 ほのぼの

22 

８ ビューティヘア

ファッションシ

ョー 

ヘアファッション
ショーの実施を通し、
いわき市の文化芸術
の向上に貢献すると
共に、次世代を担う若
者に利用・美容の魅力
を伝える。 

当校学生と現役の
利用し・美容師による
ヘアファッションシ
ョーの実施 

一般市民 いわき
芸術文
化交流
館アリ
オス 

学校法人

iwaki ヘアメ

イクアカデミ

ー 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 考古資料保護・

活用事業 

市内各所の発掘調
査により出土した土
器などを展示・公開し
て、古代社会の郷土の
生活を感じ取る。ま
た、体験学習会や講座
等を通し、先人の匠の
技と歴史の重厚さを
学ぶ。 

指定文化財の見学
会や歴史講座、古代ま
つり等を開催すると
ともに、小・中学生対
象の講座、体験学習会
等を開催する。 

一般市民 いわき
市考古
資料館 

いわき市考古

資料館 

２ 文化財の調査、保護、収集と活用 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ 史跡等の活用事

業 

いわき市内に所在
する国史跡をはじめ
とする史跡等につい
て、最新の研究成果を
基にわかりやすく紐
解くことにより、最も
身近なふるさとの歴
史を学習し、「ふるさ
とを誇れる心」の醸成
に繋げる。 

企画展示や講演会、
講座、史跡探訪会を開
催する。あわせて、学
校や公民館での出前
講座を積極的に開催
する。 

一般市民 いわき
市考古
資料館 

いわき市考古

資料館 

３ 郷土文化伝承事

業 

急激な社会変化に
伴い、私たちの暮らし
も大きく変わりつつ
ある。先人たちが暮ら
しの中で培い、伝承し
てきた知恵・技能・風
習などが、急速に忘れ
去られようとしてい
ることから、それらの
保護・継承を図るた
め、移築復元した茅葺
き屋根の古民家（県・
市指定文化財）の景観
および民具、年中行事
再現展示等をおこな
う。 

 古民家景観展示・民
具の展示（通年）、年中
行事再現展示（年25
回）、企画展、伝統芸能
実演、体験学習等を実
施する。 

一般市民 いわき
市暮ら
しの伝
承郷 

いわき市暮ら

しの伝承郷 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ エジプト考古学

研究所事業 

エジプト考古学研
究所の事業として、①
研究発表 ②吉村作
治学長講演 ③エジ
プト展の開催を毎年
実施し、エジプト文化
の普及と異文化理解
につなげている。エジ
プトファンの方々の
生涯学習の場として
定期開催している。 

エジプト考古学研
究所の研究発表＝毎
年７月開催、鎌山祭に
おける展示及び吉村
学長による講演（毎年
10月）を行う。本学が
実施している発掘の
成果発表と、これまで
に発掘された遺物や
レプリカの展示を行
う。 

一般市民 東日本
国際大
学 

東日本国際大

学 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 「知恵と技の交

歓教室」補助事

業 

高齢者と若い世代
（幼児・子供等）が一
堂に会し、伝承活動
（昔の遊び・遊具作り
など）を通じて互いに
話し合い、ふれあいな
がら、相手に対する理
解を深め、高齢者と若
い世代が共に仲良く
暮らしていける地域
社会の実現を目指す
ことを目的とする。 

市内の幼稚園・保育
園・小学校・集会所・
公民館及び公共広場
を利用し、次のような
取組みを実施する。 

実施：いわき市老人ク
ラブ連合会 

○伝承遊具作りと遊
び方指導（竹細工・藁
細工・紙細工・手芸） 

○餅つき大会・料理教
室（餅つきやすいとん
を作り会食） 

○スポーツを通じ児
童と交流（グラウンド
ゴルフ・ゲートボー
ル・クロリティ・輪投
げ等） 

幼児 
小学生 
高齢者 

各小学
校等 

介護保険課 

２ 伝統食教室 生産者との交流を
とおして、地域に伝わ
る伝統食に理解を深
め、食農教育の推進と
農業への理解を図る。 

・生徒と生産者との交
流会 

・地域に伝わる伝統食
料理教室 

・地域に伝わる伝統野
菜の体験学習（種の保
存・栽培・調理方法に
ついての学習） 

小学生 

中学生 

市内小
中学校 

農政流通課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

地域の文化や歴史
等に関する教室・講座
等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

地域の文化や歴史
等に関する教室・講座
等を開催する。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

 

５ 郷土文化伝承事

業 

急激な社会変化に
伴い、私たちの暮らし
も大きく変わりつつ
ある。先人たちが暮ら
しの中で培い、伝承し
てきた知恵・技能・風
習などが、急速に忘れ
去られようとしてい
ることから、それらの
保護・継承を図るた
め、移築復元した茅葺
き屋根の古民家（県・
市指定文化財）の景観
および民具、年中行事
再現展示等をおこな
う。 

 古民家景観展示・民
具の展示（通年）、年中
行事再現展示（年 25
回）、企画展、伝統芸能
実演、体験学習等を実
施する。 

一般市民 いわき
市暮ら
しの伝
承郷 

いわき市暮ら

しの伝承郷 

３ 伝統芸能・文化の発掘と伝承 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 伝統文化 民謡

に親しむ 

いわき地方の懐か
しい民謡を唄い、地元
の昔から歌い継がれ
てきたものを習い、伝
統文化にふれる。 

公民館などで、小学
生をはじめとして、い
わき地方の有名な曲
を唄って発表してみ
る。 

なじみのある常磐炭
坑節、いわき安波様、
いわき田植唄など。高
齢者ともまじあって
みる。 

慰問などを通じ、認知
症予防につなげる。 

一般市民 各公民
館 

声峰流民謡 

三峰会 

２ きもの着付教室

の開催 

地域の方々に歴史
ある「きもの文化」を
知って頂き、日本の伝
統衣装の魅力を体験
して頂くと共に、着物
を通して世代を超え
たコミュニティを創
出する。 

着付教室の開催（着
付ばかりではなく、着
付を通して、着物の歴
史、日本の文化、マナ
ーを学ぶ。） 

一般市民 － ＮＰＯ法人 

きもの伝承会 

３ いわきの歴史と

文化を学ぶ 

職員が有する専門
知識を生かし、いわき
のすぐれた歴史や文
化の振興に寄与する。 

古生物（化石）、考
古、歴史、民俗、伝承、
文学などテーマとし
た講義や現地探訪 

一般市民 市内各
地 

公益財団法人

いわき市教育

文化事業団 

４ 伝統芸能よさこ

い踊り体験 

近代日本伝統芸能
のひとつである”よさ
こい踊り”を通して、
世代間の交流、地域と
の関わり合いを醸成
する。また、練習に際
して相互に教えあい
学びあうことで、尊重
し思いやる気持ちを
育む。 

よさこいを練習し、
イベント・催し物で披
露する。 

主たる過去イベン
ト実績：街なかコンサ
ート（市内）、アリオス
パークフェス（市内）、
うつくしまＹＯＳＡ
ＫＯＩ祭り（郡山市）、
みちのくＹＯＳＡＫ
ＯＩまつり（仙台市）
など 

また、小中学校におけ
る学習発表会や運動
会での集団学習の支
援も行う。 

一般市民 － いわき風ぐる

ま 

５ 正月送りなど 伝統行事と地域の
交代伝承 

家庭教育の充実 

自治会役員、隣組長
による会場づくり、子
供会による甘酒つく
り、コンニャクおでん
づくり、地域の高齢者
による指導 

自治会員 ちびっ
こ広場 
集会所
等 

植田町小名田

地区自治会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

 地域に根ざした市
民の芸術、文化活動の
振興を図るため、公民
館を活動の場とする
とともに、公民館まつ
り等、成果発表の機会
を設ける。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

２ いわき市文化振

興基金育成事業

等補助金 

市民の文学、音楽、
美術その他の芸術文
化活動を助長し、その
精神生活の高揚と地
域の文化的環境の醸
成を図り、市民憲章に
いう「文化のまちいわ
き」の発展に資するた
め。 

市文化振興基金を
活用し、個人・団体が
自主的に実施する芸
術文化活動に対して
助成を行う。 

一般市民 － 文化振興課 

 

４ 文化関係諸団体、グループ及び指導者の育成 
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第 10節 国際化への対応 
 現在の日本は、様々な国籍の人々と日本人が共に生活している多文化共生社会です。本市におけ

る過去３年間の外国人居住率7をみると、平成 26年末が 0.531％、平成 27 年末が 0.537％、平成 28

年末が 0.605％と年々増加しています。 

学校教育においては、平成 29年３月に学習指導要領が改訂され、平成 32 年度から小学校中学年

に外国語活動が、高学年に外国語科が導入されることになりました。 

今後、2020年東京オリンピックに向けて、訪日外国人は一層増加することが予想され、本市にお

いても、サモア独立国のホストタウンになっていることなどから、本市を訪れる外国人も増加する

と思われます。 

外国の異なる文化や価値観の存在を理解し、これらを受け入れることができるよう、また、日本

語学習や日本の文化・価値観を外国人が理解し、安心して生活できるよう、多文化共生社会に対応

した学習機会の充実に努めます。 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ユニバーサルデ

ザイン・ワーク

ショップ 

 年齢や性別、国籍、
能力などにかかわら
ず、はじめからすべて
の人が利用しやすい
まちや施設、物（製
品）、サービスをつく
ろうとする「ユニバー
サルデザイン」の意識
醸成を目的とする。 

 ユニバーサルデザ
インのなかでも、「や
さしさ」や「思いやり」
といった「こころのユ
ニバーサルデザイン」
に焦点を当て、スポー
ツ等市民の関心の高
いイベントを通じて、
参加者が自然な形で
個性や違いを認め合
い、理解し合える誰で
も参加できるワーク
ワークショップを実
施する。 

 

一般市民 － 市民生活課 

2 ユネスコ活動に

対する支援 

児童・生徒の国際理
解と世界平和への意
識を高め、広い視野を
持った人財を育成す
る。 

ユネスコ作文コン
クール（小・中学生対
象）の共催 

小 学 生 

中 学 生 

－ 生涯学習課 

 

 

 

 

                         
7 【外国人居住率】人口に占める外国人居住者の割合。福島県の算出方法にならい、毎年 10月１日時

点の人口に対して、12月末日時点の外国人居住者の割合を算出している。 

 

１ 人間尊重と平和の心の醸成 
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【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ ユネスコ活動 ユネスコ憲章の精
神にのっとり、教育・
科学・文化を通じて、
国際理解と国際協力
を進め、世界の平和に
貢献し、あわせて地域
社会の向上に寄与す
ることを目的とする。 

ユネスコ世界寺子
屋運動、世界文化遺産
保護運動への協力を
重点活動目標とし、さ
らに青少年へのユネ
スコ精神啓発に努め
る。 
・青少年平和シンポジ
ウム：児童・生徒をパ
ネリストとして大人
との協議の中で意見
交換を行う。 
・ユネスコ出前授業：
平和授業を市内 12 小
学校（25学級）で実施 
・ユネスコ作文コンク
ール：小学生（５～６
年生）及び中学生を対
象として、平和などを
テーマとした作文コ
ンクールを実施する。 
・書き損じはがき回
収：回収した書き損じ
ハガキ等を換金して、
世界の学校に行けな
い子どもたちなどの
学びの支援を行う。 
・文化講演会（年２
回）：会員の視野の拡
大のため研修を行う。 
・SDGs（一人も残さな
い持続可能な未来を
つくる）研修会の開
催。 

小学生 

中学生 

文化セ
ンター 

いわきユネス

コ協会 
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【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 多文化共生事業 多文化共生社会を
築くため、市民の国際
感覚の醸成を図りな
がら、市内の国際化の
推進に寄与する。 

・外国語講座や外国料
理教室等外国文化理
解講座、また小中学校
や各種団体と連携し
た国際理解講座の開
催 

・地域住民と外国人が
相互理解を深められ
るよう、生活に密着し
た「防災」や「やさし
い日本語」に関する活
動 

一般市民 公共施
設、学
校等 

観光交流課 

いわき市国際

交流協会 

２ 市役所出前講座

における市職員

等の派遣 

市役所がかかわる
仕事を学習メニュー
として取りそろえ、市
職員を講師として地
域等に派遣し、市民の
自発的な生涯学習活
動を支援する。 

 

出前講座の中に、国
際理解に関する学習
メニューを設け、市民
の要請に基づき、出前
講座を実施する。 

一般市民 － 生涯学習課 

３ 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

国際理解に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

４ 生涯学習プラザ

事業 

市民の多様な学習
ニーズに応え、生涯学
習活動や交流活動を
より一層促進するた
め、様々な講座を実施
する。 

国際理解に関する
教室・講座等を開催す
る。 

一般市民 生涯学
習プラ
ザ 

生涯学習プラ

ザ 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 多文化共生事業 国籍や 民族などの
異なる人々が、互いの
文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社
会の構成員として共
に生きていくという
多文化共生社会の意
識を醸成する。 

・外国語講座 

・外国料理教室 

・日本料理教室（外国
人対象） 

・国際理解講座（学校、
公民館、各種団体） 

・精神医学講座 

・法律講座 

・通訳ボランティア研
修会  等 

一般市民 公共施
設、学
校等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

観光交流課 

 

２ 国際理解と国際協力の推進 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

２ エジプト考古学

研究所事業 

エジプト考古学研
究所の事業として、①
研究発表 ②吉村作
治学長講演 ③エジ
プト展の開催を毎年
実施し、エジプト文化
の普及と異文化理解
につなげている。エジ
プトファンの方々の
生涯学習の場として
定期開催している。 

エジプト考古学研
究所の研究発表＝毎
年７月開催、鎌山祭に
おける展示及び吉村
学長による講演（毎年
10月）を行う。本学が
実施している発掘の
成果発表と、これまで
に発掘された遺物や
レプリカの展示を行
う。 

一般市民 東日本
国際大
学 

東日本国際大

学 

 

 

 

【市の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 日本語教室（日

本語普及事業） 

市内在住外国人に
日本語学習を通じて、
日本文化や習慣等に
関する知識を得ても
らう。 

日本語教授の専門
家等を講師に迎え、レ
ベル分けをして教室
を開催する。 

市内在
住外国
人 

生涯学
習プラ
ザ等 

観光交流課 

２ 多文化共生事業 多文化共生社会を
築くため、市民の国際
感覚の醸成を図りな
がら、市内の国際化の
推進に寄与する。 

・外国語講座や外国料
理教室等外国文化理
解講座、また小中学校
や各種団体と連携し
た国際理解講座の開
催 

・地域住民と外国人が
相互理解を深められ
るよう、生活に密着し
た「防災」や「やさし
い日本語」に関する活
動 

一般市民 公共施
設、学
校等 

観光交流課 

いわき市国際

交流協会 

３ ユニバーサルデ

ザイン・ワーク

ショップ 

 年齢や性別、国籍、
能力などにかかわら
ず、はじめからすべて
の人が利用しやすい
まちや施設、物（製
品）、サービスをつく
ろうとする「ユニバー
サルデザイン」の意識
醸成を目的とする。 

 ユニバーサルデザ
インのなかでも、「や
さしさ」や「思いやり」
といった「こころのユ
ニバーサルデザイン」
に焦点を当て、スポー
ツ等市民の関心の高
いイベントを通じて、
参加者が自然な形で
個性や違いを認め合
い、理解し合える誰で
も参加できるワーク
ワークショップを実
施する。 

一般市民 － 市民生活課 

３ 日本文化の理解と異文化の尊重 
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№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

4 公民館事業 住民の教養の向上、
健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進
に寄与することを目
的に各種事業等を実
施する。 

歴史や文化、外国文
化等に関する教室・講
座等を開催する。 

一般市民 各公民
館等 

各公民館 

5 学校給食食育推

進事業 

 子どもたちの豊か
な心と体を育むため
には、食に関して、家
庭や地域が世代を超
えて、連携強化を図っ
ていく必要があるこ
とから、「ひと・食・環
（わ）」をコンセプト
として、学校と学校給
食共同調理場が家庭
や地域と連携を図り
ながら、食育を推進す
る。 

【メイン事業】 
ふれあい弁当デーの
全校実施 
【サブ事業】 
地元高校との連携に
よる交流会食会の開
催 
地元料理人との連携
による交流会食会の
開催 
【その他】 
学校給食共同調理場
体験ツアーの開催 
お弁当講座の開催 

小学生 

中学生 

各小中
学校等 

学校支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第６章 学習機会の整備 10 国際化への対応  

- 185 - 

【関係機関・団体の事業】 

№ 施策・事業名 趣旨・目的等 内容等 対象者 会場 実施機関等 

１ 日本語普及事業 

（日本語教室・

日本語支援ボラ

ンティア養成講

座等） 

市内居住外国人を
対象とした日本語教
室を開講し、日本語学
習を通じて、日本文化
や習慣等についても
知識を深めてもらう。
また、日本語支援がで
きるボランティアを
養成し、日本語学習支
援と交流を通じて、地
域社会において多文
化共生社会の意識の
醸成を図る。外国にル
ーツをもつ小・中学生
への日本語支援を通
じ、未来の担い手とな
る子どもたちの成長
を支える。 

・日本語教室：日本語
をクラス形式で学ぶ
機会を提供し、前・後
期各４クラス開講す
る。 
・日本語支援ボランテ
ィア養成講座他：日本
語教授の専門家を講
師に迎えて教授法等
を学ぶ講座を開講し、
日本語支援ボランテ
ィアを養成するほか、
ボランティア同士の
情報共有の場を創出
する。 
・日本語支援活動：主
にボランティアとの
マンツーマン形式に
より日本語を学ぶ機
会を提供する。小中学
校の子どもたちに対
しては学校において
日本語支援活動を行
う。 

外国に
ルーツ
を持つ
方 
日本語
支援活
動に関
心があ
る方 

生涯学
習プラ
ザ等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

２ 多文化共生事業 国籍や 民族などの
異なる人々が、互いの
文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社
会の構成員として共
に生きていくという
多文化共生社会の意
識を醸成する。 

・外国語講座 

・外国料理教室 

・日本料理教室（外国
人対象） 

・国際理解講座（学校、
公民館、各種団体） 

・精神医学講座 

・法律講座 

・通訳ボランティア研
修会  等 

一般市民 公共施
設、学
校等 

公益財団法人

いわき市国際

交流協会 

観光交流課 

 

 

 

 位置付け事業なし 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 友好都市・姉妹都市等との交流 
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